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大項目
中項目/分

野
項目

1

第五期長期
計画・調整
計画の位置
付けと策定
方法

（２）調整計
画の位置付
け

策定について
長期計画策定委員会の役割そのものが曖昧であり、行政の革新が見えない。調整の名の下にやるべきことを先
送りしている。市民会議も市職員は傍聴しているだけで市民と協議していない。市民も市職員も生かされておらず
主役が不在である。策定委員会は本音の意見書を市長に提出してください。

策定委員会を中心に市民参加、議員参加、職員参加による策定をしてきたところであり、市長への答申は、様々
な意見を踏まえて、策定委員会が決定しています。

2

第五期長期
計画・調整
計画の位置
付けと策定
方法

（３）調整計
画の位置付
け

策定について

・意見交換会の存在意義は？2010年に、児童館のヨガサークルの方々中心に説明会で反論したが効果なく意見
交換会で発言したものの、議員には「5年前には誰も文句言って来なかった」と言われた。今回はまとめてくださる
方がいて署名活動になりやっと意見の存在を認めてもらえるものと思ったら、策定委員長に「ここに来ていない人
の意見もあるから」と言われた。結局、意見交換会と言いつつも、行政のシナリオと合わない意見だと採用しない
ということなのか。
・「床面積を増やしたくない」との発言に対して、間違いかもしれない将来予測のために目の前の待機児童や満杯
の学童、半分に削られた児童館で窮屈な思いをしている児童に対して何も策をとらずに放置するというなら、何の
ための調整計画策定委員会か？と存在意義を問いたい。

策定委員会では、20回の委員会、11回の作業部会、６回（圏域別３か所を２回）の市民意見交換会等、議論を重
ねてきました。また、無作為抽出市民によるワークショップの実施等、時代に即応した市民参加の手法を取り入
れ、積極的に市民意見を聴取した上で調整計画案を策定しました。

3
第１章　こ
れまでの実
績と情勢の

Ⅰ．第五期
長期計画の
取り組みの

２．子ども・教育 待機児童対策
グループ保育室開設を実績として挙げるのであれば、その弊害である「三歳の壁」に対応しきれていない事に対
し、自己批判の記述が必要と考えます。

各事業の評価や進行管理については、個別計画の中で実施しています。

4
第１章　こ
れまでの実
績と情勢の

Ⅰ．第五期
長期計画の
取り組みの

３．文化・市民生活 ふるさと歴史館
費用対効果がしっかり現れているのか検証し（少なくとも入館者数には表れていません）自己批判と今後の課題
も盛り込むべきと考えます。

各事業の評価や進行管理については、個別計画の中で実施しています。

5

第１章　こ
れまでの実
績と情勢の
変化

Ⅰ．第五期
長期計画の
取り組みの
状況

結果や検証
積極的に推進した施策について、行った事実は書いてあるが、その結果や検証が一切無い。自己批判精神なく
して、どんな調整ができるというのだろうか？職員同士で褒めあうだけなら庁内で勤務時間外に自腹でやって下
さい。

各事業の評価や進行管理については、個別計画の中で実施しています。

6

第１章　こ
れまでの実
績と情勢の
変化

Ⅱ．市民と
市政を取り
巻く情勢の
変化

３．桜堤地区を中
心とした人口増

桜堤地区を中心とした人
口増

今後具体的にどのような対策をとるのかを示していただきたい。桜野小学校や第二中学校が他の学校より教育
生活指導面で劣ることがあるのではないか。

局所的な乳幼児・児童の増加への具体的な対策について、第３章施策の体系に記載しています。

7

第１章　こ
れまでの実
績と情勢の
変化

Ⅱ．市民と
市政を取り
巻く情勢の
変化

３．桜堤地区を中
心とした人口増

桜堤地区を中心とした人
口増

桜堤地区住民として、年少人口の増加に対応するためには施設を新設（もしくは仮設）するなどの思い切った施
策の転換が必要だと実感している。施設の床面積を増やさないというお題目を馬鹿みたいに守っていてはこの問
題は解決しない。これを調整できずして何が調整計画だ。

意見として承ることとします。

8

第２章　調
整計画の基
本的な考え
方

Ⅰ．第五期
長期計画の
基本的な考
え方

１．市民自治の原
則

市民自治の原則

昭和46年当時と現在の市民では、市民自治の理解・実行力が全く違うのではないか。実際コミュニティにおける
活動（学校・団地・地域団体等）をしてみると、運営側は「市からの指示待ち」、参加者側は「お客様」ばかりで、そ
こに「自ら考え、主体的に行動し、その行動や選択に責任を負う」姿勢は感じられない。長期計画・調整計画とい
うシステムを続けるのであれば、はなから市民が自治意識を持っているものと考えるのではなく、啓蒙活動を行う
など市民の自治意識を向上させる必要があると考えます。

計画案の行・財政分野 基本施策１ （３）「市政運営に関する基本的なルールの体系化」の中で、市民自治を原則
とした市政運営を行うため、市民意識の醸成に努めることを記載しています。

9

第２章　調
整計画の基
本的な考え
方

Ⅰ．第五期
長期計画の
基本的な考
え方

１．市民自治の原
則

市民自治の原則
市民自治の原則が触れているが、この文言を担保するために、多くの市民に地域活動の情報を提供し、取り組
みについても紹介する中間支援組織（仮称「市民活動支援センター」）の設置について研究する。（運営は、指定
管理者としてＮＰＯ法人に運営・企画することを想定している。）

武蔵野プレイスは、活動したい人に対して団体の紹介、相談や社協と連携しコーディネート機能も担っています。
また、ファシリテーター養成講座も実施しており、中間支援機能を進める取り組みは行っているため、調整計画案
はこのままとします。

10

第２章　調
整計画の基
本的な考え
方

Ⅱ．調整計
画全体に関
わる視点

２．地域コミュニ
ティ、地域活動の
支援と協働

地域コミュニティ・地域活
動の支援と協働

市民の自治意識の向上がなくては話しにならない。現在もコミセンや各活動団体の運営委員の高齢化・固定化
が進んでいる。今までコミュニティ活動を支えてきた自営業者や専業主婦が減少し、地域外に通勤する市民や共
働き家庭が増えているという状況の変化を織り込んでいるのか疑問だ。

地域人材や組織の育成・支援については、調整計画全体に関わる視点の２「地域コミュニティ、地域活動の支援
と協働」の他、各分野において記載しています。

11

第２章　調
整計画の基
本的な考え
方

Ⅲ．調整計
画の重点取
り組み

２．多様な主体に
よる子育て支援施
策の実現

多様な主体による子育て
支援施策の実現

「妊娠・出産期から切れ目のない子ども・子育てを支援する」の「を」の位置がおかしい。今のままだと「子育て」と
いう文言には馴染むが、「子ども」は「妊娠・出産期から切れ目のない子どもを支援する」となり、意味不明。正確
に伝えるのであれば「妊娠・出産期から切れ目のない子ども・子育て支援をする。」でないと意味が通らない。

より分かりやすい表現にするため、
「妊娠・出産期から切れ目のない子ども・子育て支援を行う。」に修正しました。

12
第２章　調
整計画の基
本的な考え

Ⅲ．調整計
画の重点取
り組み

２．多様な主体に
よる子育て支援施
策の実現

待機児童対策 「待機児童解消のための保育所施設の整備」→「保育ニーズに沿った保育所施設の整備」への変更を求めます。
保育ニーズの把握については、子ども・教育分野 基本施策１ （３）「待機児童対策と多様な保育ニーズへの対
応」の中で記載しています。

13

第２章　調
整計画の基
本的な考え
方

Ⅲ．調整計
画の重点取
り組み

６．情報収集・提供
機能の強化と連携

情報収集・提供機能の強
化と連携

市政情報等の提供方法の多様化については良いことだと思うが、ただ動画の本数を増やすのは違うと思う。もっ
と文字情報の更新や発信をマメにすべきではないか。

行・財政分野 基本施策３ （１）「総合的な市政情報提供の推進」の中で、多様な情報提供媒体を活用し、適時的
確な市政情報等の提供に努めることを記載しています。

14
第３章　施
策の体系

Ⅰ　健康・
福祉

基本施策１　支え
合いの気持ちをつ
むぐ

「障害者」の表記 せめて「障がい者」に改めるべき。 第五期長期計画及び個別計画における表記との関係もあるため、現状のままとします。

15
第３章　施
策の体系

Ⅰ　健康・
福祉

基本施策１　支え
合いの気持ちをつ
むぐ

地域の課題解決

基本施策に「支え合いの気持ちをつむぐ」とあるが、防災の観点からも地域のネットワークが必要である。そして、
地域の課題解決のためには、解決できる力を持つ人材や組織を育てる必要がある。
課題別や縦割りではなく、地域ごとの特性に合わせて、まちでどのような可能性があるか見極め、具体的な対応
が必要である。

地域人材や組織の育成・支援については、調整計画全体に関わる視点の２「地域コミュニティ、地域活動の支援
と協働」の他、各分野において記載しています。

16
第３章　施
策の体系

Ⅰ　健康・
福祉

基本施策２　誰も
が地域で安心して
暮らしつづけられ
る仕組みづくりの
推進

災害時における緊急対応
「地域福祉活動の活性化を図る。」という記述は、庁内及び福祉関連団体には理解できると思われますが、一般
市民には理解しにくいと思われるため、もう少しわかりやすい表現で記述した方が良いのではないかと思います。
例えば「地域の支え合い活動などの活性化を図る。」

第五期長期計画や他の個別計画においても「地域福祉活動」の表現が使われているので、整合性をとるため現
状のままとします。

計画案の分野
テーマ 対応案

通し
番号

意見の要約

1
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野
項目

計画案の分野
テーマ 対応案

通し
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意見の要約

17
第３章　施
策の体系

Ⅰ　健康・
福祉

基本施策２　誰も
が地域で安心して
暮らしつづけられ
る仕組みづくりの
推進

認知症施策
P.13「市民への認知症理解の普及啓発を進め」に「小中学生も含めた」を追加し、認知症サポーター養成講座を
行う。また、徘徊模擬訓練をする。

市民には広く子どもも含まれると解するため敢えて「小中学生も含めた」という表記は行いませんが、認知症サ
ポーター養成講座等の具体的施策をより一層行っていくという意図で基本施策２(6)5行目「市民への認知症理解
の」の後ろに「さらなる」という文言を追加し、「市民への認知症理解のさらなる普及啓発を進め…」としました。

18
第３章　施
策の体系

Ⅰ　健康・
福祉

基本施策２　誰も
が地域で安心して
暮らしつづけられ
る仕組みづくりの
推進

要支援者対応
要支援者の方が介護保険から外され、ボランティアによる支援となったことは、介護予防の視点が抜け落ち、プロ
のヘルパーが行う観察を軽視しているように見受けられる。いろいろな問題を抱える高齢者のプライバシーをどう
守り、倫理面の問題にどう対応するのか明確にしてほしい。

プロによる介護とボランティアによる介護にはそれぞれにメリット・デメリットがあり、一概にどちらがよいという判
断は困難です。市ではいきいき認定ヘルパーなど市独自の認定制度を設けて支援する側の人数を増やす事業
を行っています。
プライバシーや倫理の問題は非常に重要で、今後市が介護事業所に対して、教育機会の提供とともに、プライバ
シー保護について指導監督を行っていくべきと考えます。

19
第３章　施
策の体系

Ⅰ　健康・
福祉

基本施策５　住み
慣れた地域での生
活を継続するため
の基盤整備

（公社）武蔵野市福祉公社
と（社福）武蔵野市民社会
福祉協議会の統合

第五期長期計画・調整計画 計画案の「統合の準備を進める。」という文言からは‟統合は決定したため、手続きと
しての準備を進める”と読みとれる。両団体は、市の財政援助出資団体とはいえ独立した団体であり、福祉公社
を解散するとした場合には、団体による意思決定が必要になる。
武蔵野市財政援助出資団体在り方検討委員会における「統合する。」という表現は、委員会として、方向性の案
を示したものと受け取れるが、策定委員会案をそのまま市計画とする武蔵野市の長期計画策定手法を踏まえる
と、市計画として、「統合する。」「統合の準備を進める。」といった記述は不適切と考える。
計画案p16　（公財）武蔵野市福祉公社と（社福）武蔵野市民社会福祉協議会は、自助・共助・公助による“まちぐ
るみの支え合い”を推進していくため、それぞれの役割の明確化を行ったうえで統合の準備を進める。
修正案　（公財）武蔵野市福祉公社と（社福）武蔵野市民社会福祉協議会に対し、自助・共助・公助による“まちぐ
るみの支え合い”を推進していくため、両団体を統合するなど望ましい組織形態について、検討を指導する。

20
第３章　施
策の体系

Ⅰ　健康・
福祉

基本施策５　住み
慣れた地域での生
活を継続するため
の基盤整備

財援団体

「福祉公社と市民社協は、～中略～　　統合の準備を進める。」という記述だと、2団体が主語となっており、市の
計画であるにもかかわらず、2団体が進めるという感じを受けるため、次のような記述が良いのではないかと思い
ます。
①「福祉公社と市民社協が、～中略～　統合の準備を進めるよう当該団体に促す。」
この記述では弱い感じがするのであれば、市が主語となるよう明記して、
②「市は、福祉公社と市民社協が、～中略～　当該団体と協議を　　しながら統合の準備を計る。」

21
第３章　施
策の体系

Ⅰ　健康・
福祉

情報提供
高齢者福祉の施策は、必要としている人に届いているのか、またそのことを伝える人やサポートしている人に届
いているかが重要である。関係機関との日常的な情報共有も非常に重要となる。

健康・福祉分野基本施策２(1)の在宅生活の継続のための目標の共有化について、また、同施策(3)の保健・医
療・介護・福祉の連携推進の中に、情報の共有化の重要性と施策について盛り込んでいます。

22
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

近隣・地域との関係の希
薄化

基本施策１「近隣・地域との関係が希薄になって…」と問題提起されているにもかかわらず、その解決策が示され
ていない。P.24文化・市民生活分野でも「希薄化が進展している」とここでも希薄化を問題の原因としている。ま
た、基本施策2「地域全体で支え合う機運を」「地域における子育てボランティア」、基本施策５「学校と地域との協
働」とあるが、希薄化が解消されないと協働や共助という考え方は特定の人を苦しめるだけである。

近隣や地域との関係の希薄化については、子ども・教育分野のみならず全分野に共通する課題ということで委員
会において議論しました。その上で、全体を貫く「調整計画全体にかかわる視点」として「地域コミュニティ、地域活
動の支援と協働」について記載しています。また、調整計画の重点取り組みとして「多様な主体による子育て支援
施策の実現」を掲げており、地域社会全体で支え合う子育てネットワークの多層化を進めていくこととしています。

23
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

家庭保育への支援
幼稚園ママなど家庭で保育する人への支援があまりない。公立幼稚園がない、私立幼稚園の月謝は高いのに助
成金は保育園より安い…。保育に欠けるからと特別厚い助成を与えるのではなく、保護者の収入（不動産等資産
含む）によって幼保関係なく平等に助成金を出すべきと考える。

子ども・教育分野全体を通して、保護者の働き方や子どもの生まれ育った環境にかかわらず、すべての子どもと
子育て家庭に対して支援をしていくことを掲げています。また、基本施策４(2)では「幼児期の教育の振興」と新た
に項目を立てて、幼稚園・保育園に関わらず幼児期の教育の充実について記載しています。助成金については、
適宜見直しを実施するなど継続して検討していくことが必要と考えています。

24
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

障がい児問題は今後ますます必要とされてくる。別途章立てして考えるべき問題だと思う。障がい児のケアにより
障がい者問題が軽度ですむ事も多々ある。

25
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

障害を持つ人を知る事は幼児期から必要。「違い」を個性として感じられる教育を積極的に支援すべきと考える。

26
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子

放課後デイサービスは、定員が少なく利用できない子どもたちがいる。早期の施設拡充を望む。

27
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

児童手当、医療費助成等
の経済的支援

児童手当、医療費助成などへの市の独自助成について「適正な受益者負担及び」の文言を削除とする。この分
野における「適正な受益者負担の見直し」の必要性や考え方の原則が示されていない。

28
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

児童手当、医療費助成等
の経済的支援

必要とする家庭・子どもすべてに支援を行き届かせるためにも、世帯収入・所有財産額による受益者負担増はや
むを得ないと考える。むしろ徹底すべきだ。行政が率先して「保護者の就労による長時間保育が子どもに与える
影響」を考え、大人の都合ではない、本当に子どものためになる支援をするよう希望する。行政が子どもの長時
間保育を後押しすればするほど、ワーク・ライフ・バランスの推進から遠ざかるよう思えてならない。

29
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

児童手当、医療費助成等
の経済的支援

武蔵野赤十字病院の夜間休日外来で軽症の場合は小児は５４００円負担となった。小児救急に対して、今後の
支援を考えて頂きたい。

30
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

子育てセーフティネット
児童虐待の問題、支援を必要としている家庭は、支援の手を知らない環境にある場合があるので周知方法を強
化して頂きたい。

児童虐待の早期発見に向けたパンフレットを市内各所に配架しているほか、１１月の「児童虐待防止推進月間」
には、市報への掲載や駅頭でのキャンペーン等を実施していますが、市民の皆様、とりわけ、支援が必要な家庭
へのさらなる周知が必要と認識しています。今後も関係機関と連携しながら児童虐待防止のための様々な取り組
みを行っていくこととしています。

障害を持つ子どもへの支
援

統合するという方向性自体は、「武蔵野市財政援助出資団体在り方検討委員会報告書」でも示されているとおり
で揺らぐものではなく、記載は変更しません。市としては今後、両団体に対して望ましい組織形態について検討を
行うよう求めていきます。

障害のある子どもや家庭の支援については、第五期長期計画と比べてもかなり重点的に記載をしています。放
課後等デイサービス事業についても、整備・充実を図るとしています。

委員会議論に沿って、文の順番を入れ替え、「受益者」を削除しました。

2
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31
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

スクールソーシャルワー
カー（ＳＳＷ）

スクールソーシャルワーカーには子どもの貧困問題だけでなく、学級崩壊などにも積極的に介入しやすくなるよう
な書き込みが欲しい。いわゆる愛着障害ではないかと思われる子どもが起こす様々なトラブルについては、保護
者や保育士・教師だけでは解決できない。SSWの積極的介入が必要だと、広く伝えてほしい。

スクールソーシャルワーカー（SSW)については、基本施策５「次代を担う力をはぐくむ学校教育」の中でも記載し
ています。個々の子どもが抱える様々な問題の多くは、心の問題だけではなく、その背景にある学校や家庭、地
域社会など子どもを取り巻く環境（社会）の問題が複雑に絡み合っているため、第三者が主導するよりも、学校が
関係機関と連携し問題解決を図っていく方が有効であると考え、福祉の専門職であるSSWの配置と支援体制を
充実させていくと記載しています。

32
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

待機児童対策

18ページ「定員枠を増加し、」とあるが、枠や数という視点だけでなく、実際に増えた地域に保育園を作ってほし
い。桜堤第二保育園を作るべきである。面積を増やしたくないのであれば、桜堤保育園が立て替える時にまとめ
て１園とすればよい。市の財政予測ばかり気にしているようだが、世の中にあわせて武蔵野市の公務員の給与レ
ベルを引き下げるべきである。

委員会議論に沿って、「認可保育所をはじめとする保育施設の整備をさらに進め」と修正しました。
待機児童対策については、地域別に待機児童の状況を分析し、地域性を踏まえた上で必要な対策を実施してい
くことが必要であると考えています。

33
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

待機児童対策 課題とその解決計画を記述すべきであり、実績報告の記述は必要ない。
委員会において、「第五期長期計画の調整計画という位置づけから、施策を展開してきた結果どうだったかという
ことも入れていくべき」という議論を受けて、ここでは記載しています。

34
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

待機児童対策

兄弟枠があると信じて三人目を安心して生んだところ、それが認証保育園でも廃止され、上二人とは別の保育園
に通わせることも覚悟しなければならない状況である。桜堤地域では５年前から子供の数が２倍に増えているの
に、保育園をはじめとする子育て支援政策があまりにも手薄なのではないか。安心して老後を過ごすためには、
子育て世代を支援することに投資することが必要不可欠ではないか。

委員会議論に沿って、「認可保育所をはじめとする保育施設の整備をさらに進め」と修正しました。
子ども・教育分野全体のリード文の記載のとおり、「子育て家庭が安心して子どもを育てられる社会の実現」を目
的として調整計画案を作成してきました。また、基本施策４に「全市的な子育て施設や施策のあり方、今後の整備
方針を定めていく」と記載し、これからも子ども・子育て家庭を支援する体制・施設の整備を推進していくこととして
います。

35
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

待機児童対策

「今後は計画的に0・1歳児及び3歳児への対策を行い」とあるが、これでは「三歳の壁」を無くすことではなく、付け
焼刃の0・1歳児対策を行い壁を築き続けるのではなく、0～5歳まで途切れる事なく保育が続けられる保育所が必
要だ。もしくは、小規模保育を地域によってグループ分けし、そのグループは必ずこの保育所で3歳以降を過ごす
ことができる、という仕組み作りなどが必要。

委員会議論に沿って、「認可保育所をはじめとする保育施設の整備をさらに進め」と修正しました。
小規模保育事業及び家庭的保育事業における３歳の受け皿の確保については、円滑な接続ができるよう切れ目
のない保育を提供していきます。また、市内の認可保育所を連携保育園として保育や保健、食育において交流を
実施しているところですが、さらなる連携の推進に向け検討していくこととしています。

36
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

待機児童対策
討議要綱にあった「新たに認可事業となる地域型保育事業と既存認可保育所等との円滑な接続を図るため、相
互の連携を進める。」は無くなったのか。

基本施策１（３）に「地域型保育事業と保育所等との連携体制の確立を進める」と記載しています。

37
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

待機児童対策
「早期の待機児童解消を目指す」とあるが、それは当たり前だと感じる。何年度までに待機児童0を目指すと書き
込むことで、行政の意気込みを感じる。

38
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

待機児童対策
待機児童の問題は厳しい状況にあることは理解できるが、「早期の待機児童解消を目指す」という文言では、具
体的な数値も含めた目標が見えてこない。目標年度を定め、また「解消」ではなく「ゼロ」といった表現にかえてい
ただくことを望む。

39
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

待機児童対策
「待機児童０」と「待機児童解消」についての意味の違いについて。政府も都も、今のところ時期の修正はあったも
のの「待機児童０作戦」を政策として標榜・明記しているので、それに沿ったかたちの政策展開をすべきではない
か。

40
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

待機児童対策
「待機児童ゼロにしても結局また希望者が出てきてどうせゼロにならない、だからゼロは目標にしない。」と何度も
回答されていた。待機児対策をもぐら叩きのように、イタチごっこのように扱うのは問題がある。この発言は根本
的に解決を放棄している。

41
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

待機児童対策
「早期の待機児童解消を目指す」とあるが、待機児童数の算出が実態を表していない。合理的で誰もが納得でき
る算出方法を作るべき。また、早期とは数字ではどの程度かがわからない。

42
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

待機児童対策
「早期に待機児童解消を目指す」を「早期に待機児童を０にする」への変更を求める。また、「保育所施設の増設」
とはっきり記述してほしい。「引き続き保育ニーズを把握し」を「保育ニーズの把握の仕方から見直し、改善し、より
確実なニーズの把握を行う」と変更を求る。保育ニーズの把握とはどんな方法で実施したのかに疑問である。

43
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

待機児童対策
P.18「保育ニーズの把握方法を見直し、計画的に年齢ごと・地域ごとに対策を行い、早期に待機児童ゼロを達成
する」と修正する。議会では「2016年に解消をめざす」と答弁しており、本計画ではさらに踏み込んで数値目標で
ゼロとするのが妥当である。

44
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

待機児童対策
待機児童解消対策を最優先に。貧しい家庭などの一部の家庭優先はわかるが、一般的な家庭への配慮も必要
ではないか？三歳以降の預け先が無い一般家庭もあります。早急に受け入れ先の拡充を強く願います。

45
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

ニーズの把握
「引き続き保育ニーズを把握し」ではなく「確実な保育ニーズを把握する方法を検討し、実施する」としていただき
たい。どんなやり方が有効かは市民もアイデアを持っていると思うので広く呼びかければ多くの人が応えると思
う。ニーズ調査のその後の調査も取り組んでいただきたい。

46
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

ニーズの把握
「引き続き保育ニーズを把握し」を「年齢別の保育ニーズの予測値を算定の根拠と共に公開し、四半期ごとに検
証、修正して」に修正願います。待機児童解消がひととびでは達成できるとは限らない目標であるからこそ、すみ
やかな実態の把握は必要です。

47
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

ニーズの把握
渡邊委員より「ニーズの把握が困難だ」との発言があった。だとしたらこの項目は破綻している。それともニーズ
が把握できないままやみくもに対応して、失敗したら「ニーズの把握が困難だったから」と頬かむり？

48
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

ニーズの把握
多様な保育ニーズへの対応とあるが、ニーズ調査の方法を明確に盛り込んでいただきたい。受身ではなく、保育
園の行事などに合わせて調査をする機会などを設けて頂きたい。

委員会議論に沿って以下のとおり修正しました。

「乳幼児数の増加と多様な就労機会の拡大などにより、保育所待機児童対策は喫緊の課題となっている。市で
は、平成24年度からの３年間で624名の定員枠を増加し、2,370名分の枠を確保したところであるが、待機児童の
解消には至っていない。引き続き保育ニーズを的確に把握し、認可保育所をはじめとする保育施設の整備をさら
に進め、早期の待機児童解消を目指す。」

3
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49
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

子どもの最善の利益
P.18「多様な保育ニーズへの対応について検討を進めるにあたっては、子どもの保育の必要性を充足するという
基本的・原則的な観点から家庭に支援を行っていく」とする。保育所は子どもの権利保障を図るものであって、託
児のような親の利益保障を目的としたものではない。

この分野全体を通して、「子どもの最善の利益が最大限に尊重されるよう」（リード文）にすべての子どもと子育て
家庭を支援していくことを掲げていることから、個別の箇所で記載する必要はないものと考えます。

50
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

保育の質
保育需要が供給を大幅に上回り、保育の質に関わらず入所できる保育園に預けなければならない現状がある。
検査、ガイドラインとともに認可・認証・小規模保育園などでも毎年第三者評価を実施し、入園希望者に分かりや
すく公開するなどして、事業者が保育の質・サービスの向上に努められるような環境整備を期待します。

小規模保育施設を含めて武蔵野市の保育内容の水準を定めた「保育のガイドライン」の順守を要請しています。
また、公立保育園園長経験者である保育アドバイザーが保育所の運営や保育内容等を確認し、必要な指導を
行っており、市内全体の保育の質の向上に取り組んでいます。

51
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

保育の質
待機児対策のために狭い園舎に子どもを詰め込む規制緩和ではなく、すべての子どもが平等な環境で生活でき
るよう考えて欲しい。また対策方法として認可園拡充を望む。保育士の働く環境の支援も充分に考えてほしい。

地域型保育事業（家庭的保育・小規模保育）においても認可保育所と同様の面積基準で運営しています。また、
平成27年度から認可保育所との連携を開始し園庭開放や合同保育を進めているところであり、その連携体制を
確立していくことを記載しています。また、保育人材の確保と働きやすい環境整備の支援を図るため、給与等の
処遇改善に対する取り組みを国や都の補助を含めて進めていく予定です。

52
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

入所選考

認可保育園の選考については、居住地や交通の便の考慮もしてほしい。
幼稚園の延長保育では足りない世帯が優先的に保育園に入れるような選考方法を検討いただきたい。
居住年数１年以上で１ポイントだけではなく、マンション建築ラッシュの前後、例えば５年以上居住などのアドバン
テージも設けることも必要だと考える。

53
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

入所選考
兄弟が同じ保育園に通えずに２つ以上の園の送迎は親も子も負担となっている。子どもの健全な成長、保護者
の生活を支える基盤となるので、選考の方法を検討して頂きたい。

54
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

移管園の評価・検証
P.18新制度下における市立保育園の役割について「慎重に」検討を行うと追加する。先行して移管した園の評
価・検証が実施されていない段階であり、父母・職員の意見にしっかりと耳を傾け、合意を形成しながら丁寧に進
めるなど特段の慎重さが求められる。

表現について一部修正しました。「新武蔵野方式による公立保育園の設置・運営主体変更に関する基本方針」に
ある公立保育園の意義を踏まえ検討していく予定です。

55
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

こども園の評価・検証
「市立保育園5園移管後の評価•検証を実施するとともに」とあり、公立から民間へ移行する際には慎重に実施し
ていて評価できる。しかし、境幼稚園の教育を継承するとされていたこども園については、きちんと継承されてい
るのか評価•検証を実施すべき。

56
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

こども園の評価・検証
子ども協会が新設した境こども園の評価・検証の実施にはふれていない。数億円の事業について、評価・検証を
実施させないのはおかしい。

57
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

保育料
「保育に関するサービス利用と利用者の適正な負担については、定期的な検討と見直しを行っていく」は削除。
「保育に関するサービス利用」と「適正な負担」を定期的に検討する必要性や考え方の原則が示されていない。ま
た、その前の内容とも矛盾する。

58
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合
的支援

保育料
「保育に関するサービス利用と利用者の適正な負担」については、「定期的な検討と見直し」ではなく、世帯収入・
所有財産額も含めた受益者負担を徹底させるべき。保育家庭への補助金額が増え続けていては、保育ニーズへ
の対応について市民の理解を得られない。

59
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総合

保育料
他市に比べて親の収入による保育料の差が大きいと感じる。他市との状況とも比較しながら保育料の見直しを
行ってほしい。また、毎年提出する保育園継続審査書類が煩雑なので、簡素化できないか検討して頂きたい。

60
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策２　地域
社会全体の連携に
よる子ども・子育て
支援の充実

地域社会全体の連携
認可園、認証園など、すべての保育施設の近隣住民の方への保育の一環としての行事等（例えば運動会）への
理解と思いやりの呼びかけをしてほしい。

保育施設は地域住民の方のご理解とご協力をいただいて運営しています。現在も、日常の保育から行事等に至
るまでご支援をいただいていますが、引き続きご理解をいただけるよう努めていく必要があります。計画案には
「地域社会全体で子ども・子育てを支えていく」と記載しています。

61
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策２　地域
社会全体の連携に
よる子ども・子育て
支援の充実

地域社会全体の連携
行政の取り組み、子育て支援団体や関連団体の活動等の情報を、市民に伝わりやすい形で一括して提供する
ウェブサイトの開設を望みます。

基本施策２（２）に「民間情報・地域情報を一元化したウェブサイトの開設などを検討します」と記載しています。

62
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策２　地域
社会全体の連携に
よる子ども・子育て
支援の充実

地域社会全体の連携

「来所型事業のニーズと公的責任を明確にしつつ、来所型事業では対応できない子育て家庭への支援策を検討
する。公的施策の充実を柱として、共助の仕組みを活かした新たな訪問支援型事業の導入も検討する」と修正す
る。来所型事業、訪問支援型事業が何を指すのか、どのような必要性があるのか明瞭でない。内容不明瞭であ
る以上は、公的施策の充実が施策の基本とならざるをえない。

来所型事業が0123施設のように拠点となる施設に利用者が出かけていく事業であるのに対し、訪問支援型事業
は、その家庭に支援者が出向いてサービスを提供する事業を指します。具体的にはファミリー・サポート・セン
ター事業やホームスタート事業等がありますが、どういった形態が武蔵野市に合っているかを検討していくことと
しています。
　「拠点などに出かけられない親子」や「気になるけれど問題が顕在化していない家庭」に対して、制度のすき間
で孤立しがちな親子へ支援を届け、問題が深刻化する前に気軽に支援を得られる仕組みを構築したいと考えて
います。

63
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策２　地域
社会全体の連携に
よる子ども・子育て

地域社会全体の連携
「地域の子育て力向上」だけではなく共助を受ける側が、いつか与える側に自然と変化できるような「意識の向
上」に取り組んで欲しいし、書き込んでほしい。

基本施策２（２）に、子育て中の親自身が地域における子育てボランティアとして担い手になっていくよう記載をし
ています。

64
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策２　地域
社会全体の連携に
よる子ども・子育て

地域社会全体の連携 冬季の夕方、学童等からの子供が安心して安全に帰宅できるよう、パトロールの実施等をしてほしい。
基本施策２（２）や基本施策５（８）に子どもたちの安心・安全の確保や地域ぐるみで市内の防犯機能を強化するこ
とを記載しています。

65
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策 「交流時間を拡充」は日本語としておかしい。「交流時間を拡大」か「交流内容を拡充」のどちらか。 指摘を踏まえて、「交流時間を拡大」に修正しました。

保育料の見直しについては、今後も定期的に保育料審議会を開催し、利用者の費用負担のあり方を確認してい
く必要がある旨、保育料審議会の答申、付帯事項に記載されています。今後の制度改正、経済状況の変化等の
状況を鑑みながら、定期的な保育料の見直しについて検討していくこととなります。
　なお、同答申の付帯事項には、私学助成制度に残る私立幼稚園等への支援充実と、１号認定こどもに対する
保育料について、その予測と実績に乖離が確認できる時期に再度保育料審議会を設置することを求めることに
ついても記載されています。

利用調整基準は、毎年、市民からの意見及び待機児童の状況を踏まえて見直しを行っています。また、きょうだ
いを別々の保育園に通わせることの保護者のご負担が大きいことは承知しており、すでに認可保育所に在園し
ているきょうだいが別々の認可保育所に在籍している場合は、優先順位の第１位とし、転園ができる限り叶うよう
配慮しているところです。

境こども園の運営及び教育・保育内容については、所管課による指導検査を実施しているところです。
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大項目
中項目/分

野
項目

計画案の分野
テーマ 対応案

通し
番号

意見の要約

66
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策 運営主体一体化と子ども協会への移管については、時期を明確に示して着実に進めてほしい。

67
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策

運営主体の一体化は、児童への影響が出ないことを第一に慎重に進めて欲しい。大規模校は特に、児童だけで
なく現場の職員へ与える影響も大きいので注意深く進めるべきだ。「子ども協会の有する専門性」と「児童館で
培ってきた相談機能や多様な遊び」を並べて書くのは児童館に失礼。子ども協会が小学生に対して専門性を発
揮した実績は全くない。

68
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策
「育ちの環境を充実させることが必要となっている」の部分、「必要」ってほどではない。ここで必要なのは学童クラ
ブの障害児対応でしょう。

障害のある子どもを含めすべての子どもの育ちの環境を充実させていきたいと考え記載しています。

69
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ

放課後施策 19ページ「高学年児童（障害のある5～6年生を含む）」とあるが、括弧内の記述は不安をあおるので削除すべき。

70
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策
学童クラブの障がい児の５～６年生問題と健常児の高学年受け入れは全く違う問題であるので記載は変更してく
ださい。障がい児問題は深刻で緊急性があります。

71
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策

・障がいのある高学年児童の受け入れについては、定員に余裕を持って、地域的偏りの無いよう、早期実現を望
む。
・高学年受け入れについては、子どもたちの自立の機会を妨げないよう、且つ各家庭のニーズを考慮して進めて
ほしい。
・第二子以降誕生における育休中の継続通所を認めるべき。保育園と同様に、保育の連続性と子どもたちの心
理を考慮して、求めに応じてほしい。
・職員の待遇改善をもって、学童クラブの保育の質を高めて欲しい。

72
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ

放課後施策 あそべえの環境の充実のために、あそべえスタッフの研修の充実を望みます。

73
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策
学童クラブの環境の充実のために、指導員の労働条件を公的に整える支援、集団の遊びの中で学びあい成長
する学童クラブの理念に基づく育成プログラムの充実、保護者のニーズに即した学習環境の整備やそのための
指導員の補充、児童数に応じた十分なスペースの確保を望みます。

74
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策
児童数は増え続け厳しい環境下に児童と指導員がさらされているが、一体化のみに関心が向けられ、直面して
いる学童の問題が放置されているように思う。学童クラブのキャパシティについての緊急の課題を認知し、一体
化とは別に対策を進めていただくよう要望する。

75
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策
大型マンションの建設などによる児童数増加に柔軟に対応し、学童クラブ入会の待機が生じないように対処して
頂きたい。

76
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策
放課後だけではなく、登校前の子どもの居場所を整備して下さい。学校を現状より早くから開放するか、登校前に
利用できる学童クラブあるいは他の育成施設を設けて頂ければ、親は安心して出勤することができます。

開所時間の延長については、子どもの生活のリズムや安全性を最優先に、施設環境や人的措置を踏まえた上で
検討を進めていくこととしています。

77
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策
遊びを基本とする育成の場（学童クラブ、遊べえ）の他に、自然と勉強できる環境の場の整備を望みます。そのた
めに、民間学童の誘致、支援を望みます。

民間学童の開設促進や支援については、個別計画である第四次子どもプラン武蔵野において継続して実施する
こととしています。

78
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策
19ページ「児童館で培ってきた」とあるが、児童館は過去のものではないので「児童館で培っている」と記述すべ
き。

過去のこととして表現したものではなく、すでに一定の水準に達した状態にあるという意味合いで使用しているた
め、記載のとおりの表現としています。

79
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策 児童館、学童、あそべえを含めて、児童・生徒の放課後に対する施策を固めてほしい。 基本施策４において、「全市的な子育て施設や施策のあり方、今後の整備方針を定めていく」と記載しています。

80
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

青少年の成長・自立への
支援

「自然体験やスポーツ、芸術・文化」とあるが、科学が抜けている。 意見として承ることとします。

81
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

青少年の成長・自立への
支援

ドロップアウトした青少年へ対する支援の具体性が感じられる書き込みではない。
基本施策３（２）において「居場所の提供や仲間づくり支援、世代間交流、学習支援を含む日常生活支援を行う」
などと記載しています。

82
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

青少年の成長・自立への
支援

土曜学校などの施策、プレイスの青少年コーナー、様々な立場の子どものための学習センターなども含め、体系
を示し、個々の施策を位置づけ、子どもの育ちに最適であるよう、検証してから決めてほしい。

基本施策４において、「全市的な子育て施設や施策のあり方、今後の整備方針を定めていく」と記載しています。

83
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

地域活動

「若い親世代が、学校のPTA活動はもとより、地域の事業や青少年の健全育成事業に参画できるような手法も検
討する」のではなく、積極的に関わりたくなるような活動になるよう、行政が積極的に（介入ではなく）アドバイスし
ないと、もう個々の団体が自力でどうにかするには限界だと感じる。現場は固定化された少ない人数で活動して
いるので考える余裕がない→考えるのも面倒だし昼活動できる人だけでいいよね、と思考停止している。これで
は他の地域コミュニティ同様、メンバーの固定化からの高齢化、後継者不足まっしぐらだ。

84
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

地域活動
地域のリーダーは講座を受けて育つものではないと考える。自ら地域への感謝が生まれなければ真のリーダー
は育たない。青少年になる前の児童期や若い親世代へのアプローチが必要。その為にも児童館の役割が必要と
考える。

（公財）武蔵野市子ども協会への委託による運営主体の一体化については、第２期小学生の放課後施策推進協
議会報告書の提言も踏まえて丁寧に進めていきます。

指摘を踏まえて、（障害のある5～6年生を含む）を削除しました。また、これまで受け入れてきた障害のある４年
生を受け入れなくなると誤って読まれないよう表現を修正します。

障害のある子どもの入会について多くの要望があることは認識しており、諸条件の整備を進め受入対象学年の
拡大を段階的に行っていく予定ですが、すぐに実現することは難しい状況です。したがって、あそべえと連携して
受け入れのための整備を図っていくことを記載しています。
　また、障害のある子どもや家庭への支援については、「学童クラブや放課後等デイサービス事業等の放課後活
動の支援について整備・充実を図る」（基本施策１（１））と記載しています。

　育児休業中の継続通所については、学童クラブの入会条件に家庭での監護が困難であることがありますので、
特段の事情がない場合は退会となります。

　学童クラブ及びあそべえのスタッフの処遇面を含めた体制の強化やスキルの向上については、現在も努めてい
るところですが、子ども協会への委託による運営主体の一体化の中でさらに強化し進めていくことを記載していま
す。

ご意見の主旨を踏まえた上で、「学童クラブ事業については、より必要度の高い低学年において待機児童を出さ
ないよう取り組みを進める」と記載しています。高学年児童についても受け入れられるよう施設の拡充に努めてい
きますが、現時点の対応は難しい状況であるため「在籍児童の状況を踏まえて、あそべえと連携した受け入れの
ための整備を図る」と記載しています。

より魅力のある地域づくり、地域活動を推進していくためには、その活動を支える人材が必要ですが、担い手不
足が課題となっています。そのため、青少年世代や若い親世代が積極的に地域の活動に参加できるよう取り組
みを進めていきたいということで記載をしています。学校教育においては、「自己と社会との関係を考えるのため
の市民性を高める教育」の一層推進していくことを記載しました。
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85
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

子育て支援
今後高齢者が増えるのならばファミリー層及び子どもに優しい武蔵野市にするべき。0123を児童館にし、子ども
政策への第２ステップにすれば良いのではないでしょうか。

86
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

子育て支援
副委員長は西部地域では子育て支援が足りていないという認識のようだが、境こども園いこっとではダメなの
か？

87
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

子ども自身による意見反
映

子どもの意見の反映は、専らその子ども自身のためというのが国際的に、また学問的に常識である。これを社会
的あるいは行政的目的と並列に置くことは誤りであり、「次代の親を育成する観点」は削除とする。

「自らも地域の一員であり次代の担い手であるという自覚を促すとともに、子どもの目線に立った事業展開を図る
ため 」と修正します。
　子ども自身のための事業展開を図ることを第一目的とした上で、社会とつながりを持ち、社会性を身に付け主
体的に行動していくことができるよう促していくこともまた子ども自身の成長につながることから修正するもので
す。

88
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

子ども自身による意見反
映

子どもの意見を反映させることはとても評価出来る。 ご意見ありがとうございます。

89
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

幼児期の教育の振興

共働き世帯とそうでない世帯のこどもたちが平等に学べる場を設けるべく、幼保一体化を本格的に進めていただ
きたい。現状においては、保育園における年中・年長児への歳相応の教育カリキュラムを設定し、保育の中に盛
り込んでほしい。また、保育園での新しい試み（楽器演奏、英語教育など）や、幼児期の身体に良いプログラムを
さらに積極的に取り入れていただきたい。

基本施策４で(2)「幼児期の教育の振興」と新たに項目立てをし、幼稚園・保育園にかかわらず幼児期の教育をよ
り充実させるために取り組んでいくことを記載しています。

90
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

幼児期の教育の振興
「幼稚園を活用した預かり保育の充実」とありますが、市民のニーズはそれではないのでは？「幼稚園を活用した
預かり保育と保育園どちらがいいですか？」と市民に質問してみてはいかがでしょう。

幼稚園での預かり保育の拡充については、現在幼稚園に通っている家庭にとっても、これから幼稚園を検討する
家庭にとっても、その家庭の状況に合わせて選択の幅が広がることから、拡充を図っていくとの記載をしていま
す。

91
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
第四次子どもプランの中でも調整計画に議論が委ねられるかたちでまとまっていることもあり、具体的かつ速や
かに検討・調整をお願いする。

92
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

桜堤児童館 児童館を3地区1館ずつにする。職員は市役所職員とする。桜堤児童館の２階を平成23年度以前の状態に戻す。

93
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

桜堤児童館
想定される拡充される子育て支援機能はグループ保育・一時預かり・親子ひろば・小学生の居場所だが、拡充す
べきは上の四つではなく、児童の健全育成機能です。

94
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

「児童館事業」の縮小ではなく充実あることを示すため、タイトルは「充実」。本文は以下のとおり変更希望。「桜堤
地区における乳幼児・児童の増加に伴う子育て・子育ちに対する支援事業の必要性、小中学生の放課後の居場
所など多様なニーズに的確に対応するため、桜堤児童館は、地域が求める課題解決に向け、市民の意見を聞き
ながら、地域の子育て支援団体及び青少年育成団体をはじめとする市民の力を活かした運営を行い、乳幼児か
ら中学生ぐらいまでの幅広い年齢層を対象とする子育て・子育ち支援が、互いに相乗効果をもてるよう機能充実
を図っていく。」

95
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

・「地域が求める課題解決」の中に、複合型子育て支援施設、特に宿泊を含む一時預かり保育を挙げていた。共
同で利用できる部分が奪われてしまうし、保育園や桜堤団地の空き室を利用する方が合理的である。桜堤児童
館は「行政の課題解決」のための便利な多目的施設ではない。
・誰もが自由に共同で利用できる施設であり続けるべき。現在は利用スペースの制限だけでなく、普通の遊びの
中ででる音や声に対しても保育室から注意を受けるありさまである。児童館は児童館、通常の遊びが制限される
ことがあってはならない。
・平成24年から現在まで取り上げられ続けている2階部分を戻さずして機能拡充はありえない。児童館は児童館、
保育所は保育所。子ども施策の不備を一方的に桜堤児童館におしつけるのは不公平で不当だ。緊急待機児童
対策は児童館隣りのURサンヴァリエ桜堤団地でもできる。

96
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

桜堤児童館
市内に１館しかない狭い児童館で多くの機能を詰め込むような「子育て支援機能の拡充を図り」という記載は無
理がある。

97
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

・児童館は子育て支援の一部も担っているのでその機能は一部重複しているが、だからといって子育て支援すべ
てが児童館の仕事じゃありません。例えば保育。これは保育所の仕事です。これから児童館が担う機能は、児童
館の仕事かそうでないかで判断すればいい。そこに床面積がどうのこうのとかはない。
・アウトリーチ(ホームスタート)については、桜堤地区に限った話ではなく全市レベルのサービスではないか。
児童館のアウトリーチ他の機能は大事なので、全市的に児童館を作る必要がある。
アウトリーチはともかく、虐待などの子育て家庭に起こる問題の予防・対策は既に児童館の仕事である。副委員
長の発言は「児童館はより児童館らしくなるべきだ」と言っているようにしか聞こえない。
市民が機能縮小されたと言ってるのはグループ保育が入ることによって無くなった育成室機能、工作室機能など
のことで、アウトリーチについては今は話していない。
・もし協議会ができれば児童館内に0123機能を提案する予定です。その部屋は近隣の小規模保育室に通う子ど
もたちものびのび遊べる部屋になるでしょう。

98
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

桜堤児童館
0123ではなく異年齢交流型の児童館施設を充実させるべき。桜堤児童館の2階部分を従来の児童館施設にもど
すべきである。

基本施策４において、「全市的な子育て施設や施策のあり方、今後の整備方針を定めていく」と記載しています。

委員会議論に沿って以下のとおり修正しました。

「 (3)  桜堤児童館における子育て支援機能の充実
桜堤地区では、乳幼児・児童の増加に伴う子育て家庭への支援事業の必要性、保育所待機児童の増加、小学
生の放課後の居場所などの課題が生じており、多様なニーズに的確に対応していくことが求められる。桜堤児童
館は、地域が求める課題解決に向け、市民の意見を聞きながら子育て支援機能の充実を図り、子育て支援団体
など市民の力を活かした運営を行っていく。」
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99
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

桜堤児童館 児童館を元に戻してほしい。

100
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

桜堤児童館 桜堤児童館の児童館機能の全面回復に賛成します。

101
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
私たち母子がこれまでどれだけ桜堤児童館に救われてきたか、桜堤児童館の全館が児童館として機能すること
を強く求めます。

102
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
桜堤地区の乳幼児・児童が増え各年齢に応じた要求がある中で、待機児童の増加は早急に解消すべきとは思う
が、以前の児童館の機能を復活させてほしい。待機児童対策は別の場所で考えてほしい。

103
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
桜堤児童館を複合型の子育て支援施設にすることには反対。保育室利用者にとってもよりよい保育環境を提供
するために、保育室はＵＲの空き部屋や旧桜堤小学校跡地に移動すべき。

104
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

・「桜堤児童館は特殊な経緯でできた偏った施設」というが、それを作り上げたのは団地コミュニティの力だという
ことを忘れないでほしい。桜堤児童館を「特殊」さを否定するのは、現在も続くこの団地コミュニティをも否定する
のと同様である。桜堤にしか児童館がない事が特殊なのではなく、桜堤にしか児童館ができなかった経緯が特殊
なのだ。
・桜堤児童館では育児相談・児童の相談にものっているが、「しんどすぎる」「児童館に行って知り合いに会うのも
つらい」という人にはアウトリーチや、保健センターなど専門的な場所での面談・保護の方が効果的ではないで
しょうか？

105
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

市が児童館に消極的だったこと、公民館を否定し時の試験的な試みだったコミュニティ施策とセンターを選択した
ことは、市民の合意というより時の市長の意図によるものだった。コミュニティは市民の努力にも関わらず、結果
的に児童館の機能は果たせていない。あそべえは代替機能としてふわっと始まり、ずるずる続いている。子ども
自身や、保護者や地域を巻き込んだ徹底検証がまだ行われていない。

106
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

西部地域の子ども関連の施策が追い付いていない原因は、子供の数が絶対的に増えているのに子ども関連の
施設（面積）を増やそうとしない市の基本姿勢にある。既存の児童館機能を削って待機児童問題の解決にあてて
いるが、子ども関連の施設（面積）を増やすべきだ。児童館は地域のハブであり、あらゆる立場の保護者や子ども
同士がこの場を介して繋がることができる大事な場所である。子どもたちにゆっくりできるスペースを返し、児童館
とは別に０歳から５歳までの保育園を作ってほしい。

107
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

・「機能拡充」ではなく「機能充実」とするべき。
・21ページ「保育所待機児童の増加」は保育所を新たにつくることで解消するべきで児童館で行う事業ではない。
・「市民の意見を聞きながら」とあるが、今までの意見交換会（昨年の9月と11月に実施のもの）などででた意見は
児童館は必要だから残すべきというものだったのにもかかわらず、意見が反映されないので具体的に協議会など
を立ち上げるべき。
・委員が「訪問型の子育て支援も必要」と話したが、これからの時代必要になってくるであろうと私も思う。しかしそ
れは市の中央、市役所内にある子育て支援センターで行うべきである。児童館も他の地域にも増設すべきと考え
るが、子育て支援センターも一箇所ではなく、遊び場を併設し、三圏域に設置すべき。遊び場が併設されていな
いと、《予防》はできない。
・小学生までの利用でなく、今まで通り中学生まで利用できるようにすべき。乳幼児はじめ小学生も増えている現
状を考えると、今後増える中高生の居場所としても活用出来ると考える。また中高生リーダー育成につながる。

108
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
今年の始めにテンミリオンハウスあおばが閉館になったこともあり、日曜日に仕事がある保護者等が預け先探し
に苦労している。「市民の意見を聞きながら」とあるので、ぜひ多様なニーズにこたえる事業の拡充を期待しま
す。

109
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

市立保育園の改築・改修
計画の策定

認可保育園については、改築・改修だけではなく、ニーズに合わせて新設・増築も計画してください。
重点的取り組みの中で「待機児童解消のための保育所施設の整備」、基本施策１(3)「引き続き保育ニーズを的
確に把握し、認可保育所をはじめとする保育施設の整備をさらに進め、早期の待機児童解消を目指す。」と記載
しています。

110
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

市立保育園の改築・改修
計画の策定

老朽化、耐震強化といった理由での計画となるとは思うが、受け入れ児童数の増加を受け、実質的保育スペース
の拡充等の改築の必要性も非常に高い。それに対する十分な支援を望む。また、改築・改修中の代替施設の立
地条件や、こどもたちの生活環境に十分配慮した計画にしていただきたい。

意見として承ることとします。

111
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

学校教育
ＩＣＴ機器等を計画的に整備とは、何を指すのか分からない。既に使用されている電子情報ボードやプロジェク
ター等もITCに含まれる。

112
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

学校教育 ICTについて慎重に進めて欲しいが、意見交換会で委員が示した情報ソースは間違っている。

113
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

郷土教育
「子ども・教育」分野「基本施策5」に「雑木林や玉川上水を活用した郷土教育」を盛り込み子どもたちが武蔵野を
体験できるようにすることを提案する。

基本施策５（２）「自己と社会との関係を考えるための市民性を高める教育」として、「武蔵野市のいま・むかし」を
活用した学習、武蔵野ふるさと歴史館と連携した武蔵野市の歴史や郷土についての学習などを進めています。
また、身近な自然環境を生かした体験活動を充実していきます。

子どもたちの学習意欲の向上やわかる授業を目指して、教育活動にICT機器を活用しています。ICT機器等と
は、コンピュータ、プロジェクタ、電子情報ボード、タブレット端末などのハードウェアや校内無線LANの整備、デジ
タル教科書や映像資料等のソフトも含んでいます。今後の整備については、効果を見極めた上で判断することに
なります。

委員会議論に沿って以下のとおり修正しました。

「 (3)  桜堤児童館における子育て支援機能の充実
桜堤地区では、乳幼児・児童の増加に伴う子育て家庭への支援事業の必要性、保育所待機児童の増加、小学
生の放課後の居場所などの課題が生じており、多様なニーズに的確に対応していくことが求められる。桜堤児童
館は、地域が求める課題解決に向け、市民の意見を聞きながら子育て支援機能の充実を図り、子育て支援団体
など市民の力を活かした運営を行っていく。」
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114
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

学校給食
数名の市議より「自校式はコストがかかる」との発言があり、大変驚いた。コスト重視で自校式給食を否定するの
だろうか？むしろ中学校についても、改築時に自校式給食に替えていってほしいぐらいだ。

食育推進のため全小学校のへの自校調理施設の配置を計画的に進めます。ランニングコストにも配慮し効率的
な施設運営を行っていきます。中学校については新たな共同調理場の設置を検討すると記載しています。

115
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

学校と地域との協働
ＰＴＡの活動が、学校や地域団体の活動の“お手伝い”となっている一面もある。半ば強制的な役員選出も大きな
負担となっている。もっと自由で参加しやすい団体であるべきであり、公に改革を議論する場をつくるべきである。

116
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

学校と地域との協働
PTA役員とは別に、小学校行事や細かい用務毎に保護者にボランティア作業を呼びかける仕組みがあるが、こ
ちらでもメンバーの固定化が起こっていると感じる。これは地域的な問題か、他地域はどうなのか。まず、現在も
協働が問題なくできているのかどうか確認を要する。

117
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

特別支援教育
「特別支援教室」と「特別支援学級」の表記があるがその違いがわからない。教室の方は用語説明にあるし、都
の計画なので外部に説明がある。

用語説明で対応することとします。「都の特別支援教室」とは東京都の制度であり、平成28年度からの制度変更
により従来の情緒障害等通級指導学級が特別支援教室に変わります。このため、児童・生徒が在籍校を離れて
通う形態から、教員が在籍校に出向いて巡回指導を行う形態に転換します。「特別支援学級」は、固定学級（知
的障害、肢体不自由、病弱）と通級指導学級（難聴、言語障害、情緒障害等）を含めて使用しています。

118
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

特別支援教育
「理解を促進するための広報や啓発、教育などを行っていく」の広報は伝え方、啓発と教育は伝える内容、で並列
に列挙されるのは違和感がある。

この記載により、市報やホームページをはじめとした様々な媒体、学校現場での指導や啓発活動など様々な方
法によって理解促進を図っていくことを表現しています。

119
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

特別支援教育 「合理的配慮」とあるように、「障害者権利条約」を推進する姿勢を他の市よりもいち早く示してほしい。

「特別支援教育・教育相談の充実」の項目において、本市独自の指導・支援体制づくりについて記載しています。
また、平成27年５月に決定した学校施設整備基本方針において、インクルーシブ教育を視野に入れ、ユニバーサ
ルデザイン等、障害者差別解消法により求められる合理的配慮にも留意した学校施設のあり方を検討していくこ
とを示しています。
健康・福祉分野では、「障害者差別解消法の施行に伴い、市民一人ひとりが必要かつ合理的な配慮について考
え、実践していくために、地域自立支援協議会などと協働して、積極的な普及啓発活動を推進する。」と記載して
います。

120
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

学校問題の研究
「小学校での学級崩壊の原因探求」や「問題行動を起こす子どもの家庭のスクールソーシャルワーカーによる調
査」など学校諸問題を研究する項目を追加してください。その機関の窓口は学外に持ち、第三者が主導するのが
望ましい。

121
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

スクールソーシャルワー
カー（ＳＳＷ）

インクルーシブ教育が推進されればされるほど、スクールソーシャルワーカーの役割が重要になると考える。学
校長・副校長・教員はまだSSWのへの理解が浅く、速やかなサポート移行が難しいと思われるので、まずは教育
関係者と保護者に対し、SSWの役割について広く知らせる必要がある。

122
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

転勤家庭の子への配慮 保護者の転勤などで、ずっと同じ環境で教育を受けることができない子への配慮を望む。
基本施策５（１）「習熟度別・少人数指導など個に応じた指導を発展的な学習についても充実させる」としており、
転勤家庭の子どもに対しても個に応じたきめ細かな指導を行っていくことを記載しています。

123
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

学校・教育支援体制の充
実

子どもの個性の伸長や豊かな人間性・社会性、健やかな心身の育ちを挙げるのであれば、それを教育する教員
や保護者の意識向上も必要だと考える。特にこの項目でふれられていないが、性の多様性に関しては早急な理
解が必要だし、子どもの気持ちを第一に考えた対応が求められる。今後の子どもの育ちを左右するのは、教師を
含めた周囲の大人の理解である。

基本施策５(６)「学校・教員支援体制の充実」では、学校が保護者・地域から信頼される質の高い教育を推進して
いくための支援体制の充実について記載しています。また、教員の資質・能力の向上のため、現行の研修内容を
検証し、研修体系の整備と内容を充実するとともに、児童・生徒理解に向けた教育アドバイザーによる若手教員
への指導・助言についても充実していくこととしています。

124
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

学校・教育支援体制の充
実

まずは各教員に時間的余裕をあげるところから始めてほしい。教育アドバイザー云々、教育推進室云々について
は、根本的な改善になるとは考えにくい。

125
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

学校・教育支援体制の充
実

教員の実質的労働時間の超過問題はＷＨＯでも指摘されていたと思う。ここで取り上げるべき内容ではないかも
しれないが、市として何かできる事はないかと常々思う。

126
第３章　施
策の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐくむ
学校教育

学校・教育支援体制の充
実

ゆとりある学びの場のために、少人数制学級の推進を求める。また、教師が仕事量、責任の多さに心身共に壊
れている現状の打開を求める。

127
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

２．地域コミュニ
ティ、地域活動の
支援と協働

地域コミュニティ

地域の力をどのように育て、ネットワークにしていくか、総合的な施策が求められており、現在のコミュニティ構想
だけでは困難である。交流やイベントでは、その力ははぐくまれない。もう少し小さな単位でのコミュニティを大切
に課題解決の力が持てるようにつなげる必要がある。
「地域フォーラム」の考えはよいが、地域の実情に合わせた支援とはどのようなものなのか。

Ⅱ.調整計画全体に関わる視点.　２.地域コミュニティ、地域活動の支援の協働について、調整計画全体に関わる
視点として記載しています。また、基本施策１（１）で「誰もが自由に参加でき地域で解決すべき課題について共有
し、話し合うことができる場である地域フォーラムの取り組みを支援する」と記載しています。

教育推進室では、子どもや保護者はもとより、学校や教員の抱える課題を解決するため相談・支援機能がありま
す。「教育推進室については教育センター的機能を発展・充実させていく」と記載しています。また、校務用ICT環
境の有効的な活用法を研究するなど、教員の職務の効率化や事務処理の軽減等も図っていくこととしています。

基本施策５（４）「学校と地域の協働体制の充実」に、保護者や地域住民の意見や要望を生かしながら、地域と協
働した学校づくりを推進していくことを記載しています。そのために、「開かれた学校づくり協議会」を充実させてい
きます。また、教育推進室が核となって地域人材による支援を充実させるための学校支援ネットワーク体制の構
築を検討することとしています。

スクールソーシャルワーカー（SSW)について、個々の子どもが抱える様々な問題の多くは、心の問題だけではな
く、その背景にある学校や家庭、地域社会など子どもを取り巻く環境（社会）の問題が複雑に絡み合っているた
め、第三者が主導するよりも、学校が関係機関と連携し問題解決を図っていく方が有効であると考えて、福祉の
専門職であるSSWの配置と支援体制を充実させていくと記載しています。
ＳＳＷについては、校長会や教員対象研修で周知するとともに、学校・関係機関とのさらなる情報共有やネット
ワークの強化を進めていきます。

8
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128
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動の
活性化

コミセン
「エレベータのないコミュニティセンターについては、バリアフリー化への取り組みとして設置等を検討する」とある
が、本町コミセンは残念ながら設置に至りませんでした。

意見として承ることとします。

129
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動の
活性化

コミュニティ
「青少年自身が地域の一員であるという自覚や愛着を…」このテーマを大人向けに適用して市民生活分野に追
加してはいかがか。

第五期長期計画期間における基本課題として「課題A　地域社会・地域活動の活性化」を示しており、その中で
「地域への愛着や誇りを醸成し、共有する」と記載しています（長期計画P.22）。文化・市民生活分野だけではな
く、全体に関わるキーワードとして調整計画でも引き継いでいます。

130
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動の
活性化

コミュニティ
コミュニティ協議会内にも協議会は貸し館業と勘違いされているではないかと思われる人がいる。市民が武蔵野
市民らしくあるようにコミュニティ構想の周知が必要。

調整計画案には記載していませんが、コミュニティセンターについてのリーフレットを作成し、コミュニティセンター
を中心とした各地域のコミュニティづくりが進められていることの周知を行っています。その中でコミュニティ構想
についても触れ、周知に努めているところです。

131
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動の
活性化

市民活動

「ＮＰＯ・市民活動団体、企業や大学、さらにコミュニティ活動団体等、多様な主体間での連携と協働を実現してい
く」と記されているが、この文言を担保するために、多くの市民に地域活動の情報を提供し、取り組みについても
紹介する中間支援組織（仮称「市民活動支援センター」）の設置について研究する。（運営は、指定管理者として
ＮＰＯ法人に運営・企画することを想定している。）

武蔵野プレイスは、活動したい人に対して団体の紹介、相談や社協と連携しコーディネート機能も担っています。
また、ファシリテーター養成講座など中間支援を行う人材の育成に取り組んでいるところです。

132
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動の
活性化

市民活動の活性化

・地域社会と市民活動の活性化について
コミセン等では多くの高齢者が地域活動に精力的に参加しているが、若い世代は少ない。年齢に関わらず多くの
人を巻き込み、緩やかに支え合いを拡げていければ理想的だ。現存する活動の場に若い世代を呼び込もうとす
るだけでなく、若い世代が集まる場に現在活動している先輩方が顔を出せば、交流や相互理解が深まっていくと
思う。

Ⅱ.調整計画全体に関わる視点　２.地域コミュニティ、地域活動の支援の協働について、調整計画全体に関わる
視点として記載しています。また、基本施策１（１）で「誰もが自由に参加でき地域で解決すべき課題について共有
し、話し合うことができる場である地域フォーラムの取り組みを支援する」と記載しています。

133
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動の
活性化

地域コミュニティ まずは市民の意識向上から始める仕組みを考えるべき。
基本施策１．地域社会と市民活動の活性化で、「地域の支え合いをキーワードに地域コミュニティのつながりを深
めることが必要である」と記載しています。

134
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動の
活性化

担い手

策定委員が「ある問題をきっかけに運動を始めた市民に担い手になってもらうとか」と、児童館問題について活動
している我々を例として挙げたが、大変失礼な話だ。「地域活動の担い手」は問題意識から仕方なく引き受けてい
る人が多い。「～なら○○さんに引き受けてもらえばいい」という安直な考え方をする人により消耗し、活動から手
をひいてしまうものだと、コミュニティの専門家ならば理解したほうがいい。

意見として承ることとします。

135
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動の
活性化

地域のつながりの共有
「市民ワークショップで、コミセンのプレイス化という意見があった」との事。コミセン・コミュニティ構想がどういうも
のか市民にいかに認知されていないか、わかりやすい例だ。

プレイス化については、機能の複合化や多世代が交わる施設という意味と理解しています。また、認知の低さに
ついては、コミュニティセンターについてのリーフレットを作成し、コミュニティセンターを中心とした各地域のコミュ
ニティづくりが進められていることの周知を行っています。その中でコミュニティ構想についても触れ、周知に努め
ているところです。

136
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策２　互い
に尊重し認め合う
平和な社会の構築

性的マイノリティ
性的マイノリティ（LGBTQ)の方々、及び小中学生に対してその子どもらしい、その人らしい生活が送れるようにす
る。

基本施策２（１）一人ひとりが尊重される社会の構築で「偏見や差別がなく」で左記の意味合いを含めています。
専門的に、あるいは個別計画も含めて議論をし直す時間もないことから、六長等の俎上に載せることとします。

137
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策２　互い
に尊重し認め合う
平和な社会の構築

平和教育 子どもの頃からの平和教育の必要性を訴え、学習する仕組みを示してほしい。
プレイスで、子ども向け平和イベントとして、読み聞かせ等を実施しています。戦争体験を語るビデオを全中学校
に配布し、平和の教育に活用しています。

138
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策３　市民
文化の醸成

公会堂建替え

同じ役割の文化会館と、公会堂がどうなるかは市民の強い関心事であり、どちらかといえば公会堂の建て替えの
希望の方が強い。文化会館は周辺に新たな飲食店街を形成できていない。吉祥寺駅からのバス便は豊富だが、
南町、東町、境南、境地域からは必ずしも便利でない。タウンミーティングで市長の言葉「公共交通はすべて駅へ
の便を中心にある」というのが基本なら、公会堂は優れて条件を満たしている。

139
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策３　市民
文化の醸成

武蔵野公会堂
武蔵野公会堂については吉祥寺南口の再開発を待たずに立て替えできる可能性を含めるよう、「再開発に留意
し、民間事業者との協力の可能性も含めた検討を進める」の文言をなくした方が良いのではないか。

140
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

旧桜堤小学校跡地
スポーツ広場設置計画を再考し、多様な子育て・教育支援センターとしても利用した上で、部分的にスポーツ広
場を設置することは可能か。

141
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

旧桜堤小学校跡地

小金井公園スポーツセンターや野球場、小金井公園、また近くに小金井市総合体育館や西東京市総合体育館な
どスポーツ施設が充実していることから、この地域においては機能が重複することになり、武蔵野市の公共施設
への考え方からすると問題がある。桜堤児童館の機能拡充にある「地域が求める課題」を解決することがスポー
ツ広場を作るより優先すべき。

142
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

旧桜堤小学校跡地

旧桜堤小跡地に保育・学童・あそべえ・テンミリオンあおばのような子育て支援・一時預かり機能などが含まれる
複合型施設を、スケルトン・インフィル工法で作れば地域の課題解決（待機児童問題・学童クラブとあそべえの受
け入れ人数超過状態・桜野小学校の教室不足・子育て支援の充実や宿泊をともなう一時預かりの不足）を一気
に解消できる上に、桜堤地区の年少人口のピークを過ぎ、これらの施設が必要なくなったら市立保育園改築・改
修時の代替施設として利用できる。もちろんコミセンや市民会館を改築・改修する際の代替施設や障がい者・老
人施設としての利用も可能で、かけた費用以上の効果を見込めるのではないか。

143
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

旧桜堤小学校跡地
保育園の待機児童問題や児童数増加、ライフスタイルやワーク・ライフ・バランスの変化により多様な利用方法を
検討して決定するように変更してください。

公会堂の建替えについては、都市基盤分野の基本施策７にて、「パークエリア内での武蔵野公会堂は老朽化が
進んでいるが、公会堂敷地の利活用はまちづくりのうえで大きな要素となる」と記載しています。

旧桜堤小学校跡地については、第五期長期計画において、「旧桜堤小学校跡地を利用し武蔵境駅圏に運動広
場を設置する」と記述されているところです。しかし、一方で、桜野小学校児童数が今後も増加傾向で推移するこ
とが想定されていることから、桜野小学校の第２校庭として活用し、またその後には第二中学校の生徒増加や校
舎の改築も考えられることから、当分、暫定的な運動広場として整備していく方針です。
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第五期長期計画・調整計画案に対する意見集約表（パブリックコメント）　　　                                                                   　　資料１－１

大項目
中項目/分

野
項目

計画案の分野
テーマ 対応案

通し
番号

意見の要約

144
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

旧桜堤小学校跡地

・旧桜堤小学校跡地は計画案ではスポーツ広場にするとありますが、桜堤地区の児童数が激増していること、一
番近くの西東京市の新町児童館図書館分室等が閉鎖することを考えると、旧桜堤小学校跡地の一部は子育て
支援施設として利用することを願います。
・桜野小学校の児童数が激増していること、いずれ校舎の建て替えをしなければならないことを考えると、所有者
の東京都と相談の上、旧くぬぎ園の土地と旧桜堤小学校跡地の一部を交換し、桜野小学校の敷地を拡大するこ
とを願います。運動会の時に、２００ｍトラックを描くことができない運動場を見る度に心が痛みます。
・武蔵野市には、児童が遊ぶようなプールがありません。小平市の東部公園プールのような施設があると良いと
思います。旧桜堤小学校跡地利用の一つとして候補に入れられないものでしょうか。
・西東京市の新町児童館図書館分室が閉鎖しました。旧桜堤小学校跡地の一部（一室）に、図書館分室を造るこ
とを願います。
・桜堤児童館の土地は借地だと聞きました。本当なら、児童館を旧桜堤小学校跡地の一部に移転し、少しでも固
定費削減をしていただければと思います。
・物理的に桜堤調理場と桜野小学校の調理場を統合することはできないのでしょうか。また、食堂でも併設して、
作っている（余った？）給食を現場で食べさせてくれるとなお良いです。
・桜堤周辺は、急激に人口が増加したにも係らず、商業施設（主に小売店）が少ない状態が続いています。新規
店舗が入るような土地がないのもその理由かと思われるので、旧桜堤小学校跡地の一部を民間商業施設に貸
すようなことはできないでしょうか？

145
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

旧桜堤小学校跡地
桜堤団地の児童数が激増していること、またサンヴァリエの高齢者が増加していくことを考え、両方が一緒に活
用できる施設を提案します。

146
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

市民会館
市民会館は社会教育施設であることから、武蔵野プレイス、ふるさと歴史館とともに生涯学習機会の充実に寄与
するために活性化を図るべきと考える。

市民会館についても、プレイスやふるさと歴史館とともに生涯学習の拠点として追記しました。

147
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

社会教育
武蔵野市の社会教育事業（生涯学習スポーツ課事業）は、教養的な内容が多く、武蔵野市の特長であるコミュニ
ティ政策や、市民主体の地域運営に必要な地域課題の学習への配慮が薄い。そのため、これらの学習機会を充
実させ、市民主体のコミュニティ形成やまちづくりを学習面から促進すべきと考える。

Ⅱ.調整計画全体に関わる視点において、地域コミュニティ、地域活動の支援と協働を記載しています。

148
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

東京オリンピック・パラリン
ピック

長期計画・調整計画に載せるべき施策だろうか？
東京オリンピック・パラリンピックは、スポーツに留まらず、教育や文化への活動にも寄与するイベントであり、これ
を契機に市民一人ひとりが豊かな生活をつづけられるよう記載しました。

149
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

図書館
「図書館に期待されるサービスが多様化しており」とあるが本当か。図書館が対応するべきサービスなのか。具
体例を挙げたほうがいい。

基本施策４（３）図書館サービスの充実の１段落目に記載している内容が多様化したサービスであり、図書を通じ
て得られる学び、地域における様々な資料・情報の提供などが地域に密着した図書館には求められています。

150
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

図書館 武蔵野プレイスの一階で食事をしているのはどうにかならないか。なにも図書館で食事をしなくてもいいでしょう。 意見として承ることとします。

151
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

図書館
より良い吉祥寺図書館にする施策計画に、図書館業務受託経験の視点を持つ当団体が参加させていただく事を
提案させていただきます。

意見として承ることとします。

152
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

ふるさと歴史館
武蔵野の歴史文化に雑木林を欠くことはできない。「歴史的価値の継承と創造に取り組む」とあるが、これは過去
のものに対する「価値」への取組であって、今もなお健康的な状態に保てる生きた歴史資産の雑木林へのもので
はない。

意見として承ることとします。

153
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策４　市民
の多様な学びやス
ポーツ活動への支
援

武蔵野プレイス
武蔵野プレイスは図書館ではない。図書貸出機能のある複合機能施設だ。図書館に期待されるサービスは明る
くてオシャレな建物やカフェではない。

意見として承ることとします。

154
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策７　災害
への備えの拡充

自主防災組織
自主防災組織をどのようにつくり、どのように活動の向上のために具体的な支援を行うか触れられていない。そ
のための具体的なプログラムが必要である。市の防災に関する方針があっても、そのことが市域全体にどのよう
に理解され、連携できるか見えてこない。

具体的支援内容については総合計画ではなく、地域防災計画にて示しています。なお、現状では、地域の要望に
より市職員から説明や防災フェスタによる市民への周知を行っています。

155
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策７　災害
への備えの拡充

発災時の子どもへの対応

先に配布された「東京防災」では都心で最悪の震災被害が起きた場合、勤務中の人は社内に三日間留まり、救
助や復旧の妨げにならないよう急いで帰宅しない事としている。その場合、残された子どもへの対応がどうなるの
かの記述も必要。場合によっては保育所や学童クラブ、小・中学校等もどう対応すべきかの指針も示す必要もあ
る。

地域防災計画において、勤務地に留まることを余儀なくされた保護者の子どもは、安全確認ができるまでの間、
保護するものとし、安全確認ができた場合又は確実に保護者への引き渡しができる場合に帰宅させることとして
います。

156
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策７　災害
への備えの拡充

避難における具体的な対
策

学校の避難所開設も重要であるが、それだけでは避難も支援も不可能であり、具体的な対策が必要である。ま
た、情報伝達の方法も具体的に求められている。

基本施策７にて防災態勢の強化及び災害に備えたまちづくりについて記載しています。なお、具体的な支援内容
については地域防災計画にて示しています。

旧桜堤小学校跡地については、第五期長期計画において、「旧桜堤小学校跡地を利用し武蔵境駅圏に運動広
場を設置する」と記述されているところです。しかし、一方で、桜野小学校児童数が今後も増加傾向で推移するこ
とが想定されていることから、桜野小学校の第６校庭として活用し、またその後には第二中学校の生徒増加や校
舎の改築も考えられることから、当分、暫定的な運動広場として整備していく方針です。
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第五期長期計画・調整計画案に対する意見集約表（パブリックコメント）　　　                                                                   　　資料１－１

大項目
中項目/分

野
項目

計画案の分野
テーマ 対応案

通し
番号

意見の要約

157
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策７　災害
への備えの拡充

福祉避難所
高齢者等に必要な支援を自宅で継続して避難生活を送る方にどのように届けるか、それも継続的に可能かが問
われている。

コミュニティセンターを「災害時地域支え合いステーション」として、在宅生活を続けられる方等へ、物資配給・相談
など共助の体制を推進しています。

158
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策７　災害
への備えの拡充

ブロック塀 ブロック塀の撤去。特に傾いたものは強制撤去。
強制撤去はできないものの、住宅などの敷地で道路に面する部分は、緑化することで景観の向上、環境保全機
能、延焼の防止などの役割を果たすため、条件はあるものの、生垣の植栽及びそれに伴うブロック塀の撤去に助
成を行っている。

159
第３章　施
策の体系

Ⅲ　文化・
市民生活

基本施策７　災害
への備えの拡充

防災意識の向上

市民の防災意識を高める必要がある。その上で初めて自助・共助による防災が成り立つ。避難所運営組織につ
いても「避難所を開設して保護してくれる組織」ではなく、「市民の手によって円滑な避難所運営ができるよう、手
助けをする組織」であることを広く伝えないと、何の意識も備えもない市民が集まり、混乱が起こることは明らかで
ある。

市民の防災意識は必要であり、今後も防災訓練等を通じて市民への意識啓発を行っていきます。そのため、防
災訓練の重要性の発信について基本施策７災害辺の備えの拡充で記載しています。

160
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策１　市民
の自発的・主体的
な行動を促す支援

環境啓発の推進
エコプラザ（仮称）については、その位置づけ等について施設・周辺整備協議会で検討中であるため断定的な表
現は避けるべきである。「その主要な取り組みの1 つとして、現クリーンセンター管理棟などの有効活用を検討
し、環境啓発拠点（エコプラザ(仮称)）の開設を目指す。」との修正を提案する。

意見を踏まえ、表現を一部修正します。

161
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策１　市民
の自発的・主体的
な行動を促す支援

環境啓発の推進

（１）総合的な環境啓発の推進　以下のとおり、訂正してください。
「資源、エネルギー、ごみ、緑、生活環境などの多様な視点から、環境啓発を充実させていく。また、それらの連
関について理解を深めることが、新たな活動へとつながる。そのため、ごみや環境などに関する情報発信を総合
的・一元的に実施していく。その主要な取り組みの一つとして、現クリーンセンターの管理棟などの有効活用を検
討し、環境啓発の拠点としてのエコプラザ（仮称）の開設を目指す。周辺まちづくりとの融合制や施設のあり方に
ついて、現在まで築いてきたクリーンセンターにおける市民参加を継承しながら、地域住民を含む協議会におい
て全市的な議論を行っていく。」

意見を踏まえ、誤解を招かないよう以下のとおり表現を一部修正します。
基本施策１(１）総合的な環境啓発の推進
・環境啓発・環境啓発施設の扱うテーマが「水循環」が中心との誤解を与えかねないため、「『水の学校』の発展な
ど」を削除します。
・「クリーンセンターの～向けて」を「クリーンセンターの既存施設を有効活用した環境啓発拠点（エコプラザ（仮
称））の開設を目指し」に変更し、「地域の意見を聞きながら」の前に「これまでの市民参加の検討を踏まえ、」を追
記します。

162
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策２　環境
負荷低減施策の推
進

エネルギー

P33　９行目～「水素エネルギー利用の拡大なども」を削除し、「再生可能エネルギーの導入とともに、エネルギー
利用の効率化や水素などの新たなエネルギー利用形態も」に修正すべき。再生可能エネルギーや未利用エネル
ギー、水素などについて広めに幅を取って書いた方が将来的に有利かと思う。また、「ながら」が一文に２回連続
しているのは読みづらい。

水素エネルギーについては、幅のある記載のほうが適切と考え、意見のとおり修正します。
なお、「ながら」の表記が重複するため、前半の「ながら」を削除します。

163
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策３　「緑」
を基軸としたまち
づくりの推進

生物多様性
第五期長期計画に明記されている生物多様性は、いまだ十分に浸透していないのにもかかわらず、調整計画で
削除するのはおかしい。引き続き明記するとともに、生物多様性の観点から水と緑のネットワークの形成を図る
べきと考える。

生物多様性については、長期計画での位置付けを受け、生物多様性の基本的考え方を示す計画を策定すること
を以下のとおり記載します。
基本施策３(３)　1文目の後に以下を追記する。なお(1)の記述の一部を移動し併せて記載します。
「仙川リメイク（武蔵野市仙川水辺環境整備基本計画）に基づき整備を進めている仙川の水量確保や下流域の
整備手法について検討するとともに、これら緑と水がもたらす生物多様性について基本的な考え方を示す計画を
策定する。」

164
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策３　「緑」
を基軸としたまち
づくりの推進

雑木林
武蔵野の緑の歴史的な背景を考えると、武蔵野台地の伝統的な農業空間（里地里山など）を表す用語を入れる
ことを強く提案したい。

165
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策３　「緑」
を基軸としたまち
づくりの推進

雑木林

前文の表現では、武蔵野という地勢を踏まえた武蔵野市らしい緑のあり方の具体的イメージが湧いてこない。武
蔵野市の緑を代表する言葉を使って特徴をはっきりと打ち出す必要があると思う。
雑木林は地域の緑を題材にした自然環境教育の場としても大切だ。子供たちはこのような伝統的管理による雑
木林を直に体験することで、変化に富んだ自然環境、生態系、生物多様性の姿を実際に学ぶことができる。同時
に、付随する地域の歴史と文化もその環境に触れながら理解を深めてもらうことができ、次世代に継承していくこ
とができる。
このように、「雑木林」は武蔵野市の地域を象徴する緑であり、武蔵野市ならではの緑のあり方の代表例でもあ
る。したがって、前文には是非とも「雑木林」という言葉を使い武蔵野市の緑とそのあり方を謳っていただきたい。

166
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策３　「緑」
を基軸としたまち
づくりの推進

緑

「緑を維持・保全していくことは簡単なことではない。」とあるが、簡単なことではないのはどの施策にも共通する
当然のことだと思う。それを、あえてここでそう書くからには、他の課題にも増して具体的かつ強力に、緑の維持・
保全に取り組む計画が示されているのかと考えたが、ほとんど書かれていない。これでは、「緑」を基軸としたまち
づくりの推進計画とは言えない。
以下に１つの案を示す。、今後、民有地の緑保全のための取り組みを具体的に進める。まず、在来の植物、外来
の植物、園芸種の区別を、市民が認識できるような手立てを講じる。また、武蔵野台地の自然を巧みに利用して
そこで生活を営んできた先人たちの残した雑木林等の貴重な緑にも目を向け、現在市内にわずかながら残って
いる里地里山に対する理解が市民の間に深まるような手立てを講じる。これらの景観は、歴史的・文化的に高い
価値がある。そこで、これを市民生活に生かすとともに、外に向けては観光資源として発信する。さらによりよい
形で未来に継承していく取り組みも進める。

これまでも長期計画において「緑の保全と創出」を掲げ、公園緑地の整備・拡充や民有地の緑における新たな誘
導と支援の検討に努めてきましたが、依然として特に民有地の緑は減少傾向が続いていることを受けて、とりわ
け、緑の維持保全が難しいとの現状認識を示し、課題と捉えていることを表現するため表記しています。
なお、具体的な計画は、個別の計画で対応していくもので、長期計画ではより大きな方向性として市の姿勢を示
しています。

「里地里山」「雑木林」というキーワードは意識しつつ、特定の時代を例示として表現せずに全市的なイメージ・バ
ランスを踏まえた記述としています。なお、「雑木林」については「緑」「緑地」「樹林」といった表現に含めて考えて
います。
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大項目
中項目/分

野
項目

計画案の分野
テーマ 対応案

通し
番号

意見の要約

167
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策３　「緑」
を基軸としたまち
づくりの推進

緑
（１）と（２）のタイトル内容が重複しているので、統合修正するか、「（１）市民・事業者との連携による緑の民有地
の緑化の推進」（民有地の緑についての記述部分）と、「（２）潤いある緑環境の形成」（公が整備していく公有地の
緑についての記述部分）に分ける書き方にすべき。

168
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策３　「緑」
を基軸としたまち
づくりの推進

緑
「みどり」には生態系、生物の生息空間といった自然環境の形成が大きな役割としてあるが、街づくり目線からし
か捉えておらず、本文中に「生き物」「生態系」「生物多様性」などに関して一言も言及が無いことは片手落ちであ
り、これらの観点をどう認識しているのか強く疑問を感じる。

169
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策３　「緑」
を基軸としたまち
づくりの推進

緑のネットワーク

なぜ緑と水のネットワーク化を推進する必要があるのかというと、生物の生息空間又は生態系、生物多様性の保
全に対して重要であるからであるが、本文中にはそのような記述が一切ない。
また、「ネットワーク化」の意味について、市内での緑や水のネットワーク化による生息空間の連続性の確保とい
う意味と、広域の緑の連携について同じ文脈で書いてあるため、混乱してしまう。「（４）周辺地域との広域的な連
携」として項目を立てる方が整理しやすい。玉川上水流域の話も加えた方が良い。

生物多様性については、長期計画での位置付けを受け、生物多様性の基本的考え方を示す計画を策定すること
を記載します。
基本施策３(３)　1文目の後に以下のとおり記載しました。
「仙川リメイク（武蔵野市仙川水辺環境整備基本計画）に基づき整備を進めている仙川の水量確保や下流域の
整備手法について検討するとともに、これら緑と水がもたらす生物多様性について基本的な考え方を示す計画を
策定する。」

後段の意見については、緑と水のネットワークの観点を踏まえ、緑も水も広域的な連携について表記していま
す。また玉川上水については、千川上水や仙川とともに、水と緑のネットワーク形成を図る上で、重要な基軸と捉
えていますが、市の直接的な関与が難しく個別事項であるため調整計画では表記していません。

170
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策４　循環
型社会システムづ
くりの推進

ごみ
ごみ処理経費の軽減とあるが、今後財政が厳しくなることも考えると資源ごみ収集の有料化なども考慮に入れた
記載方法に変更するべき。

資源ごみ収集の有料化も１つの方策と考えますが、今後の研究課題であり、調整計画期間内での具体的検討は
困難であると考えています。

171
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策４　循環
型社会システムづ
くりの推進

ごみ減量
ごみの分別の仕方、ごみ処理にかかる経費など、行政からの情報が市民に届いていないと感じている。市民の
環境に対する関心が高まるよう、目に見える情報発信が必要なのではないかと思う。

情報提供・啓発事業の実施については「基本施策４(2)ごみ減量及びごみ処理経費の軽減」に記載しています。

172
第３章　施
策の体系

Ⅳ　緑・環
境

基本施策４　循環
型社会システムづ
くりの推進

ごみ減量

市民の自発的・主体的な行動を促す事業（支援）として、以下を提案する。
① エコポイント制度の導入
② 庁内連携による児童・生徒に向けた環境教育
③ 事業者との連携（ごみの排出抑制・削減での協力、中規模事業でへ立ち入り検査の実施）
④ ごみ減量によるごみ処理費用節減効果の見える化（一般廃棄物会計の研究・実施）
⑤ ごみ・資源物収集カレンダーの作成と全戸配布
⑥ 有料ごみ指定袋による収入の使途の明確化（基金化の導入）
⑦ ごみ減量について市民一人ひとりの行動につながる市民（企業、ＮＰＯ法人、任意団体等も含む）からの「協働
提案事業」（例：「家庭から出る生ごみを減量する施策の普及・拡大」）について募集を実施する。

意見として承ることとします。具体的提案については、担当部署へ申し伝えます。

173
第３章　施
策の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策１　地域
の特性にあったま
ちづくりの推進

用途地域
高度地区

“現行の「都市計画の用途地域並びに高度地区」の見直しも行っていく。”という趣旨の文言を入れて頂きたい。
平成25年度に高度地区の都市計画を決定しました。市は最低限の規制を定めています。それ以上の規制につい
ては、地区計画や地区まちづくり計画等、地域ごとのまちづくりにおいて実現することができると考えています。

174
第３章　施
策の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整備

生活道路
生活道路の整備・取り組みを推進し「交通規制を強化」とあるが、現状は交通量も多く、30キロ制限にもかかわら
ず、スピードオーバーの車がみられる。警察による取締の必要性を感じている。市区境の道路を西十一小路を南
方向の一方通行にすることにより東十一小路の生活道路の安全性・快適性を確保出来ると考える。

生活道路の安全性や快適性の確保については、「基本施策４（１）生活道路の整備」に記載しています。

175
第３章　施
策の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策７　三駅
周辺まちづくりの
推進

イーストエリア
「市有地の有効活用などの対応を急ぐ必要がある」とあるので、是非本町コミセンの建替えも視野に入れて考え
ていただきたい。

計画案の一部を以下のとおり修正します。
基本施策７（１）②
「…、暫定自転車駐車場として使用している市有地の新たな土地利用の検討、整備を進め、エリア全体の活性化
を図っていく。」

176
第３章　施
策の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策７　三駅
周辺まちづくりの
推進

吉祥寺の再開発
災害対策として吉祥寺駅南口井の頭通り沿いの、市で最も古いビル群の再開発を急いでほしい。災害時の輸送
幹線道路が一番不安を抱えている。バス停留所、バス回しだけの問題に矮小化すべきではない。

基本施策７（１）①において、「井ノ頭通り、北口駅前広場及び周辺道路を含む総合的な交通体系を研究・検討
し、駅周辺部の交通課題の解決を図る。」とし、また②では、公会堂敷地の利活用について「駅周辺街区を含め
た利活用について検討を進める。」として、交通体系だけでなくエリア全体の課題解決を視野に入れた検討を行っ
ていくことを記載しています。

177
第３章　施
策の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策７　三駅
周辺まちづくりの
推進

タイトル
駅周辺地域の開発を述べているにもかかわらず、現状では市内を三つの圏域に分けたときの各圏域の開発を述
べているように錯覚されやすいので、駅周辺地域であることを明記すべき。

意見を踏まえ、基本施策７（１）（２）（３）のタイトルを「吉祥寺駅周辺」「三鷹駅周辺」「武蔵境駅周辺」に変更しまし
た。

178
第３章　施
策の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策７　三駅
周辺まちづくりの
推進

都市像
武蔵野市、特に吉祥寺の都市像をまとめて示してほしい。立川、国分寺、三鷹の各駅周辺を見ると、危機感を覚
える。井の頭という恵まれた条件を活かせていない。どんどんつまらなく、買いたい物がない町になりつつある。

まちの魅力を高めていくため、個性を活かしたまちづくりを進めていくこととしています。

179
第３章　施
策の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策１　地域
の特性にあったま
ちづくりの推進

境浄水場
境浄水場の立替計画について調整計画案では全く触れられていない。近隣住民にとっては影響が大きい上、武
蔵野市民が必要とする浄水場ではないのだから、丁寧な説明と十分な話し合いが持たれるべきと考えます。

「基本施策１（３）土地利用の計画的誘導」の「公共公益施設」の中に境浄水場も含まれると考えています。

意見を踏まえ、(1)の「仙川リメイク」に関する記述は(3)に移動します。
(3)　1文目の後に以下のとおり記載しました。
「仙川リメイク（武蔵野市仙川水辺環境整備基本計画）に基づき整備を進めている仙川の水量確保や下流域の
整備手法について検討するとともに、これら緑と水がもたらす生物多様性について基本的な考え方を示す計画を
策定する。」
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テーマ 対応案

通し
番号

意見の要約

180
第３章　施
策の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策８　安全
でおいしい水の安
定供給

都営一元化
災害への備えの面からも、都営一元化は目標日程を明記すべき。また一元化に際しては、今PRしている「武蔵野
市のおいしい水」を維持するのか、諦めるのかもはっきりさせるべき。

東京都との協議によるため、市側の意思で目標日程を記載するのは難しいと考えています。

181
第３章　施
策の体系

Ⅵ　行・財
政

基本施策２　市民
視点に立ったサー
ビスの提供

西部地区への施設整備
市政の中心が東側で、小さな子を連れて検診などに出ていくのがとても大変です。西側地区にぜひ保健センター
と市政出張所機能を併せ持つ施設を希望します。

意見として承ることとします。

182
第３章　施
策の体系

Ⅵ　行・財
政

基本施策３　市民
に届く情報提供と
市民要望に的確に
応える仕組みづく
り

市民に届く情報提供

小さい子を抱えながら奮闘している私たちは、こういう機会で提出するための意見を書いたり、出席するための時
間を作ることが非常に難しいです。私の周りのママたちはそんなことについて聞いたり読んだりする時間がなく、
意見を提出することができずにいます。反対意見がないから、反対者がいない、という結論に至るのではなく、言
いたくても時間がない、知りたくても余裕がない人たちの意見を、どうか聞くように工夫をしてください。

基本施策３（２）積極的な情報発信と市民ニーズの把握にあるとおり市民ニーズの把握手法については、様々な
手段の充実を図るべきと考えています。

183
第３章　施
策の体系

Ⅵ　行・財
政

基本施策４　公共
施設の再配置・市

公共施設 議員の「公共施設は新設しないような書き方は誤解をまねく」という内容の発言には大いに同意する。 意見として承ることとします。

184
第３章　施
策の体系

Ⅵ　行・財
政

基本施策４　公共
施設の再配置・市
有財産の有効活用

公共施設の再整備
施設の統廃合や複合化・転用は経営的な視点のみで判断するのは間違い。今後、公共施設の再整備について
は、さまざまな立場の市民や地域コミュニティの事情も考えた上で判断すべきと考える。

市民・市議会・行政が経営的視点も含めた情報を共有した上で、将来のまちづくりという視点で幅広い協議が必
要と考えています。

185
第３章　施
策の体系

Ⅵ　行・財
政

基本施策６　チャレ
ンジする組織風土
の醸成と柔軟な組
織運営

公共的経営力
「公共的経営力」という言葉は、一般市民には理解しにくいのではないかと思います。 この記述であれば、用語
の説明が必要ではないかと思います。例えば用語説明として「行政のマネジメント（運営面）領域、財政面領域、
それらの総合力をいう。」など。

策定委員会での議論の中で、民間の経営力と区別するため、行政の経営力という意味で、公共的経営力という
表現になりました。

186
第３章　施
策の体系

Ⅵ　行・財
政

基本施策６　チャレ
ンジする組織風土
の醸成と柔軟な組
織運営

市職員

現在の職員は、行政機構内の条件に縛られ過ぎていて、市民からみると官僚的・閉鎖的な場合が多いといわれ
ている。そのため、市民とのコミュニケーションを活発化させる施策が必要と考える。また、行政の仕事はたんに
コスト削減やスピードのみならず、質の高い成果をあげることが必要なので、効率的に加えて効果的という言葉も
入れるべきと考える。

市職員と市民のコミュニケーションの活性化は、重要なことと考えています。行・財政分野の基本施策３「市民に
届く情報提供と市民要望に的確に応える仕組みづくり」の中で、記載しました。「効果的」については、ご指摘を踏
まえて修正しました。

187
第３章　施
策の体系

Ⅵ　行・財
政

基本施策６　チャレ
ンジする組織風土
の醸成と柔軟な組
織運営

組織風土
新しいことにチャレンジしづらい雰囲気があるため、チャレンジが評価につながるとともに、周囲も歓迎するような
組織風土の醸成が重要である。また、平時の組織運営だけでなく、災害時のことにももう少し触れることを提案す
る。

指摘内容については、基本施策５及び基本施策６に記載しています。

188
第４章　財
政計画

４．財政計
画

財政計画

生産年齢人口の減、公共施設の総量の縮減とあるが、子どもたちが武蔵野市で暮らして生きたいという街づくり
を推し進めるために必要な施設は確保し、場合によっては新設することにより、生産年齢人口の流出を抑え、流
入を促すことにつながる。あまり楽観的なことを書かれても困るが、悲観的な観測で締めてある計画案では希望
が持てない。

財政予測は、調整計画を策定するにあたり、現在の社会経済状況、社会保障制度や税財政制度を前提とし、市
の将来の人口推計を鑑みた上で、一つの可能性として示したものです。シミュレーションでお示ししたような財源
不足に陥らないよう、「持続可能な都市」を目指し、施策を進めることが重要であると考えています。

189 その他

ショッピングや娯楽の充実した東側に対し、中途半端でなく、西側は思いっきり「自然と暮らし」など、軸を決めて、
テーマを決める。極端に言えば、桜堤小跡地を田んぼにしてしまい、巨大ビオトープと公園、スポーツ施設にし
て、老若男女が集えるようにする。
もしくは「西は教育」とテーマを決めて、最近流行の All English で過ごす英語村、のような街・施設を作る。全小学
生～高校生が、そこでセカンドスクールのように１週間、10日過ごす、あるいは、毎週何曜日はそこで過ごす、の
ようにする。英語だけでなく、中国語や韓国語など、世界を感じる国際街にするのも手。

意見として承ることとします。

190 その他 議員からも意見があったが、分野ごとに意見交換会を行ってほしい。 意見交換会のあり方については、次期の計画策定に向け、検討します。
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大項目
中項目/分

野
項目

1
空
山本 ひとみ

第五期長期
計画・調整
計画の位置
付けと策定
方法

（２）調整計
画の位置付
け

調整計画におけ
る議決の必要性

調整計画に関しては、市長に皆さんが答申を出されて、私たちに議決をす
る権利はない。ただ、いろいろ市民意見交換会などに出て、議会としての役
割をしっかり果たす上で、議決ということも考えなければいけない。策定委
員の皆さんは、答申を出した後で議決ではないということに関してどのよう
にお考えなのか。

【夏目委員長】　少し時間的なタイムスケジュールも含めて議論をしないと今すぐの回答は難
しい。

【井原委員】　議決が必要かどうかは私は今何とも言えないところだが、この調整計画の策
定プロセスにおいて議員の皆さんの関与の仕方というのをもっと濃くしてもいいのかなと感じ
ているのが率直な感想だ。作業部会なる非公開の組織は全部必要なく、議員の皆さん、市
民の皆さんも全て傍聴できるような体制がいい。もう一つは、主な施策であったり事業の展
開者、実施者である行政の皆さんから説明いただくのは重要なことだが、その部分も当然公
開、そこに議員の皆さんも当然来ていただき、議員の皆さんとの意見交換はその直後にやり
たいと感じた。どうしても我々は行政の皆さんがつくったものを土台に議論をしていく、それ
はすごく重要なことだと思うのだが、施策や事業の受け手である市民の皆さんがどう感じて
いるのかというのはもっと早い段階で我々は知るべきだったのではないのかと思った。

2
会派に属さない
議員
内 山 さとこ

第五期長期
計画・調整
計画の位置
付けと策定
方法

まちづくりの目標
と武蔵野らしさ

まちづくりの目標との関係についてお尋ねしたい。自治と連携、支え合いを
つむぐ、平和で美しい、そして環境と共生という４つのまちづくりの目標を掲
げて長期計画ができている。まちづくりの目標とか武蔵野らしさということに
ついてどのようにお考えになったか、これは本当に長い期間にわたって議
論されたことだと思いますが、伺いたい。

【渡邉委員】　武蔵野市らしさについては、やはりよく見えないというのが正直なところだ。改
めてある程度恐らく蓄積されているであろう武蔵野あるいは吉祥寺の文化といったものをも
う１回再検討し、言語化できるようにし、またそれをどう広げていくのかといったことを、今後
さまざまな形で議論していくべきではないのか。我々が、これがまちづくりの目標なのですと
打ち出すというよりは、皆さんと一緒にその目標も再検討していく、それが多分自治のあり方
としていいのではないか。武蔵野市らしさがこれだと明確に言えるようなものはまだ見出せ
ないのではないのかといったところが策定委員の中では議論できたことと考えている。

【夏目委員長】　五長のまちづくりの目標を理念の中に入れ込んでいるが、具体的に何かと
いうと、なかなか難しい、これというものがなかなか出づらいし、これからの吉祥寺あるいは
武蔵野市のまちづくりを考えていく上で、今言った基本的なコンセプトを前提に置きながら具
体的なものを見出していかなくてはならないのかなと。私たちが探すべきものはまだまだある
のではないかなということを新しい時代の趨勢の絡みの中で見つけていくことができるので
はないかなというふうに思っている。今後ともそういう意味で、ぜひともそういったものを形づ
くる力を与えていただけるようにお願いしたい。

3
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第１章　これ
までの実績
と情勢の変
化

Ⅱ．市民と市
政を取り巻く
情勢の変化

１．人口推計
中央地区の人口
増

今後、中央地区も人口が増えるのではないかと見込んでいる。その辺につ
いて御議論があったかどうか。

【渡邉委員】　今のところ委員会の中で、中央でそういった新しい開発があるとか、新しく明確
にそういった若い世代が入ってくるといったようなことなどは伺っていないので、その点の議
論はできていない。

4
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第１章　これ
までの実績
と情勢の変
化

Ⅱ．市民と市
政を取り巻く
情勢の変化

２．地方創生と東
京オリンピック・パ
ラリンピックに向
けたまちづくり

ユニバーサルな
まちづくり

すべての来街者が交流を楽しめるユニバーサルなまちづくりというところの
ユニバーサルというのは、どういうことを指してユニバーサルという言葉を
使ったのか。

【松本副委員長】　いわゆるユニバーサルデザインのことであり、国籍、言語、老若男女、あ
るいは障害のあるなし、能力の違いのあるなしということに関係なく、いろいろな人が利用で
きる施設、空間、環境などをユニバーサルデザインと言い、ここではそれをイメージして書い
ている。

5
空
斉藤 シンイチ

第１章　これ
までの実績
と情勢の変
化

Ⅲ．武蔵野
市の現況と
将来

１．人口推計
生産年齢人口の
非正規雇用

P.5の人口推計の中での生産年齢人口についてだが、ここで私が課題とし
て捉えているのが、20代半ば後半から30代の非正規雇用が、例えば世代
間の人口によっては４割ないしは５割近く出てきてしまっているというような
現状に対して、どういった形で、この人口比率であったりとか生産年齢人口
の分析というのを行っていく必要があるかというところを議論させていただき
たい。

【渡邉委員】　明確に策定委員会で、ここについてかなり詳しく議論したわけではないが、若
い人の雇用の不安定化といった議論については私の専門である社会学の分野でもかなり
色々と指摘されている。正規でも非正規でも関係なく必要なサービスを受けられ、あるいは
必要なライフチャンスをつかめるような制度設計というのを我々としては意識してきたし、策
定委員会でもそのような議論を心がけてきたつもりである。

【麓委員】　P.28の文化・市民生活の基本施策５の（４）に「働くことを希望する市民が安定し
て働くことができるよう」という文言があり、策定委員としてはそこに、正規、非正規問わず、
いろいろなライフステージの中で選び合って、なおかつそこにセーフティネットが張られている
ような施策が必要という意味を込めている。

6
空
斉藤 シンイチ

第１章　これ
までの実績
と情勢の変
化

Ⅲ．武蔵野
市の現況と
将来

１．人口推計
生産年齢人口の
非正規雇用

20代半ばから30代の非正規雇用の実態等々については、六長につながる
ステップに考えてほしい。この段階からもう議論をスタートさせておくことが
大事なのかなというふうに思っている。非正規雇用についてマイナス面だけ
捉えているわけではなく、例えばスローライフで生きていこう、などというふう
に競争の社会ではない中で自分なりの生き方をする、というところにうまく
当てはめ込んでいるたくましい若者たちもいることも含めて、プラスに持って
いくことはできると捉えているので、両方の視点を入れて六長につなげてい
ただきたいと思うが、この件についていかがか。

【渡邉委員】　正規、非正規問題を今すぐ解決するというよりは長期的に見ていくという指摘
は全く同意する。特にそういった若者の貧困問題は、10年後には中年の貧困問題に変わる
可能性もあり、このことをどのように考えていくのかという点は非常に重要である。大きい背
景として起きているのだということは重々承知しながら議論し、また、もし書ける部分があれ
ば、策定委員会で議論をしながら考えていきたいと思っている。

若者の正規雇用、非正規雇用問題についての記
載は難しい。意見として承ることとする。

7
空
笹岡 ゆうこ

第１章　これ
までの実績
と情勢の変
化

Ⅲ．武蔵野
市の現況と
将来

１．人口推計
老年という表記の
仕方

まだまだ元気だけれども老年と書かれてしまうのかというような、そういった
部分に対してどう考えておられるのか。

【渡邉委員】　法令上決まっているということで65歳になっている。

計画案の分野

テーマ 回答の要約会派及び議員名 対応案通し番号 意見の要約
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大項目
中項目/分

野
項目

計画案の分野

テーマ 回答の要約会派及び議員名 対応案通し番号 意見の要約

8
空
笹岡 ゆうこ

第１章　これ
までの実績
と情勢の変
化

Ⅲ．武蔵野
市の現況と
将来

１．人口推計
人口推計の調査
方法

20代後半は大体子どもを生んでいると思われているのかなというふうに
思っていて、20代後半を過ぎていて子どもを持っているほうが珍しい状況に
なっているのかなと思うのだが、この調査は市のファミリー世帯調査などが
されているのかどうか、それとも一般的なものなのかどうか。そして市で、何
歳で生んでいるのが平均だとか、大体何人兄弟だとか、そういった把握は
されているのかどうかを伺いたい。

【名古屋総合政策部長】　調査については一般的な調査である。人口について社会増、自然
増を調査して、コーホート法を使って推計したものである。

9
日本共産党武
蔵野市議団
しば　みのる

第２章　調整
計画の基本
的な考え方

Ⅱ．調整計
画全体に関
わる視点

２．地域コミュニ
ティ、地域活動の
支援と協働

企業の活用

企業とＮＰＯと市民団体という部分に関して言うと、企業ということがちょっと
違うのではないかという違和感がある。企業を活用することができるとサー
ビスの質の問題が特に変わってくると思っている。質の担保をどのように考
えていくか。業務の責任というか、役割について、ＮＰＯや市民団体等との
かかわりについては違うのではないか。その辺について、策定委員会の中
でどういう議論をしてきたのか。企業に協働を余り広げていくと、業務のノウ
ハウが市の蓄積になっていかないのではないか。

【麓委員】　企業の活用については委員会でも大分議論した。企業に勤めている市民の立場
として、企業のことをすごく悪く思っていると感じた。いい企業をどう選ぶか、任せた後にどう
監査、チェックするかという機能があれば、民間の活力をどんどん使っていただきたい。今、
企業も社会の課題を解決する事業にいかに貢献するかということに心を砕いている。
事業を見直し、原価を見直し、適切に事業活動を行うのが民間の目であり、いかに生産性を
上げるか日々努力している。そういう手法を公と民間と一緒に連携することは、そのノウハウ
が行政に蓄積しないのではなくて、民間のよいノウハウが蓄積されるいい機会ではないか。

10
日本共産党武
蔵野市議団
しば　みのる

第２章　調整
計画の基本
的な考え方

Ⅱ．調整計
画全体に関
わる視点

２．地域コミュニ
ティ、地域活動の
支援と協働

企業の活用

１つの事業で複数の成果を上げていくということは重要なことだ。行政の縦
割りから横断的な横の関係を強化していくということで市民へのサービスを
拡充していくという考えなのか、これについても確認と、どういう議論があっ
たかについて、お伺いしたい。

【五十嵐委員】　一つの施設の中にいろいろな機能が入ることで、横のつながりを有機的に
連携させ、市民側からも、一つの場所で関係機関が連携して対応してもらえるというメリット
はあるだろう。ただし、この連携という中では必ずしも施設の複合化ということではなく、縦割
りではなく横の連携が大事だという視点だということを強調している。

11
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第２章　調整
計画の基本
的な考え方

Ⅱ．調整計
画全体に関
わる視点

４．魅力ある都市
文化の醸成と発
信

魅力ある都市文
化

「本市の魅力ある都市文化」というものは、一体何をどのように指している
のか。

【渡邉委員】　策定委員会で議論している中において、武蔵野の都市としての武蔵野らしさと
は何かということが言語化できなかったという問題意識がスタートラインにある。武蔵野はど
ういう都市ですかと言われたときに、自分たちでこういう都市ですと言えるような都市文化と
いうものを再考し、もう１回形成し直していく必要があるだろう。そういった意味で、ここではあ
えて市民文化とは異なる都市文化という表現を使った。今、都市文化があるかではなく、こ
れをいかに我々として見出し、またつくり上げていくのかということを考えるためにも、この表
現を持ち込んだ。

12
会派に属さない
議員
内 山 さとこ

第２章　調整
計画の基本
的な考え方

Ⅲ．調整計
画の重点取
り組み

１．高齢者福祉計
画、障害者計画
の着実な推進

地域リハビリテー
ション

重点取り組みの中で、地域リハビリテーションという文言が見出しからなく
なった。地域リハビリテーションというのは、全ての人が障害のあるなし、性
別、年齢差にこだわらず暮らし続けられる、そういうまちを目指す理念だと
思っているので、復活していただきたい。

【渡邉委員】　地域包括ケアシステムの確立ということが介護保険の中で起き、さまざまな地
域レベルの対策というのを介護や福祉の分野で行う必要があったので、こちらの着実な推
進というほうを重点的な取り組みとした。地域リハビリテーションを戻すかどうかということに
ついては再度策定委員の中で検討したいが、調整計画の中でどちらに議論の比重があった
かというと、まずその国の法令等の体制に対する武蔵野市らしい対応の確立ということに比
重を置いたので、このような記載とした。

【松本副委員長】　今国はどういうふうに動こうとしているかというと、地域包括をワンストップ
で分野を越えて受ける、そういう方向に変えようと動いています。となると、武蔵野市がずっ
と大事にしてきた地域リハの理念と非常に似通ってくる。新しい地域包括支援センターをどう
つくっていくのか、地域リハの理念とどうすり合わせていくのかというのは、恐らくこれから私
たち市民と議員の皆さんと丁寧に議論を重ねていく中で、いい取り組みができるのではない
かなと思った。

13
市議会公明党
浜田 けい子

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策１　支え
合いの気持ちを
つむぐ

「つむぐ」の意図
「つむぐ」という言葉がすごく温かいような思いがした。何かこれは意味があ
るのか。

【松本副委員長】　支え合いの気持ちとは、つないで立ち上げていくものだという願いが入っ
ている。逆境にも負けず、皆で福祉を支えていくのだというところの夢を「つむぐ」という言葉
に入れた。

14
市議会公明党
浜田 けい子

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策１　支え
合いの気持ちを
つむぐ

意識と仕組みづく
りの具体策

「誰もが地域を支える担い手となり得るというこの意識を持ち、また、それを
実現可能とするための仕組みづくりが必要である」というこの言葉は丁寧で
すごくわかるのだが、どういう意識をどんなふうに持たせて取り組んでいけ
ばいいのか、具体策があれば伺いたい。

【麓委員】　働き方改革をしてワーク・ライフ・バランスの枠組みを使って、働き盛りの方々も
地域を担っていただくということで、17ページの子ども・教育分野の基本施策１の（１）、ワー
ク・ライフ・バランス施策を推進するためにいろいろな研修やセミナーを開講するというところ
と、それから行・財政の基本施策６の（２）、ワーク・ライフ・マネジメントを組織的に推進すると
いうことで、働き方改革をして長時間労働をやめて、効率的に働いて、働き盛りの方々も含
めて地域を担うような立場になっていただくということが、私としては、委員の一人としてはそ
のような気持ちでかかわっていた。

【渡邉委員】　働いている方も、現役の方も、引退されている方も、御病気や障害をお持ちの
方々も参加できるような、誰もが地域を支える担い手になりえるという部分であり、また、これ
はもちろん本人たちもだが、政策を立案する、運営していく行政側も、議員の皆さんにもぜひ
その意識を持っていただきたい。障害を持っているからできないという話ではなく、例えば電
話を一本かけるだけでもいいボランティアになったりする。そのような意味を込めて、この意
識は市民にも持っていただきたいが、我々への自戒も込めてこのような記述をさせていただ
いている。
地域支え合いポイントは、これまで関心がなかった方々のゼロから１のハードルを解消でき
るいろいろな仕組みというものを我々としてはそれなりに構想しておりますし、また、この点
はまだまだアイデアが足りない部分だと思っている。ぜひいろいろなアイデアをいただきなが
ら、よい仕組みをつくりたいと思う。
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計画案の分野
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15
会派に属さない
議員
内 山 さとこ

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策１　支え
合いの気持ちを
つむぐ

住まい
地域包括ケアシステムの中でいうと、医療と介護と生活支援、もう一つ住ま
いというのが重要なポジションを占めていて、もうちょっと住まいについての
記述を充実させてほしい。

【渡邉委員】　現段階の計画案の中に健康・福祉分野に関してそういった記述は書かれてい
ない。都市基盤の基本施策６の住宅施策の総合的な取り組みの中において書いてあるが、
もう少し高齢者や障害者、あるいは必要な子育て世帯等も含めた住宅政策をもう少し中心
的に書く必要があるのではないかといった指摘かと思う。このあたりについては、最終的に
はもう一度策定委員会において議論もして、必要な書き込みをどのようなことが可能なの
か、またあるいはこの基本施策６のこの部分をもう少し重点化すべきなのか等を考えていき
たい。

ご意見を受け、基本施策５「住み慣れた地域での
生活を継続するための基盤整備」のリード文に
「住まい」という文言を追加した。

16
日本共産党武
蔵野市議団
しば　みのる

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策１　支え
合いの気持ちを
つむぐ

病床の確保
仕組みをつくっても、必要な病床、施設、機能は必要ではないか。かかりつ
け医も身近な医療として当然必要だが、病床の確保についても、地域医療
の拡充という意味で、具体的にしていただきたい。

【渡邉委員】　実は病院はすでに機能分化しているが、高度医療のところに人がたくさん来て
しまうのがなかなか難しいという状況がある。１自治体での取り組みだけでは意味がないこ
とで、他の自治体との連携をする必要があるだろう。病床数の確保については、医療という
病院ないしは診療機関の問題というより、地域医療全体の話として考えるべきであり、その
場合必ずしも病床数を一つの単位として見るというよりは、地域の生活継続という単位で見
たほうがいいのではないか。

17
市議会公明党
浜田 けい子

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策３　誰も
がいつまでの健
康な生活を送るた
めの健康づくりの
推進

「年代に応じ」の
難しさ
具体的事業内容

「年代に応じ、生涯を通じた健康づくり」と記載をされているが、この「年代に
応じ」という部分では、さまざまというか、何か難しいのではないのか。ま
た、健康づくり支援センターが行っている出前講座だとか食事の講座だと
か、そういうことを言われているのかという確認とともに、「心身ともに健康
生活が送れるよう、食を通じた事業」というのはどういうものなのか、具体的
に教えていただきたい。

【本田委員への回答】
高齢者の方を対象にした健康づくりという部分では大きく取り上げられてい
ると思うが、講座にしても多いと思うが、若い世代、30代、40代という部分で
少し少ないのかなと思っていたので、その年代に応じた部分で、これから進
めていく上でどのように考えているのかと同時に、難しいのではないのかな
と思った。

【渡邉委員】　健康寿命の問題というのは、単に活動できればという話よりも、その方の性別
とかライフスタイルとか年代に応じたきめ細かいパッケージが必要になっている。市としても
さまざまな取り組みを通じて、その状況に応じた食に対する指導、あるいは食以外、体操と
か運動であるとか機能訓練であるとか、状態に応じた取り組みを目指している、そういった
意味である。

【本田委員】　先ほど年代に応じた健康づくりという年代に応じたというのが難しいのではな
いかというふうにおっしゃったが、それはなぜ難しいというふうにお考えか。

18
日本共産党武
蔵野市議団
しば　みのる

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策４　誰も
が地域でいきいき
と輝けるステージ
づくり

介護・看護人材の
確保

専門職のサービスを行う人たちの人材確保について、もう少し具体的な形
での展開が必要ではないか。と同時に、サービスの提供をするに当たって
も、特養ホームの増設は近々の課題だと思ってるので、ぜひともこの調整
計画の中でスピードアップの施設の拡充を具体的に進めていただきたい。
人材確保と同時に、基盤を拡充していくことや、介護報酬の引き下げなどの
対策についても、市独自のサービスの展開も含めて、もう少し具体的に進
めていただきたい。

【松本副委員長】　福祉人材は、市だけでなく国全体で大変不足している。さらには離職率も
高く、これから福祉を仕事としてやろうと思っている若者も激減している。
市として何がやれるかというのが一点。他の自治体あるいは他の機関との連携が必要にな
ると思う。もう一つは、国の動向をにらみながらやっていかないといけないと思っている。再
編の動きも含めながら考えていく、戦略を練っていくというのが必要かと思っている。

人材確保については重要課題と考え、委員会で
も議論を行った経過を踏まえ、計画案の中にも
基本施策３(2)の介護看護人材の確保に書き込
んでいる。一自治体として何ができるかという具
体的な策については今後の検討課題として十分
認識している。
施設整備については平成29年度までを計画期間
とする個別計画に記載があり、計画案にも書い
ているので、それらに沿って進めていく。

19
市議会公明党
浜田 けい子

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策４　誰も
が地域でいきいき
と輝けるステージ
づくり

ケアリンピック武
蔵野

武蔵野市独自のケアリンピック武蔵野の進行状況、またケアリンピック武蔵
野という言葉をここに記載ができたらいいなと思っている。

【渡邉委員】　ケアリンピックを書くかどうかについては、持ち帰り検討させていただきたい。
今年度にこれから実施する事業であり、現段階
では「(3)介護・看護人材の確保」に考え方を記載
している。

20
民主生活者ネッ
ト
蔵野 恵美子

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策４　誰も
が地域でいきいき
と輝けるステージ
づくり

仕事と介護の両
立

仕事と介護の両立支援という視点を、ぜひ盛り込んでいただきたいと思って
いる。国の方針に従って武蔵野市でも、ますます在宅介護を推奨している
が、一方で未婚化、少子化、共働き世帯の増加に伴って、以前のように家
族ぐるみで介護が可能な世帯というのは減っていると思う。にもかかわら
ず、仕事と介護の両立という視点は、国政でも市政でも余り注目されていな
いと感じている。
方向性だけでもぜひ記載いただければと思っている。

【渡邉委員】　大変に重要な課題であるとは認識している。非常に難しいのは、では具体的
に何がやれるかという具体策である。啓発活動ではなく具体策のレベルというところは、非
常に難しい問題だと考えている。介護休業法の取得率は育休以下のもう本当にひどい状況
等を見ても、なかなか難しいということがあるので、この具体策が盛り込めるかどうかも含め
て、検討させていただければと思っている。

【麓委員】　民間事業所においては啓発活動が最も重視されている。介護離職の場合は、男
性の中高年の経営層、管理職の方がやめてしまうことが多く、10万人とも言われているが、
先駆的な民間の企業は、ポスターを掲出して、介護をすることは恥ではないと。どんどん介
護で困っているということを言ってくださいということをお伝えして、介護離職をとめるようなこ
ともしているし、今、安倍総理は介護離職ゼロということも打ち出しているので、政策員の一
人として、今の御発言を受けとめたいと思っている。

介護離職ゼロというのは国としても打ち出してい
る方針であり、重要課題と認識しているため、仕
事と介護の両立についてをP.12基本施策２(1)に
追記した。

21
会派に属さない
議員
内 山 さとこ

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策５　住み
慣れた地域での
生活を継続する
ための基盤整備

財政援助出資団
体の統合

財政援助出資団体を見直すことは当然だと思っているが、それがなぜ福祉
公社、公益財団法人の廃止と統合なのか。なぜなくさなくてはいけないの
か。そもそもの基本に立ち返ってもう一度議論していただきたい。より慎重
な書き込みにしていただきたい。

【五十嵐委員】　団体の統合というのは、その機能を、必要ないからということではなく、関連
した機能を持っているので、それを組織的に一緒にすることでさらに効果的・効率的にできな
いかということの検討で、なくしてしまおうということではないと考えている。具体的なイメージ
があって策定委員会としても書いているわけではない。市の側で統合の検討を、というのが
別の報告で出ているので、それを受けてそういう統合がどうなのか、できるのか、できるので
あればどういうふうにやっていけるのか、そういう準備を進めている段階という記載になって
いる。
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22
市議会公明党
浜田 けい子

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策５　住み
慣れた地域での
生活を継続する
ための基盤整備

障害者入所施設

住みなれた地域での生活を継続するための基盤整備というところで、障害
者の入所施設が武蔵野市には１つもないということで、渡邉委員から、今す
ぐ入所施設等は必要ではないというような言葉を聞いたが、その点をお聞
きしたい。

【渡邉委員】　私は入所施設そのものをつくるべきではないとは思わない。ただし、やはりこ
れまでの精神障害の方々に対する対応等を考えてみると、入所施設はできれば控えていっ
たほうがいいのではないかと個人的には思っている。しかし、御家族、特に高齢化が今進ん
でおり、介護をする方である親御さんも高齢化しているし、当人も高齢化している。そういっ
たことを考えたときに、そういったニーズの要望が非常に多いことも重々承知している。これ
らを総合して考えると、入所施設を、私としてはだめだということはやはり書けないと思う。そ
のうえで、もしつくるのであれば、地域での生活継続に十二分に配慮していただきたいと。ま
た、グループホームのようなさまざまな仕組みというものがあり、実はニーズはそちらのほう
かもしれないのだということもしっかり把握した上で、必要であるのであれば、しっかりとした
議論を積み重ねた上でつくるということの方針はありだろうと、このように書かせていただい
た。

23
日本共産党武
蔵野市議団
しば　みのる

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策５　住み
慣れた地域での
生活を継続する
ための基盤整備

障害者の高齢化・
重度化

15ページにあります障害者の高齢化・重度化という問題
地域の生活支援の拠点として、入所施設の市内整備について、今後、こう
いう基盤整備も必要だ。未利用地の活用と市独自の福祉インフラ整備とあ
るが、具体的にどういうところにどういうものが必要なのか。考え方あるいは
方向性について、お伺いしたい。

【渡邉委員】　くぬぎ園の跡地利用について、計画案ではかなり慎重な書きぶりをした。地域
での生活継続にも十分配慮したという１行を入れ、さまざまな症状とか状態、あるいは家族
環境にも応じたサービスを充実させて地域での生活継続を支援していく。その最後の手段と
しての入所施設である。未利用地についても、生活継続をどのように果たすという観点か
ら、場合によっては考えてもいいと思うが、今すぐ入所施設を増やすことは、ここでは想定し
ていない。

24
市議会公明党
落 合 勝 利

第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策５　住み
慣れた地域での
生活を継続する
ための基盤整備

福祉的な住宅施
策

これからの高齢化を考えたときに、在宅医療、在宅介護というものを支えて
いくのためには、周りのサービスも当然必要ながら、これからの住宅対策の
中にも福祉的な要素について反映していくべきではないかと考えるが、その
辺についてお考えがあればお伺いしたい。

【井出委員】　在宅介護のような個別のことまでは、委員会の中では話してはいない。P.40に
住宅施策全体として福祉的な視点を踏まえてという形では書いてあって、施策としてはたくさ
んやり方があるので、そういったものを広く考えていかなければいけないという総論に留まっ
ている。もう少し具体的な政策に関しては六長になるのではないかと思う。

【渡邉委員】　住宅政策については、厚労省としても重点化をしていこうという方針がある。市
としても、介護保険の枠内あるいはそれ以外でも支援を行ってはいるが、まだまだ課題は多
いということもあるので、いいアイデアがあればいただきたい。

ご意見を受け、基本施策５「住み慣れた地域での
生活を継続するための基盤整備」のリード文に
「住まい」という文言を追加した。

25
空
斉藤 シンイチ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

子どもを取り巻く
環境の変化

子どもと周辺に取り巻くものの課題や問題については計画案に書かれてい
るが、例えばＳＮＳのことや、子ども同士のコミュニティの変化、友達づき合
いのあり方がこの10年でものすごく大きく変化していて、それらをどのように
分析、評価しているのか。

【松本副委員長】　文科省が検討しているチーム学校の中間報告において、教員以外の人
を学校の中に入れ、子どもの支援や学習等に当たらせていくという方向性が出ている。この
９月に公認心理師法案が国会を通過したが、資格を持つ心理の専門職が子どもの教育支
援に当たるため学校に入っていくということの重要性は、効果があると見込んでおり、計画
の中では、スクールソーシャルワーカーを入れていくのだということで、P.18に盛り込ませて
いただいている。

26
自由民主・市民
クラブ
きくち 太郎

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

子育ての楽しさ

調整計画を読んだときに、子育ては楽しい、ぜひこの武蔵野市で子どもを
産み、育てたいと思えるような明るい言葉がいただけたらありがたいと思っ
ている。どのような収入状況の人たちでも２人目、３人目の子どもを産み育
てられるよというような、子育てを前向きに捉えられるものがもっと入ってき
てもいいのではないか。最優先に子ども教育施策をやっていくのだというよ
うな書き込みというか、そういった思いがいま一つ計画案からは伝わってこ
ない。

【松本副委員長】　私は子育ては楽しいことばかりではないと考えていて、なので子育てが楽
しいと同時に、辛いときに辛いと言えるまちにしていかないといけない、そのために色々な仕
組みを作るという思いでP.18、19を書き込んだ。
計画の中で子育てが最優先になっていないというご指摘については、何と比較するかの比
較の対象の問題だと思う。勿論待機児童で困っている方はまだいらして、足りていないこと
は明白だが、比較を変えれば例えば特養を50床つくるのには何年もかかっている一方で、
保育園の入所については数年間で600人以上の枠を増やし、相当のスピード感をもってやっ
ていて、さらにまだやると計画案の中でも書いている。

27
民主生活者ネッ
ト
西園寺みきこ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

子ども支援連携
会議について

P.18に子どもの貧困の連鎖を防止するため、「子ども支援連携会議で検討
を進める」とあり、この辺りの記述は討議要綱に比べると踏み込んだ内容に
なっていると思うが、討議要綱公表以降、子どもの貧困について策定委員
会の中でどのような議論がされたのかを教えていただきたい。

【松本副委員長】　実は山ほど存在するヤングケアラーや、家庭で食事がとれない子など、
声を上げられない色々な方々の声や潜在的な問題に関しても拾い上げて、計画を書くことに
計画の意味があると思っている。それを含めて貧困対策に関して前回の討議要綱と何を変
えたかというと、スクールソーシャルワーカーについてを新たに強化して書いている。ソー
シャルワーカーとの連携の中で子どや、子どもの家庭の貧困にも手を差し伸べていけるよう
にという思いを込めて記述を少し厚くした。

28
空
斉藤 シンイチ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

子どもたち同士の
力

虐待や子どもの貧困等の課題を今回計画の中で出していただいたが、今ま
でやはりこれが表に出なかったことが何よりも問題なわけで、これから先、
子どもたちが今度は子ども同士で力を高めていくことで、サポートがなくても
解決できる、むしろ子どもたち同士でやっていくことのほうが力強さとしては
あるというようなところにうまくつないでいっていただきたいがこの点につい
てもいかがか。

【松本副委員長】　子どもが抱えている課題を子ども同士で解決していくというところは究極
のゴールだとは思うが、幾つかの解決パターンがあってもいいのかなというふうにも思ってい
る。子ども同士が解決し合うピアによる方法や、大人が介入して解決していく方法等幾つか
のバージョンがあって、子どもがそれを選べる。大人が入って介入して解決したからだめ、と
いうことではなくて、そこから解決の方法を学んで今度ピアで解決ができるように成長してい
く可能性もあるので、幾つかのバージョンと段階を用意するのもいいのではないかと考えて
いる。

29
空
斉藤 シンイチ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

第三者による解
決

不登校であるとか、あとはひきこもりなどは家族の中だけで解決しようとして
も無理で、第三者が入らないとなかなか解決していかない課題である。そう
いったことも含めて、第三者が入り、大事な人たちが介入し、ピアにつなが
るというようなステップというのがもう少しわかりやすい形でいろいろな施策
の中に示されていくと、介護やさまざまな今の地域の課題というふうなとこ
ろにもリンクして考えられるのではないかなと思うが、この点についてはい
かがか。

【渡邉委員】　介護分野では、まさにそのとおりだと思う。複合的な組み合わせが重要ではな
いかというのも全く御指摘のとおりで、私としてもさまざまな地域の活動なども意識しながら
計画を立てさせていただいた。多様な選択を当事者が選べるというポイントはとても重要だと
思うので、そのあたりを意識しながら今後の議論に進めていければと思う。
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30
空
山本 ひとみ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

待機児童対策

待機児対策ですが、「いつになったら待機児童をゼロにするのか」と邑上市
長に伺ったら、「当然のことながら、来年に向けて解消を目指す」という答え
だったたが、調整計画の記述のほうが力が入っていない。ここをかえていた
だくわけにはいかないか。

【松本副委員長】　幾つかの自治体はゼロにしたが、また戻っていてということがあったの
で、ゼロにするのがゴールなのか、解消に向けて努力していくのがゴールなのかというところ
の議論は策定委員会の中でかなりしており、結論としては、待機児童の解消に全力で取り
組んでいくとした。

【本田委員】　委員の中でもゼロを目指すというかゼロにするべきだというような意見もあり、
市民からもそういった意見があるので、今後また検討が必要なところかなと思っている。

【井原委員】　私も実は待機児童ゼロと書くべきではないかと。ゼロか解消かの中で大事な
のは、ニーズ調査をした後、それが本市の実態に即しているのかどうかをきちんとした精査
することだと思う。実はその部分は今回抜け落ちている。なので、その解消かゼロかというと
ころをひっくるめてだが、議論をさせていただきたいなと私は思っている。

31
民主生活者ネッ
ト
蔵野 恵美子

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

待機児童対策

「早期の」というのは、ではいつまでなのというような疑問を生んでしまう表
記である。ゼロか解消の努力かとか、もちろん私はゼロを頑張っていただき
たいと思っている。ゼロは目指してもらい、時期に関してはもうちょっと具体
性を持たせていただければと思っている。
絶対この期間中に目指しますという断言ではなくて、この期間中に目指しま
すというような表現であってもいいのかなと思う。

【松本副委員長】　「早期の」は、いつまでと書いたほうがいいという意見もあれば、そんなに
はっきり来年の４月には解消と書けるのかと意見もあり、議論となった。いつまでに解消しま
すと言い切るということは根拠が必要であるが、いつまでにという根拠は示せないけれども、
とにかく早くという意味合いを込めて早期にとした。

32
日本共産党武
蔵野市議団
本間  まさよ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

認可保育園

待機児対策の大きな柱としては、認可保育園というのをきちんと位置づけ
てほしい。認可保育園についての記述というのがしっかり書かれていない。
これはどう議論されて、ここには明確な認可保育園の設置というのが書か
れないのか、御意見も含めて伺いたいと思う。

【松本副委員長】　認可保育園に関しても、今年、ニチイキッズ、やはた保育園も開園してお
り、定員の確保を市は頑張っているようである。あと、既存の認可保育所の建てかえに伴う
定員の拡大も、今後視野に入れていくのかなという認識をしている。

33
日本共産党武
蔵野市議団
本間  まさよ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

３歳の壁

小規模保育から３歳の壁に対応するための連携施設というのは、この５年
間の中できちんとやっていかなければいけないが、これもちょっと書かれて
いないというか、どういう議論が策定委員会の中ではされたのか、ぜひお伺
いしたい。

【松本副委員長】　３歳以上もすごく強化してやりますと書いていないから３歳以上はやらな
いでしょうということではないことをまず御理解いただきたい。

34
日本共産党武
蔵野市議団
本間  まさよ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

市立保育園の役
割

市立保育園の役割について、ここでは建てかえということでの記述はある
が、連携施設としての市立保育園の役割というのも考えられるのではない
かなと思うが、こういう市立保育園の役割ということについての議論はどう
いう形でされたのか。待機児対策の大きな柱である認可保育園、そしてそ
れを担っている市立保育園の役割というのは、本当に大事なことだというこ
とを私としては強く訴えたい。ぜひ御説明と御意見をお伺いしたい。

【松本副委員長】　市立の保育園が果たす役割のみならず、公務員保育士の果たす役割に
ついても認識をしている。やはり市立保育園である以上、公平公正、さらにはセーフティネッ
ト。公務員保育士に関しては、ミクロ、メゾ、マクロ、この３段階の支援ができるという意味で、
私は公務員保育士の役割ということを認識している。
多様な主体が今後保育、あるいは子育てのところに参入してくるときに、行政サービスがや
る、もしくは行政がやるドメインは何なのか、ここに徹底的にこだわって議論をしたし、こちら
のほうにも書かせていただいている。絶対に外してほしくないのは、監査あるいは審査、リス
クマネジメント、ここを行政がやらないでどこがやるのだと思っているので、調整計画の中で
はそこを強調して書かせていただいている。

委員会議論に沿って、「市立保育園の果たす役
割について検討を進める」と修正した。

35
空
笹岡 ゆうこ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

多用な子育て
ニーズ

多様な保育ニーズは働くママだけに限定せずに、本当に全ての子育て世代
を対象にして考えていただきたいと思う。全体の保育ニーズとして、未就学
児、幼稚園に行って未就学児の世帯の視点が抜けているのではないかな
と考えている。今後、文言が入っていないからなかなか動けないことになっ
てしまうことのないようにしていただきたい。

【渡邉委員への回答】　後半の指摘に近いのだと思うが、幼稚園世帯とか
の声がなかなか届きにくい現状というのがあるというのを考えていただきた
いということだけある。例えばその居宅訪問型の保育支援サービスも、重度
障害児向けに今の時点で枠組みをつくってしまうのではなく、幅を持たせて
したほうがいいのではないか。ニーズ把握も難しいと思うが、本当に声を出
していないところというのはたくさんあると思うので、そういう意味も込めて
幅を持たせて書いていただかないと、これは上位計画なので、これから外
れたことはなかなかできないので、そういう意味を込めて要望とさせていた
だく。

【松本副委員長】　多様な保育ニーズのところは、例えば、保育園の開園時間に合わせた利
用の仕方を市民がするというやり方もありなのだけれども、そうではなくて、ニーズに合わせ
てサービスが変わっていく、あるいは多様なサービスを提供することによってニーズがサー
ビスを選べるというような、そういうニュアンスで書いている。子育て全体のニーズに対応で
きるような記述をしているつもりではあるのです。表現が弱いとということであれば持ち帰り
ます。

【渡邉委員からの質問】　ある程度長期にわたる、いわゆる未就学児の保育というレベルを
若干越えた、、そういったレベルの話としてされていらっしゃるのか、あるいは保育の中でも
いろいろな世帯が非常にたくさんあり、未就学の話もそうだと思うのだが、多様な家族形態、
ライフスタイルの中において抜け落ちているものがあるという御指摘なのか、確認させてい
ただければと思う。

基本施策１(3)はとりわけ保育を必要とする世帯
への支援について厚く記載をしている。また、列
挙した事業以外についても幅を持って検討できる
よう「～等の多様な保育ニーズへの対応」として
いる。すべての子育て世代への支援については
基本施策１をはじめ分野全体にわたって記載し
ており、また、基本施策４(2)に幼稚園・保育園に
かかわらず「幼児期の教育の振興」について記
載している。

36
自由民主・市民
クラブ
土屋 美恵子

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

子育て支援者の
役割

公立保育士の役割はもとより、本当に全ての保育園に関わる人たちや子育
て関係に関わる人たちが、家族支援というテーマをしっかりと認識した上で
支援活動に向かっていくという方向性をしっかりと打ち出すべきだと思う。そ
ういう視点を持って保育士及び子育て支援に携わるべきだということを、計
画内に書いていただきたい。

【松本副委員長】　公立あるいは私立に限らず、保育士が子どもだけでなく家族に関わるこ
と、ミクロのレベルの実践プラスメゾがきちんとできていくことが重要だというところは認識し
ている。

委員会議論に沿って以下のとおり修正した。

「乳幼児数の増加と多様な就労機会の拡大など
により、保育所待機児童対策は喫緊の課題と
なっている。市では、平成24年度からの３年間で
624名の定員枠を増加し、2,370名分の枠を確保
したところであるが、待機児童の解消には至って
いない。引き続き保育ニーズを的確に把握し、認
可保育所をはじめとする保育施設の整備をさら
に進め、早期の待機児童解消を目指す。」
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37
民主生活者ネッ
ト
川名 ゆうじ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

市立保育園の役
割の検討

P.18の(3)待機児対策と多様な保育ニーズに対する対応、という題の下に新
武蔵野方式と保育に関するサービス利用の２つあるが、これはこのタイトル
に合った話なのだろうか。公務員保育士のあり方というのも確かにこれから
非常に重要になってくると思っているが、この書き方だとよくわからず、市立
保育園の役割の検討と書かれると民間委託するという意味かと捉えてしま
うが、この点について御説明いただきたい。

【松本副委員長】　（３）は保育園でくくっているためここに入っている。もしかするとタイトルと
内容がずれたのかもしれないので、タイトルを変えるか、中身をどうするかは、持ち帰って議
論したいと思う。

五長の基本施策１（3)「保育サービスの充実」に
待機児童対策、公立保育園の役割、保育の利用
と負担の記載があり、それに対応するように記載
した。なお、委員会にて待機児童対策についてウ
エイトを置いて記載しているので追加すべき、と
の指摘があり「待機児童対策」を追加をした。

38
民主生活者ネッ
ト
川名 ゆうじ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

保育料の見直し

P.18に保育の料金の適正化の話が入っているが、これは突出してしまって
いる印象がある。P.47に適正な受益者負担の話が書かれているのでそこで
十分間に合う話ではないか。ではほかの料金については一体どうなのか、
何故保育料だけここに書くのか。ここ３年で保育料は２回値上げしていて、
それについては理由の説明を受けて賛成したが、待機児問題も解決できて
いない中で、また見直しというのも腑に落ちない。この点について御意見を
伺いたい。

【松本副委員長】　今後適正化の検討が必要となったときに、保育料の見直しについて調整
計画に書いていないまま行うというのは心配だったため、必要なことはやるという方針でここ
に書いている。

保育料の見直しについては、今後も定期的に保
育料審議会を開催し、利用者の費用負担のあり
方を確認していく必要がある旨、保育料審議会
の答申、付帯事項に記述されている。今後の制
度改正、経済状況の変化等の状況を鑑みなが
ら、定期的な保育料の見直しについて検討して
いくこととなっている。また、五長にも当該記載が
あることから、「利用者の適正な」と追加した上で
改めて記載した。

39
民主生活者ネッ
ト
川名 ゆうじ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

保育士の働く環
境

保育士の働く環境という視点が計画案には記載がないと思っている。介護
士のところには記載がある。保育の質を高めたいと書いてあるのだったら、
当然そこに生活に必要な給料を保証してあげないとその質を保てないと考
えれば、計画内に書き込みも必要ではないか。この辺についてもお考えを
伺いたい。

【松本副委員長】　保育士の働き続けられる環境づくりに関して、この場で私が保育士の給
料を上げることを明言はできないので、お給料の問題だけではなく、待遇そのものについて
の検討に関しても、持ち帰りの議論とさせていただきたい。

保育人材の確保と働きやすい環境整備の支援を
図るため、給与等の処遇改善に対する取り組み
を国や都の補助に合わせて進めていく予定との
ことである。しかし、総合計画に直接的に記載す
る段階に至っていないため、記載については見
送った。

40
自由民主・市民
クラブ
土屋 美恵子

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策２　地域
社会全体の連携
による子ども・子
育て支援の充実

訪問支援型事業
の導入

P.19の子育て支援のところで訪問型のということが記載されていたが、これ
はアウトリーチで大事な部分だと思う。どういう議論があって訪問型、という
記載に至ったのか具体的な何かがあれば教えていただきたい。ホームス
タート的な、困難家庭のところに人を派遣するということを一つの事例として
ここに掲げたということだろうか。

【松本副委員長】　当初はホームスタートのようなものをイメージしていたが、それを具体的
に進めるかどうかについては策定委員会の中で議論にはなっていないし、文言として抜いて
いる。ホームスタートを含めてアウトリーチ自体は有効であり、必要と考えるが、それを成立
させるためには基盤がなくてはならない。アウトリーチを成立させ、そして継続できる基盤を
きちんとつくっていくことが今後の課題と認識している。

41
自由民主・市民
クラブ
木﨑　剛

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

自然体験事業

個別的なプレーパークというのを指して出張プレーパークをやるのだという
ことを、ここに言葉として入れることが適切なのかどうか。自然体験というこ
とであれば、ほかの体験事業もいろいろやっているかと思うが、ほかのもの
はやらないのかと。これを書き込めば、必ずこれをやってくれという話になる
と思うので、この件についてはいかがか。
ほかにも身近に行っているところもあるので、自然体験というところでは、先
ほどの理科系の話でいけば昆虫採集だとか、そういうようなことをやってい
る団体などもぜひ含めて、検討していただけたらありがたいと思う。

【松本副委員長】　自然体験事業の拡大ということで、プレーパークとジャンボリー事業の２
つを挙げている。ほかにも自然体験事業をやっているではないかということになれば、それ
を全部書くということになってしまうのか。この調整計画の中では、プレーパーク、このノウハ
ウをもっともっとほかの公園に広げていく出張プレーパーク、今もやっているけれども今後も
拡充していくよという方向性を示しているという記述である。

一事業について個別的に記載しているため、もう
少し広く捉えられるよう、子どもプランの事業名称
に合わせる形で、「プレーパーク事業を充実して
いく」と修正した。

42
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

ジャンボリー

討議要綱で抜けていたジャンボリーについて書き込まれていることは評価
するが、書き方が以前と変わっていて、いろいろやり方を検討すると書かれ
ていたものが、地域の市民や団体がより積極的に関わることができる仕組
みづくりを研究となっている。このあたりはどういうことを思っているのか。

【夏目委員長】　福祉についても子育てについても言えることだが、市民サービスを限られた
状況の中でどう向上していくのかといったときに、従来型のやり方だけではなく、さまざま民
間の力、市民の力、行政は当然のことですけれども、いろいろな力が一体化して、乗り切っ
ていく必要があるというのを、まず全体としての答えとさせていただく。
【松本副委員長】ジャンボリー事業を担う人の固定化や高齢化、減少という現状があると
伺っている。今後、いろいろな方々が、できれば、若い親世代もジャンボリー事業にかかわっ
ていってほしいという願いも含め、いろいろな方々が参加できるような仕組みを今後検討して
いけるようにということで記載した。

43
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

ジャンボリー

第五期長期計画の実施状況一覧の中に、ジャンボリーに関して、財政援助
出資団体に委託すること等を検討すると書かれているが、議事録を読んだ
中ではそこまでの議論はされていないと感じている。今回の書き込みに関し
ては、そこまでの意味というか、思いは入っていないと考えていいのか。

【松本副委員長】　ジャンボリーの実施主体については、これから検討ということで認識して
いる。

44
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

ジャンボリー

担い手不足などのそのための方策として、１つ、青少年のリーダー講習もす
ごく議論されていたと思う。青少年のリーダーを育成して地域のリーダーと
して育てたいという議論もあったかと思う。そのためのスタートラインとして
ジャンボリーもあるので、その辺は認識しておいていただきたい。

【松本副委員長】　ジャンボリーだけではなくて、これからいろいろなものを市民が担ってい
く、市民がつくっていくというところが重要になってくると思う。いろいろな主体を活用という
か、支えてもらいながらジャンボリーが推進できるといいという願いを持っている。

45
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

あそべえ・学童と
児童館の連携

あそべえと学童については一体的にと書かれているが、児童館行政とはど
ういう連携で捉えられているのか。かなり議論があったと聞いているので、
今のところでどのようなお考えでいるのかを教えてほしい。

【五十嵐委員】　あそべえの中に児童館の機能を入れていこうというか、児童館機能を展開
していくように、あそべえでも子どもの遊びですとかそういうのを児童館の職員が巡回したり
とかそういうことで広げていこう、こういう取り組みをやっているわけで、そういうことをまず進
めて、その上で児童館のあり方についてもきちんとすべきではないかというような議論があっ
た。

6 / 22 ページ



第五期長期計画・調整計画案に対する意見集約表（市議会全員協議会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料１－２

大項目
中項目/分

野
項目

計画案の分野

テーマ 回答の要約会派及び議員名 対応案通し番号 意見の要約

46
民主生活者ネッ
ト
蔵野 恵美子

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

０１２３施設と６歳
までの利用

子どもプランでも、この０１２３と桜堤児童館というのは並列して常に載せら
れていて、要するに、桜堤地域、中央地域、吉祥寺地域という考えで出てい
るので、ぜひ一体として全市的に０１２３施設についての記載が欲しい。五
長には、桜堤児童館の０１２３化というようなことがあったが、それはもう全く
白紙になったのかということをまず確認させていただきたい。

【松本副委員長】　０１２３の記述が抜けているのは、必要ではないから抜いてしまいましょう
ということではない。私も０１２３のヘビーユーザーであり、大事にしているところではあるが、
文言として入れたほうが、もし市民としてもわかりやすいというようであれば、持ち帰って少し
検討させていただく。

【五十嵐委員】　０１２３施設化を白紙かと言われれば白紙と言ってもいいと思うが、将来に
わたって０１２３施設化をしないとか、そういうことを書いているわけではない。

「整理・検証し～今後の整備方針を定めていく」と
記載しているとおり、今後の課題として検討して
いくこととしているので、記載のとおりとする。

47
民主生活者ネッ
ト
蔵野 恵美子

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

０１２３施設と６歳
までの利用

いろいろな時代の変化によって、もうちょっと４５６も使えるようなという意見
も出ているわけですから、そういったところをもう少し整理して、この３駅地
域の子ども施設について、改めて調計のほうに載せていただきたいと思っ
ております。

【松本副委員長】　０１２３４５６については、６歳児とゼロ歳児が一緒にいたらすごく怖いよね
といった話は出た覚えがあるが、策定委員会できっちり議論はしていないと思う。個別的に０
１２３を４５６にしますという話は、総合計画の中では扱いにくいので、個別計画の中に落とし
ていく。ただし、どういう方向でいくのかという方向性は、この総合計画の中で明らかにしてい
くことになるので、議論をどこでするのかというと、この調整計画ではないのかもしれないと
思っている。

【井原委員】　子どもたちに対してどんな施策であったり事業が必要ということをきちんと議論
した上で、そのためにどういう人材が必要で、それでこういう施設が必要だよねという、その
議論をきちんとするべきではないかと思う。要するに０１２３だけでいいのですかというところ
が当然出てくると思う。乳幼児と幼児をきちんと区分けした部屋も必要だし、市民の中に異
年齢交流の重要性、それは小学生や中学生もそうだし、なぜ中学生が乳幼児との交流が必
要なのかという、そこのところもきちんと踏まえてからでないと、ただ単に物をつくりました、つ
くったけれども結局効果は上がっていませんよねでは、だめなのではないかなと思う。
今、武蔵野市が一番考えなければいけないのは、建物であったり事業をやった後の効果で
ある。ただつくればいいのではなくて、本当に考えて、もしかしたら複合施設という形も当然
出てくると思うし、そこのところは余り急いではいけないが、集中的に考えることが必要では
ないかなと思った。

48
空
山本 ひとみ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

旧桜堤小跡地

必要な施設は床面積がふえても子育て支援施設はつくらなくてはいけない
と私は思う。児童館を児童館として復旧させるためには、２階にある施設の
行き先をきちんと手立てをする必要もあるし、広報もする必要がある。その
選択肢の一つとして旧桜堤小学校の跡地はある。この点についてどういう
議論があってこうなったのかということをお尋ねしたい。
何が優先順位なのか、どういうものにだったらお金を使えるのか。そして、
どれぐらいのランニングだったら出せるのか、そういう議論をしないと、本当
に困っている人は納得しないと私は思う。
桜堤小学校跡地の活用に関して、何かつくったとしても、将来高齢者とか障
害者の施設に転用できるような、そういう考え方が大事だとほとんど全ての
方が言っていたが、見解を伺いたい。

【夏目委員長】　桜堤小学校の跡地にすぐにというお話だが、もう五長の調整計画という範
囲を私ども越権してしまうのではないかという思いもある。であるから、児童館に関する表記
が市民の意見を聞きながら今後の取り組みを、と表現したということである。

49
民主生活者ネッ
ト
西園寺みきこ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

子ども自身による
意見の反映

討議要綱で「子ども協議会」という文言だったのが、計画案では「中高生世
代会議」という文言に変わっているが、それがどういう経過で落ちついたの
かをお聞きしたい。その「中高生世代会議（仮称）」の目的は、子どもプラン
の策定に意見を反映すると割と具体的なものがはっきり絞り込まれて書か
れているが、子どもプランの策定にかかわらない子どもの意見反映というの
を、もう少し広く考えておいていただけないかと思う。

【五十嵐副市長】　策定過程において常に所管課とも緊密に連絡を取り合っているが、実際
に子どもの意見をどう活用していけるかという意味では、あまり低年齢の子どもというよりは
中高生世代ということでまずはやってみるのがいいのではないかという現実的な意見を所管
課の方でも持っていたので調整をした結果がこの案になったと考えている。
【松本副委員長】　内容に関しては、確かに限定的に書かれており、この内容に焦点を絞り
ながらやっていくが、そのプロセスの中に、子どもたちの意見を吸い上げたり、出してもらうよ
うな仕掛けや仕組みを作ったり、大人のフォローが必要であったりということも入っていると
御理解いただきたい。

50
民主生活者ネッ
ト
西園寺みきこ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

子ども自身による
意見の反映

学童あそべえなど放課後施策の問題については小学生自身の意見を聞く
ということは絶対必要と考える。他でも例えば小学校の校舎の建てかえや
多機能化においても当事者の意見を聞かないということは、多分これからも
あり得ないと思うし、市政のいろいろな場面での子どもの意見を反映すると
いうことを、これから訴えていきたいと思っているが、御意見があればお願
いしたい。

【松本副委員長】　なぜ中高生で小学生がないのかという点については策定委員会の中でも
議論が出た。調整計画は５年の計画のため、まずは中高生でやってみて、そこで培ったスキ
ルなり工夫なりを六長以降で小学生にも落としていく、あるいはそれ以前に年齢を落とせる
ようであれば行っていくという順序で記載していると御理解いただけたらと思う。
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51
むさしの志民会
議
下田 ひろき

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

桜堤児童館はそこまで大きな施設ではないが、子育て支援、保育所が入っ
ている中で「児童館機能の拡充」と明記している。私は機能の縮小かなとい
う意見を持っている。市民参加、議員参加、職員参加により調整計画を策
定している中、全市民のニーズの客観的把握と書いてある以上、きちんと
把握していただき、もう一度委員会で議論して、つけ加える部分にはつけ加
える。桜堤児童館は地域が求める課題解決に向け協議会を設立し、市民
の意見を聞きながら市民の力を生かした運営を行っていくと入れてもらえな
いかと要望が出ているが、その1,200名の署名というのは非常に大きい、ぜ
ひともその辺の御見解をお聞きしたい。

【松本副委員長に対する回答】　子どもの遊び場、居場所が非常に少ないと
いう課題が生じるのではないかと思う。

【松本副委員長】　私からも質問をさせていただきたい。これからの桜堤地区、特に子ども・
子育て支援、あるいは子育ち支援を考えたときに何が課題としてこれから出てくると思われ
るのか。

【松本副委員長】　私はもう少し深刻に考えている。桜堤地区だけを問題にしているというこ
とではないことを最初にお断りをしておくが、新しい住民の方がいっぱい入ってきたため地縁
血縁がなく、自分たちだけで頑張って子育てをしていくには限界がある。そういう中で児童虐
待が起こらないとは言い切れないと思う。起きた後の支援も当然必要だが、予防をしないと
いけない。桜堤地区でそういう予防を担える機能を持つところはどこか。市役所もありでしょ
うけれども、そうではないのではないかとなったときに、児童館の機能・役割をどうしていくの
か、そのあたりのところの議論なくして床面積の話をしてしまうと、本質と人の命を失いま
す。児童館自体がこれから発生してくる子どもの、あるいは家庭の抱える課題をどう予測し
て、児童館自体がそれに対してどういう役割を果たして、そこにはマクロレベルの実践も入っ
てくる。地域づくりである。ということを踏まえた上で児童館の議論をするのであれば意味が
あると思うが、そこがなく、居場所がない、少ないだけの議論になってしまうと厳しい。私は人
の命、母親の命、子どもの命がかかっている大変深刻な問題だと認識している。

52
空
山本 ひとみ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

西部地区の子育てについてニーズ調査を徹底してやっていただきたい。ま
た、児童館はあそべえや学童クラブと違う。虐待に遭っているかもしれない
子、不登校状態の子など困難な子どもにも大いに対応できる施設と私は
思っている。今非常に問題が出ていて、保育園が２階にあることで、お昼寝
のときには１階の子どもたちにちょっと黙っていてねとか言わざるを得ない、
そういうお話をこの前伺った。児童館は児童館だし、保育園は保育園であ
る。別々の機能だということをよく御理解いただきたい。この点についてどう
いう議論があってこうなったのかということをお尋ねしたい。

【松本副委員長】　ニーズ調査については、現状の正確な把握、さらには正確な予測、そこな
くして、ではこれからどうしていきましょうかなんて語れるはずがないので、現状の把握を正
確にやるということがまずは必要かと思う。
桜堤児童館の床面積が奪われてしまった利用者の不満や不信を策定委員は理解をしてい
るつもりである。その上で、ではその今の桜堤地区をどうしていくのかと考え、桜堤児童館の
役割は何なのか、何の機能を付加していかないといけないのか、利用している方々あるい
はその地域住民の方々、子育てをしている当事者の方々、そして議員の方々、行政を含め
てみんなでこれから考えていこうという記述になっている。

【渡邉委員】　市はやっていますよと言うが、恐らく不十分だったのだろうと私は判断してい
る。ただ、これが非常に難しいのは、市民意見交換会で出てきた声が全てのニーズを反映し
ているかというと、恐らくそうではないだろうと。市民意見のことは市民意見交換でもたくさん
出てきたので、策定委員の中でも何らかの形で議論をし、どういった記載になるかはわから
ないが、ぜひ対応していきたい。

53
空
山本 ひとみ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
待機児対策

児童館のところの記述に関しては機能拡充ではなくて機能の充実という言
い方がいいと思うし、保育園待機児童の増加ということに関しても考え直し
たほうがいいと思っている。

【松本副委員長】
児童館の役割としては、遊び場の提供・居場所の提供という大事な役割は残しつつ、新たな
機能として子どもの抱える、家庭の抱える課題の早期発見、さらに予防、さらに早期対応、こ
こがきちんとできる機能を児童館に付与していくことが必要だと思う。児童館は一般的にどう
いう機能が必要かという議論に含めて、桜堤地区に合わせた機能をつけていかないと何の
意味もない。サービスの種類あるいはサービスの量、こうしたものの拡大、さらにはそれぞれ
のサービス内容の質の充実、この両方がないと私はだめだと思っているので、その意味で
拡充という使い方をしている。今ある既存の機能を充実させていってというだけではなく、新
たな機能をつけていったり数を増やしていったりということの拡大のところも必要だと思って
いる。

54
日本共産党武
蔵野市議団
本間  まさよ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
専門性をもっと充実して児童館を充実していくことが議論されているという
話だが、この計画の中で位置付けるべきではないかと思うので、この辺に
について御意見があればお聞かせいただきたい。

【松本副委員長】　今の機能の充実プラス今後の機能の充実の両面、これが必要だと思って
いる。ここを一旦どこかで整理、どこかというのは「市民と考えていく」と書いてあるので、そ
の場で議論していくというイメージをしています。機能をふやしたから必ず床面積を奪われる
ということは、必ずイコールではない。例えばアウトリーチ、これは私は絶対必要だと思って
いる。共助によるアウトリーチは、行政が発見できないようないろいろな課題、あるいはいろ
いろな課題を抱えた家族、家庭を発見することができるし、行政にはできないような支援が、
共助によるアウトリーチで可能になる。この機能をやるためには何が必要なのか、どこが必
要なのかというところ、ここを市民の意見を聞きながらみんなで考えていこうよということで記
載をしている。

55
民主生活者ネッ
ト
蔵野 恵美子

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

私は民間を全く否定しているわけではなくて、保育園は基準を満たせば民
間は構わないと思っている立場なのだが、ただ、この桜堤児童館に関して
は、「民間の活力」はいささか乱暴というか、ちょっとあれっと思うところであ
る。どういったものを具体的にイメージされているのかということを、まず確
認させていただきたいと思う。

【松本副委員長】　民間は企業でもいいと思いし、団体でもいいと思うし、ＮＰＯでもいいと思
うし、何かいろいろな知恵を出し合いながらみんなで、というようなイメージで記載した。

56
民主生活者ネッ
ト
川名 ゆうじ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

児童館の運営に関して、民間の活力という言葉が使われているが、これは
一般的に見ると民間委託していくと読める。民間委託自体が悪いと言って
いるわけではなくて、これを書くことによって、逆に民間委託が目的化してし
まうことを危惧をしている。目的やミッションが明らかになった上で、民間の
力を使ったほうがそれを達成できるのだったらやるべきだが、その理念をこ
れから考えていくにあたって始めからこういう言葉が入ってくると非常に混
乱すると思うが、この点について御意見を伺いたい。

【松本副委員長】　では児童館の運営は市民の力を生かしたものだけでいいのかどうか。市
民だけの力で大丈夫なのか、NPO等の民間の力を借りた方がいいのか。ここの議論なくし
て、民間の活力を入れるか入れないかというところの判断は、今できない。これについては
策定委員会に持ち帰らせていただきたいと思う。

委員会議論に沿って以下のとおり修正した。

「 (3) 桜堤児童館のにおける子育て支援機能の
充実
桜堤地区における乳幼児・児童の増加に伴う子
育て家庭への支援事業の必要性、保育所待機
児童の増加、小学生の放課後の居場所など多
様なニーズに的確に対応する必要がある。桜堤
児童館は、地域が求める課題解決に向け、市民
の意見を聞きながら子育て支援機能の充実を図
り、子育て支援団体など市民の力を活かした運
営を行っていく。」
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57
自由民主・市民
クラブ
与 座　   武

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

英語教育につい
て

文科省において小学校で英語の授業が行われるということが決定され、計
画案でも外国語についてはコミュニケーション能力を高めると書いてある。
小学生のときに英語教育をすることが必要なのかということを思っているの
で、策定委員会の中でどういう議論があったかを示していただきたい。

【松本副委員長】　議員の指摘も理解できるが、だからといって英語教育を中学校、高校、大
学に引き上げていいかというと、そうでもないのではないかと思っているし、これからの子ど
もたちが英語をしゃべらないでやっていけるとはとても思えない。

58
市議会公明党
大野　あつ子

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

理数教育

理数教育の充実ということが入っていない。武蔵野市の教育や第二期武蔵
野市学校教育計画の中にも理数教育の強化ということが入っており、また
国も理数系人材の育成ということをうたっているところであるので、ぜひ理
数系教育の充実ということも明記していただきたい。

【松本副委員長】　理数教育の強化に関しては持ち帰り検討する。

第二期武蔵野市学校教育計画において「重点的
な取組」として挙げられた事項を優先付けして記
載しているため、こちらでは記載していない。しか
しながら、学校教育計画では28ある大きな施策
の１つとして「理数教育の充実」を掲げており、理
科教育推進教員やＣＳＴ（コア・サイエンス・ティー
チャー）、小学校高学年における理科指導員の
有効活用、算数・数学の授業における習熟度別
学習等の取り組みは推進していくものである。

59
民主生活者ネッ
ト
藪原 太郎

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

リテラシー教育
情報モラル教育は大切だとは思うが、どちらかというと受け手になるのでは
ないか。適正な活動を行うためには、情報社会の中で適正な情報をみずか
らしっかりと選んでいく、そういったリテラシー教育も必要ではないか。

【渡邉委員】　ご意見自体は全く妥当なもので、非常に正しく適切な指摘だと思う。ここでは、
発信する対象が必ずしも限定的ではないような、さまざまな状況があり得るということを含め
て、情報モラル教育というものを、その態度という意味で書いている。リテラシーという側面を
我々が無視したわけではなく、そのことも意識しつつも、ここでは負の側面への対応というの
を恐らく重視したので、このような記載になっている。リテラシーという言葉は、わかりやすい
ような、わかりにくいような言葉でもあるので、そのあたり、書き方も含め、再検討したい。

「子どもたちの発達段階に応じて情報を選択した
り活用したりする能力等を育成するとともに」と、
リテラシー教育について追記した。

60
空
斉藤 シンイチ

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

小中一貫教育

P.23に小中一貫教育と書かれているが、これは国の方向性も出ているが、
丁寧に議論を積み重ねていただきたいと思っている。先ほどの子どもを取り
巻く問題というところで、小学校の６年間のライフステージは成長の幅が大
きく、子ども同士の関係というところで、例えばいじめられた場合に逃げ場
がないだとか、あるいは極端に競争が進み過ぎるであるとか、そういったこ
とにならないよう、丁寧な議論が必要と思っている。

【松本副委員長】　９年間の一貫教員に関して策定委員会の中で話題になったのが、やはり
中１ギャップと小１プロブレムをどうしていくのかという点である。そこに対応するために、一
貫した、連動した、連携した、協働した、そういう教育を提供していく必要性があるという意味
でこの記述にしている。

61
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

自校調理施設

討議要綱の際に子どもの体・健康に関して何も書き込みがないということで
指摘し、項目ができたということは非常に評価する。しかし、自校式給食施
設のことが書かれている。体をつくるために食育というのは重要だと認識し
ているが、自校式自体がそのまま食育に結びつくことではないと思ってい
る。前回、学校施設の更新のところに書いてあって、そのときに意見として、
こう書いてしまうと、どんどん進んでしまう。ただ、財政的な懸念もまだまだ
残っている。そこはクリアされていないと思っているが、お金のことも含めて
議論されているのかどうか確認させていただきたい。

【松本副委員長】　食育については、前回の議論も踏まえ大変丁寧に取り扱ったと認識して
いる。自校式の給食に関しては、給食の施設をつくるということだけではなくて、そこに食育
の機能も入れていくということで認識しており、ここに入れた。

62
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

自校調理施設

歴史資料館が思ったよりも費用がかかり、議会からは思いとどまるべきで
はないかという意見もかなり出たが、五長でお認めいただきましたと言われ
た。そうなってくると、その時点でコストの議論というのもある程度必要かと
思う。

【五十嵐委員】　コストについては、今回の策定委員会で突っ込んだ議論まではできていない
と考えている。まず方向性を示し、今後、具体的な話になったときにコスト面も含めての検討
は、改めて必要になると考えている。

63
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

自校調理施設

現在の共同式の調理場の学校でも十分いろいろなことを取り組んでいる。
現在の調理場の職員は、全て手づくりでやっている。そういったことから、市
長も自慢の給食だとおっしゃっているが、自校式にしたらさらにいいという説
得力がまだないようにも思える。

【五十嵐委員】　自校式ですぐそばに栄養士もいたりする中で、子どもたちもその現場を見に
行きやすい、触れ合いやすいという状況の中で、食育については大きく進んでいくものと考
えている。

【松本副委員長】　自校式にしたから食育が推進するという論理ではなく、食育を推進するた
めの自校式にするという認識でいる。武蔵野市では、今まで食育リーダーを選任したり、食
育推進チームを設置したりということで、食育については随分丁寧に取り組んでいる基礎自
治体なのかなと思っているが、自校式をつくれば食育が促進されるということではなく、食育
の促進を含めた自校式施設というところをイメージしている。

64
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

自校調理施設

市内に４校自校式の学校があるが、共同調理場の学校とどれだけ違うの
か。自校式だからうまくいっているということでもないと思っている。
地域人材の活用を含めて効率的な施設運営を行っていくというところが、コ
ストダウンの一つの方法なのかなと思った。人件費である程度コストは抑制
していくのだととれるが、この書き込みに関してはいかがか。

【五十嵐委員】　確かに地域の方々に短時間で働きやすいときに一定の役割を担っていただ
ければ、比較的低い人件費でやっていけることもあるが、単にコストを下げるというだけでな
く、学校は地域がつくっていくもの、地域が支えていくものという根本的なところから、地域の
方々が給食に対してもかかわっていただくべきではないか、いただけるのではないか。そう
いう面もあると。コストのことは当然あるし、コストだけではないと、そのように考えている。

65
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

自校調理施設

今の共同式調理場でも、食育財団の職員の皆さんはすごい技術も持ってい
て、毎日朝から頑張っている。全て手づくりでやって、結果、市長の言う自
慢の給食となってきている。全部を自校式にすると、地域の人を否定するわ
けではないが、これは今の方向性とは矛盾してしまうのではないか。

【五十嵐委員】　共同調理場等の職員をもちろん否定するわけではなくて、そういうプロ、職
員がきちんと責任を持ってやる部分と、可能であればその地域の方々の力、あるいはボラン
ティア的な、いろいろな形での力を加えてやっていくという意味で、地域人材によって進めて
いく。地域人材にシフトすることでコストを下げようとか、そういうことではない。
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66
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

自校調理施設

共同調理場と自校式の両面で検討し、その上で自校式ということで、しかも
ある程度財政的な見通しも立ってということであれば納得もできるが、今の
自校式の話が出てきたタイミングや、これまでの議論ではまだそこまでには
至っていないと思っているので、ここにいきなり具体的に書くべきではないと
いうことを意見として申し上げる。

食育推進のため全小学校のへの自校調理施設
の配置を計画的に進めるが、ランニングコストに
も配慮し効率的な施設運営を行っていくこととし
ている。中学校については新たな共同調理場の
設置を検討すると記載している。

67
自由民主・市民
クラブ
木﨑　剛

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

自校調理施設

議会の中では話をさせていただいて、まだ検討している段階だということで
理解をしていいのかどうか。策定委員会の議事録の中には、副委員長のお
言葉で「全小学校に調理施設を配置することを決めた」というような表現が
書かれている。これは間違いであるのであれば、それはそれで訂正をして
いただきたいし、今現在決定したものではないということの確認をしたい。そ
れをまず最初にお願いしたい。

【松本副委員長への回答】　現在の自校式の給食、そして共同調理でつくっ
ている給食は全く同じものだと、要は質として同じものを提供しているので
問題はありませんと、理事者側からお返事をいただいているので、その部
分では十分だろうと。コスト面では共同調理のほうが安いということを考え
たときには、単純にそこだけの比較、後々さらにいろいろな付加があるので
あれば、それは検討する余地はあると思うが、今現在単純に言うだけであ
れば反対である。

【堀井委員】　教育委員会の施設の整備計画において、全小学校への自校調理施設の配置
の方針が出されている。ただ、まだまだいろいろなことは検討しなければいけないという意味
で、どういう表現をするかは、もう一度考えさせていただきたいと思う。

【松本副委員長】　木﨑議員は自校給食反対か。

【松本副委員長】　コストということを考えると確かにそうなのかもしれない。食中毒の予防と
かを考えたときに、自校給食のほうが拡散が防げるのではないかとか、災害が起きたとき
に、避難所に避難した方々への食事支援をどうするのかということで、多分避難所に避難し
ている人の中には、通常の普通の食事ではなく、軟食、軟菜とか、刻み食であるとか、流動
食であるとか、治療食であるとか、そういうものが必要な人が入ってくるのではないかと。そう
なったときに、私も一中の調理室にはしばしば行っていたが、あれで賄えるのかわからな
い。

【井原委員】　副委員長がおっしゃった災害のことなんか、すごく説得力が私はあったなと
思ったのだが、でもここにはそういうことは書いていない。それからコスト面のことも非常に私
は、ああ、なるほどなとも思った。やはり皆が納得をしていただくということを考えると、もう
ちょっと記述の仕方はいろいろ考えなければいけないのかなと思った。

【堀井委員】　市内で小学校を含めた共同調理場というのは建設が具体的に可能なのかと
いう問題もある。学校改築の時期が迫っている中で、単独にしていくのか、共同調理にして
いくのか、これを考えていかなければ建ててから考えましょうといういうわけにはいかないだ
ろうという答弁をしている。

68
日本共産党武
蔵野市議団
橋 本 しげき

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

中学校給食の共
同調理場

P.22の全世代を対象にした食に関する啓発を推進するセンター的機能を兼
ね備えた、中学校の新たな共同調理場の設置を検討する、というのはどう
いうことなのか、特に「食に関する啓発を推進するセンター的機能」につい
てもう少し具体的にお話しいただきたい。

【松本副委員長】　前回の全協でいただいたお話も踏まえて、計画案では食育というところを
大事にしながら盛り込んできた。例えばだが、給食の試食であるとか、食育に関する情報発
信、そのほか調理場の見学等々食育に非常に重要な役割を果たしていく機能を持った調理
場、というイメージで書いている。

69
自由民主・市民
クラブ
与 座　   武

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

開かれた学校づく
り協議会

P.22の学校と地域の協働体制の充実というところで、開かれた学校づくり協
議会について、今までは小学校なら１つの小学校、中学校なら中学校という
ことだったが、ここには小・中学校の連携による開かれた学校づくり協議会
という記述になっている。ここについてどういう議論があったのかをお知らせ
願いたい。

【松本副委員長】　ここは策定委員会で特に丁寧な議論をしたという訳ではないが、小学校
だけ、あるいは中学校だけでは対応できない問題や、連携したほうがうまくいくような問題も
あるのではないかということで、この記述にしている。

70
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

地域と学校の連
携

地域と学校のあり方、今後、小中一貫教育の中で地域とどのように連携し
ていくのか。コミュニティスクールという言葉では書かれてはいないが、この
辺についての御議論もどのように深めていらっしゃったのか。

【松本副委員長】　学校教育の中で、地域住民も含めた学校教育の運営について考えてい
きましょう、だから学校や教員、保護者だけではなくて、地域住民も含めた子どもの豊かな成
長、学校教育のあり方、学校のあり方、学校の基盤のあり方について議論をしている。策定
委員会の中で具体的にコミュニティスクールという名称を使って議論をしていない。

71
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

特別支援教室
特別支援教室という名称で個別支援教室が実は展開されていたということ
がわかった。これが今後持続可能な教室としてどのように東京都の制度と
整合していけるのか。

【松本副委員長】　名称が変わったのは、東京都の特別支援教室モデル事業が立ち上がり、
名称を変えざるを得なかった。この特別支援教室について中身の具体的な議論はやってい
ない。個別計画を具体的に進めていくというところで、その土台づくり、環境づくり、基盤づく
りが総合計画の役割と思っている。

名称については、整理したうえで用語説明で対
応する。

72
会派に属さない
議員
内 山 さとこ

第４章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策６　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

教育支援センター

教育支援センターについての記述が１カ所だが、そこだけではないのでは
ないか。今の教育支援センターの役割をさらに充実させて、若者サポートと
かそういったこととつなげていくということも必要なことだと思っている。

【松本副委員長】　教育支援センターがすべて対応できるとは思っておらず、スクールソー
シャルワーカーの充実についても記述し、専門職が入っていくことによって、教育の中に潜ん
でいる、あるいは顕在化している課題の発掘と解消に加えて、児童生徒が置かれた環境に
きちんと働きかけていくこと。親とか子どもだけではなく、子どもや家庭を取り巻いている環境
へのアプローチが必要になるであろうことと、関係機関等とのネットワークをきちんと構築し
ていくこともやっていかないといけないし、さらには学校内できちんとチームの体制をとってい
かないと、これも立ち行かないというふうに思っているので、御指摘のところは十分認識して
いるつもりだ。
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73
市議会公明党
落 合 勝 利

第５章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策７　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

学校施設整備基
本方針と公共施
設等総合管理計
画との関係性

P.23の一番最後に学校施設整備基本方針等について記載があるが、公共
施設等総合管理計画とのいわゆる関係性についてはうたわれていない。こ
の辺りの整合性についてはもう少し形として示すことはできないのかについ
てのお考えをお聞きしたい。

【五十嵐委員】　確かにここには公共施設等総合管理計画という文字は入っていないが、教
育委員会で学校施設の方針について今検討していただいている中では、市として今作成を
進めている公共施設等総合管理計画と連絡を取り、すり合わせながらやっている。個別の
方針も公共施設等総合管理計画で出した基本方針なり、類型別の方針というのを踏まえて
やることになるので、学校施設については、基本的な方針などは少し先行して今やっている
が、来年度には施設の整備基本計画をつくるということで整合性を取りながらやっていく。

74
空
山本  あつし

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策１　支え
合いの気持ちを
つむぐ

自治

コミュニティの24ページに、自治という言葉を入れていただきたい。
具体的に新しいコミュニティ構想を検討するとなっている。もう一段、このこ
とを進めていきますよと想定していると考えていいかどうか。

【渡邉委員】　自治については、検討する。前半の方で大枠に入れるべきなのか、施策の体
系の中に入れるべきなのか、そのあたりはぜひ策定委員会で検討したい
この計画案としては、その新しいコミュニティ構想を考えるような委員会等の設置までは恐ら
く念頭に置いて考えている。もちろん、その中で、本当にコミュニティ構想を変えるのか、変え
ないのかといったことは、今後の議論に委ねるべき問題かと思っている。

75
空
山本  あつし

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策１　支え
合いの気持ちを
つむぐ

自治

地域レベルで、自分たちがこういうまちをつくりたいということ、これを総合
的に、いろいろな面を含めて、自分たちで計画をつくって、フォーラムとかと
絡み合わせて、それを具体化し、それに対して市のほうからも必要な支援
やお金が行く、その辺の具体的な動きが出てくるように促していただきたい
と思っているので、その一番の出発点は自治だ。それをぜひ書いていただ
きたい。

【渡邉委員】　７ページの調整計画の基本的な考え方に、五長の考え方に沿って市民自治の
原則というのを入れているが、これは全てにおいて市民自治が最優先の大前提であるという
ことなので、この地域社会のあり方や市民活動の部分に入れるかどうかという点、どう入れ
るかという点は、検討させていただきたい。
個別計画の部分で、総合計画ではなかなか書きにくい部分だが、市民の意見をしっかりと反
映していくということは大前提として想定しているので、書き方は少し検討する、あるいは細
かく書くべきということを含めて、また検討したい。

76
会派に属さない
議員
内 山 さとこ

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動
の活性化

新しいコミュニティ
構想

もう少し大きな枠で新しいコミュニティ構想についてどこかに書き込んでいた
だきたい。

【渡邉委員】　地域コミュニティにかかわる部分は、ありとあらゆる分野に通底する問題であ
ろうということで、「調整計画全体に関わる視点」の「２.地域コミュニティ、地域活動の支援と
協働」という形で書いている。ただ、その上で新たなコミュニティ構想に関しては、ここだけ外
に出すのも変だと考えており、ここの場所に位置づけた。具体的にここに置くとさらに良くな
るという提案があればぜひいただきたい。

77
市議会公明党
落 合 勝 利

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動
の活性化

課題の共有

24ページの地域のつながりの共有というところで、課題の共有とあるが、こ
の部分が、まだまだそこまで進んでいないのかなという気が個人的にしてお
り、この課題の共有がまず大前提にないと、その先につなげていくことは非
常に困難なのではないかと思っているが、その部分についての認識と、今
後どう進めていったらいいかという部分について委員さんの意見をお聞か
せいただきたい。

【渡邉委員】　ご指摘の課題の共有がまだできていないのではないかというのは、全くそのと
おりだと思う。難しいのはそれが武蔵野市の全域でそうなっているというわけではなく、グラ
デーションが非常に大きい点である。地域フォーラムがどうすればうまくいくのかについての
答えはまだなく、色々なところで議論等を積み重ねていただきながら、よい動かし方や課題
を洗い出していく時期かと考える。その意味で、課題の共有はまだまだの部分もあるが、地
域フォーラムという新しい取り組みをツールとしてぜひ活用していただきたい。

78
市議会公明党
落 合 勝 利

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動
の活性化

課題の共有

地域コミュニティ検討委員会の中では、課題の共有について行政のかかわ
り方という部分に触れていたが、計画案の中では直接的には触れていな
い。行政と地域住民との課題の共有であるとか、そういった記述の仕方もあ
るのではないかと思うが、その点についてはいかがか。

【渡邉委員】　策定委員会の中では、行政のかかわり方云々というよりは、例えばマンション
の管理組合等がなかなか地域での集いに参加していただけないであるとか、そもそも大前
提として地域フォーラムを成立させるための基盤をきちんとまず準備していこうという話が
あった。まずは見守り、その中で起きる問題をみんなで考え、解決していくといったアプロー
チでいいのかなと考えているので、まだそこまでの議論はできていない。

79
市議会公明党
大野　あつ子

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動
の活性化

地域フォーラム

地域フォーラムというものを支援していくということだが、本当にこれができ
るのか。今、コミセンの運営自体も固定化・高齢化ということが本当に厳し
い状況にあるかと思うので、策定委員の皆様の地域フォーラムに対するお
考えをぜひお伺いしたい。

【渡邉委員】コミュニティ協議会における高齢化や固定化等の問題はさんざん議論され、ま
たその懸念があることは重々承知している。むしろ、だからこそという部分もある。地域の問
題は起きるし、また特に防災のように、国レベルでは既に地域にやっていただく必要がある
ものも出てきている。そういったものを考えたときに、さまざまな団体があるテーマの中で議
論できるような場をつくっていく必要がある。
　ただし、ご指摘のように、地域フォーラムはむしろ今から市民の方々に育てていただく事業
だと考えている。これがあるから問題が解消するわけではなく、その問題をぜひ皆さんの中
で解消していただく、あるいは少しでも解決を目指していくための舞台だと考えているので、
ぜひこれを活用していただくのを市民の力で考えていただきたいと思っている。

80
市議会公明党
大野　あつ子

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動
の活性化

地域フォーラム

地域フォーラムを引っ張っていくリーダー、いろいろな年代にわたる人たちを
引っ張るリーダーが一番重要なのだが、なり手がいないというのが現状か
と思う。走り出しのうちはある程度行政から援助しないと、地域でお願いし
ます、誰か決めてくださいでは難しいのではないか。そのリーダーのイメー
ジというものはいかがか。

【渡邉委員】　先進的なコミセンを中心に地域フォーラムが既に動き始めている。その事例を
見ていただき、参考にしていただきたい。もう一つ、地域フォーラムは行政側が呼びかけると
いうことを想定している。必ずしも地域の人々が自分たちの問題と考えにくい状況があるか
もしれない中で、行政が呼びかけるということもあるので、そのあたりは場合によっては行政
側も努力しながら、まず１回目、２回目の立ち上げを始めていくことがあると思う。
ファシリテーション能力に関しては策定委員会でも若干議論を行った。どうすればうまくやれ
るのかというパッケージが明確にあるわけではないので、さまざまな検討をしながら、地域の
中で問題解決を図れる人材育成というのも、生涯学習の一環として考えていければ。ただ、
全てに関心があるわけではないので、その個別の関心を引き出して結びつけていけるような
人材育成ができればと考えている。

Ⅲ　文化・市民生活のリード文中の市民自治に
そのような意味を含めている。
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81
自由民主・市民
クラブ
土屋 美恵子

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動
の活性化

中間支援機能

コーディネーター、ファシリテーター、コンシェルジュなどの中間支援機能を
しっかりと進めるべきだと書けないか。それらが個々に活動していることは
認識しているが、今後は合体したような形で中間支援をしていかなくては間
に合わないと感じている。また、地域フォーラムで議論したことのその後の
具現化や実現、行動に移すことを市民がどこまでできるのか。それがないと
共助の市民生活には移らないと思うので、その辺のところをもう一歩踏み込
んで市民活動につなげていくというようなところまで記載したほうよいのでは
ないかと思うが、それについてお考えがあればお願いしたい。

【渡邉委員】　ご指摘のとおり中間支援機能等がとても重要であるということは全くそのとおり
で、既にさまざまな事業を打っているのでここにさらに中間支援機能という記載がどこまで必
要なのかという点については持ち帰って議論させていただきたい。問題解決の主体としての
市民のあり方についても議論のとおりだが、文化やつなぐという役割においては相当いいレ
ベルになっていても、問題解決の主体とまでなり得るところまで行っているかと言われると難
しい部分もあるので、むしろ市民が何かやりたいといったときに、支えるような仕組みを我々
は提供していったほうがよいのかなと考えている。ファシリテーター能力のある人材育成はど
の自治体も非常に難しいし、どういった方法があるか、どのあたりに書き込めるかは持ち
帰って議論をさせていただければと思う。

武蔵野プレイスは、活動したい人に対して団体の
紹介、相談や社協と連携しコーディネート機能も
担っている。また、ファシリテーター養成講座など
中間支援を行う人材の育成に取り組んでいると
ころである。

82
自由民主・市民
クラブ
土屋 美恵子

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動
の活性化

担い手

中高年、高齢者や、退職した方たちが社会の中で介護や子育てなど色々な
部分を担っていかないと市民生活は回らないのではないかなと感じている
ので、先ほど来話が出ている担い手に対して、「支援を行う」だけではなく、
「行動に移すための支援を行う」という具体的なところがまだ弱いように感じ
るがいかがか。

【渡邉委員】　ボリュームゾーンとして高齢者が、やはりその担い手として中心的であってい
ただきたいという部分はある。この点については、市民活動の活性化以外のところでも、健
康・福祉分野のところで、障害者、高齢者の社会参加や就労支援、あるいは活動支援の促
進といった部分で書かせていただいているのであわせて読んでいただきたい。

83
会派に属さない
議員
内 山 さとこ

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策２　互い
に尊重し認め合う
平和な社会の構
築

自治と平和
自治と平和について少し書き込みが弱いのではないか。もっと自治と平和
を打ち出していただきたい。

【夏目委員長】　平和施策の推進というところで、議論も相当程度している。私も平和教育に
ついては関心を持っているし、策定委員会の委員の皆さんの議論もある。そしてここにある
ように、これからだんだん戦争体験者が少なくなってきて、伝えること自体も難しくなってきて
いる状況の中で、そういうことも十分認識をしているということだけを委員長としてお伝えして
おきたい。

84
自由民主・市民
クラブ
木﨑　剛

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策３　市民
文化の醸成

文化の概念

「文化の醸成」と書かれているところもあれば、文言の中には、「文化・芸
術、スポーツ」と書かれているものがあったり、「文化とスポーツ」と書かれ
ているものがあるが、それぞれにと言うつもりはないが、文化という概念を
どのように策定委員会では捉えていたのかということを、ぜひお示しいただ
きたい。

【渡邉委員】　策定委員で文化とは何かという抽象的議論は行っていない。文化は非常に抽
象的で、もちろん多様なものがある。文化とか芸術、スポーツがある場合なのですが、これ
はさまざまな状況に応じて使い分けをしている。やはり例えば障害者の分野であれば、文化
だけでなく体を動かす健康面も含めて文化とスポーツとか、あるいはスポーツ単独にしたりも
しているし、その状況に応じて若干使い分けがあるので、何かすごく深い意図があるという
わけではないが、やはり想定しているものを重きに置くような形で使い分けを行っている。

85
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策３　市民
文化の醸成

文化プログラム
ユニバーサル、本市の魅力ある都市文化、文化プログラムというところは、
具体的にどのようなことを指しているのか。

【渡邉委員】　また、文化プログラムに関しては、ここで具体的なものがあるわけではない
が、諸外国や地域との交流を図るような文化プログラムといったものもぜひ考えて、実現で
きればと思っている。それがどのようなものなのかということは我々としては想定しておら
ず、それはぜひ今後の議論や計画等で考えていただきたい。

【夏目委員長】　武蔵野の文化は何だろうと言われても、さてということが現実だろうと思う。
ただ、少し見えてきたのは、恐らく外国人観光客が武蔵野にも相当訪れるということ。そう
なってきたときに、武蔵野はユニバーサルなものをつくっていかなければいけない。ユニバー
サルというのは広い範囲で捉えていかないと、そういったものも吸収できていかないのでは
ないかという視点で、ここは位置づけている。

86
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策４　市民
の多様な学びや
スポーツ活動へ
の支援

吉祥寺図書館の
指定管理者の導
入

五長からかなり踏み込んだ記述になっている。図書館は郷土的な資料、公
文書等もあり、いろいろな議論があるので、以前のような、運営のあり方に
ついても検討していくという記述であっても、その中で指定管理をまだ検討
していくということになるのではないか。

【夏目委員長】　図書館機能というのは大きく変わっている。吉祥寺図書館に関しても、プレ
イスの成功例が吉祥寺図書館に応用できるのか、できないのか、そういったことを検討した
らどうだろうかということで、この辺のところを見定めているということはあると思う。今後は、
いずれにしても検討していくことになるかと思うが、また改めて策定委員会に持ち帰りたい。

87
日本共産党武
蔵野市議団
橋 本 しげき

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策４　市民
の多様な学びや
スポーツ活動へ
の支援

吉祥寺図書館の
指定管理者の導
入

前回、討議要綱のときは「吉祥寺図書館についても指定管理者制度の導入
を図る」と書いてあって、今回は「導入」を「検討」と、記述を変えられている
が、討議要綱公表後にどういう議論が策定委員会の中で行われたかにつ
いてお話いただきたい。

【小林委員】　私個人は指定管理者制度が図書館に合わないというふうには言い切れないと
思っていて、制度の導入の仕方が非常に重要だと考えている。そのため、指定管理者にふ
さわしい人をきちんと選ぶようなことを検討する余地を残したような書き方をした方がいいの
ではないかということで、例えば実際に武蔵野プレイスで一定程度の成功をおさめていると
評価してもいいであろう武蔵野生涯学習振興事業団なども念頭に置きつつ考えたいという趣
旨でこのような記述にしている。

策定委員会で議論した結果、目指すものは、地
域や施設の特性に応じた特徴ある図書館であ
り、その過程に、指定管理者制度の検討があ
る。指定管理者制度導入が目的とは考えていな
いため、計画案記載のとおりとする。
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88
民主生活者ネッ
ト
川名 ゆうじ

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策４　市民
の多様な学びや
スポーツ活動へ
の支援

吉祥寺図書館の
指定管理者の導
入

吉祥寺図書館への指定管理者制度の導入検討の話は、なぜ策定委員会
の案として計画案の中に入れなくてはいけないか。ここに書いてある「地域
や施設の特性に応じた特徴ある図書館を目指す」というのは全然構わない
と思っているが、先ほどの民間活力の話と同じく、特徴ある図書館を目指し
ている中で、道具として指定管理者制度が適切だったら導入してもいいと思
うが、ここに書くと、指定管理者制度導入が先走ってしまって、導入すること
が目的化してしまうのではないかと危惧しているので、これは削除すべきで
はないか。
吉祥寺図書館への指定管理者の導入の話は、この調整計画の策定委員
の皆さんが初めて公言した。教育委員会事務局内部では検討したが、教育
委員会における議論は今年の７月、８月で初めて行った。現場の図書館の
運営委員会もその話はしていない。現場の意見や教育委員会さえもすっ飛
ばしているという印象だが、その理由が何なのか。
図書館基本計画の大切なポイントは、図書館員の人材育成を図る点だった
と考える。図書館に色々な機能が求められていて、それを実現するには図
書館員の人材であり、それに対して育成計画を図ると書いてあるが、指定
管理者制度を導入したら、その人材はどうなるのか。指定管理者制度の導
入は、図書館基本計画の内容をすっ飛ばしていることにならないか、説明を
お願いしたい。

【小林委員】　私は指定管理者制度という制度自体は悪いものだとは全く思っておらず、何か
のミッションを達成するために最もいい行政の代行者を選ぶというのが指定管理者制度の
本来的な趣旨であり、それを選んで監督するのが行政側の立場だと思っている。そして図書
館だから指定管理者制度がいけないとも思っていない。しかし、この導入の問題は、実は策
定委員会の中で話し合って入った話ではなかったということは言っておきたい。

【堀井委員】　吉祥寺図書館の指定管理者制度の導入の話は、庁内のヒアリングの中で出
てきたのは確かだが、どういう経過で出てきたかについてはもう一度確認をしなければいけ
ないので、その確認を踏まえた上で、策定委員会のほうでもう一度この件についての、記述
の必要性について議論をしたいと思う。

策定委員会で議論した結果、目指すものは、地
域や施設の特性に応じた特徴ある図書館であ
り、その過程に、指定管理者制度の検討があ
る。指定管理者制度導入が目的とは考えていな
いため、計画案記載のとおりとする。

89
民主生活者ネッ
ト
川名 ゆうじ

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策４　市民
の多様な学びや
スポーツ活動へ
の支援

旧桜堤小学校跡
地利用

P.27の旧桜堤小学校のグラウンドについては、スポーツ広場としての整備
を検討するぐらいの記述にしたほうがいいと思っている。まだまだ桜野地区
は子どもも増えるし、児童館の話もあって、求められる機能を達成するため
には、もしかしたら施設が必要になってくるのかもしれないという可能性を
考えると、ここでスポーツ広場に限定しないほうがいいと思っているが、この
点について意見をお願いしたい。

【五十嵐委員】　旧桜堤小学校跡地については、まさに桜野小学校の児童数の推移などで、
暫定的にどういうふうに使っていくかというのが、この調整計画期間中ではないかと思ってい
る。それを整備を検討すると書くか進めると書くかは書き方の問題だと思うので、その辺りは
また策定委員会で議論したい。

旧桜堤小学校跡地については、第五期長期計画
において、「旧桜堤小学校跡地を利用し武蔵境
駅圏に運動広場を設置する」と記述されている。
しかし、一方で、桜野小学校児童数が今後も増
加傾向で推移することが想定されていることか
ら、桜野小学校の第２校庭として活用し、またそ
の後には第二中学校の生徒増加や校舎の改築
も考えられることから、当分、暫定的な運動広場
として整備していく方針である。

90
日本共産党武
蔵野市議団
本間  まさよ

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策４　市民
の多様な学びや
スポーツ活動へ
の支援

市民会館

社会教育という議論は策定委員会の中ではどのような議論がされたのかな
と。市民の方との意見交換会でも、ちょっと位置づけが弱いのではないかと
いう意見が24日のときにあったが、それについてはどういう議論がされたの
か。

【渡邉委員】　策定委員の中では、市民会館が集会機能を有する施設であり、近くにプレイス
があるといった点で、機能重複があるという部分と、しかし市民会館は長い歴史があって、
社会教育施設として充実したさまざまな交流も含めた機能を担ってきて、むしろそれをより促
進するべきではないかという双方の議論があった。基本施策４の（１）に書かれていないの
は、市民意見交換会等でも議論があったので、持ち帰って策定委員会の中で議論していき
たい。
社会教育の重要性だが、ここでは社会教育ではなく「生涯学習機会」という形の表現を使っ
ているが、ほぼ同義として使っている。策定委員会の議論としては、これまでの社会教育、
生涯学習的なものも大事だが、今後は市民活動の活性化にも資するような、地域課題に対
するファシリテーション能力の育成なども、場合によっては生涯学習の機会として提供できて
いくといいかもしれないという議論等があった。
その意味で、社会教育施設におけるさまざまな形での生涯学習機会の拡充は重要だろうと
いうことが議論されており、社会教育は重要だということは特にぶれていない。

策定委員会の議論を踏まえ、市民会館について
も、プレイスやふるさと歴史館とともに生涯学習
の拠点として追記した。

91
市議会公明党
大野　あつ子

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策４　市民
の多様な学びや
スポーツ活動へ
の支援

生涯学習

武蔵野市の生涯学習は、新鮮さが欠けているのではないか。新鮮さ、今す
ぐ動けるような部門というものが、今の生涯学習では、年度の初めに本が
出てしまうので、その途中で何かあっても対応が非常に難しい状況だ。隣
の三鷹市ではネットワーク大学というものを持っている。今、皆さんが知りた
いことを市民の方に供給できるということで、そういう自由度を持った部門と
いうのが必要ではないか。

【五十嵐委員】　非常にそのとおりだ。そのことを、この調整計画の中にどう書き込むかという
と難しいが、日常的な市の行政の中で、教育委員会で行っていく生涯学習への取り組みの
中で、非常に貴重な御意見だと思うので、タイムリーなことを反映できるように努力して進め
てまいりたい。

92
自由民主・市民
クラブ
木﨑　剛

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策４　市民
の多様な学びや
スポーツ活動へ
の支援

スポーツ活動を支
える地域の担い
手の育成

五長のスポーツ振興のところには、「運動やスポーツ活動を支える地域の
担い手を育成していく」という文言があったが、今回の調整計画の中にはそ
の文言が抜けている。実際にはその担い手というのは、まだまだ今でも足り
ないと私は感じているので、さっきの下のほうの地域活動への積極的な参
画支援なんていうのとも絡んでくるものだと思うので、ぜひこの文言は改め
て入れていただきたいと思う。

【松本副委員長】　五長がベースにあって調整や市の中のいろいろなこと、あるいは法律が
変わったりしたことに関して書いているのが調整計画なので、五長に書いてあって調整計画
で抜けたものって、相当実はチェックすればあるはずであり、抜けているからもうそこは今後
５年全然やらないということではないことを踏まえて、持ち帰らせていただく。

基本施策４のリード文において「スポーツ活動を
支える地域の担い手の育成」を追記した。

93
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策５　地域
の特性を活かし
た産業の振興

商店会の実態

商店会については、実態を把握しということは、まだ実態把握されていない
のかなという中でも、２行ぐらい下がると、全商店会に共通する担い手不足
というところで、これは実態を把握したような結果が記述されているなという
ところを感じる。

【五十嵐委員】　商店会連合会の事務局があって、商工会議所の中に職員もいる。連携して
いろいろ把握する努力はしているが、人的な不足などで十分把握できていないというのが、
商店会連合会も含め、そういう認識だ。
商店会の方、商店会の代表者の方といろいろな意見交換をする場で、そういう状況だよとい
う認識としての御意見をよくいただくので、そういうものを踏まえて、個々のどの商店会がど
のくらい高齢化しているかとか、そこまでの全部の数字はないが、全体的な声や認識として
書いてある。
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大項目
中項目/分

野
項目

計画案の分野

テーマ 回答の要約会派及び議員名 対応案通し番号 意見の要約

94
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策５　地域
の特性を活かし
た産業の振興

商店会の法人化

商店会の法人化はかなりハードルが高い。今でも全国でも2,000ちょっとし
かないということと、そのエリアの３分の２が組合員にならなければいけない
とか、そのうちのさらに２分の１が商売をしていなければいけないとか、その
あたり、すごくハードルが高いのにこれを記述した経緯を教えていただきた
い。

【五十嵐委員】　ともかく法人化を目指そうとは言えないと考えてきるので、必要に応じた商
店会同士の連携や統合ということと、法人化等を促すというのを一連の流れの中で記述して
ある。法人化というよりもむしろ、商店会同士の連携・統合というほうが、まずはその段階と
しては求められるのかなという認識を持っている。

95
民主生活者ネッ
ト
藪原 太郎

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策５　地域
の特性を活かし
た産業の振興

セーフティネット
セーフティネットというのが何に対するセーフティネットかというのが、わかり
にくいのではないか。これについて御説明いただきたい。

【五十嵐委員】　最低限のというか、一番大変になったときを支えていくという意味ではわかり
にくいかもしれないが、例えば融資あっせんは重要なセーフティネットの一つであろうと思う。
また、働くことを希望する市民が安定して働くことができるよう、関係機関と連携するとか、こ
れは具体的に何かというものではないが、働く人たちにとってのセーフティネットのようなもの
を充実していくという趣旨だ。

96
民主生活者ネッ
ト
藪原 太郎

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策５　地域
の特性を活かし
た産業の振興

セーフティネット

地域特性を生かしたセーフティネットについて、例えば融資のあっせんな
ど、こういった部分に関しては、決してそれが悪いということではないが、ど
ちらかというと産業の振興からはずれてしまうのではないか。
雇用や市民が働くことのできるようなことに関する内容というのは、この計
画案の中にはないが、例えば雇用や労働、こういった項目に分けたほうが
いいのではないか。

【五十嵐委員】　一つの考え方だと思うので、また策定委員会のほうで議論をしたい。
広い意味で産業振興、産業を維持させ、また発展させていくという上で、必要な資金を確保
していくというのは非常に重要なことであるので、そういう意味では、産業振興の中に中小企
業への融資、下支えというのも組み込んでいっていいのではないかと考えている。

意見として承ることとする。

97
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策５　地域
の特性を活かし
た産業の振興

にぎわい創出

来街者に対するまちの情報提供を充実させることで駅周辺のにぎわいを促
進していくということで、これはまだ継続して地域の方は行っていただきたい
と思うところなので、にぎわい創出を促進していくというところは、もう一度検
討して、ここの中に入れ込んでいただきたい。

【五十嵐委員】　今の調整計画案の中では、28ページの基本施策５のリード文の１行目あた
りに、市全体のにぎわいや活力を生み出す原動力というのが駅周辺の商業なのだという書
き方で触れているが、どう表現していくかは、また今後、策定委員会のほうで考えてみたい。

98
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策５　地域
の特性を活かし
た産業の振興

にぎわい創出
にぎわいに関しては、ちょっと市としてもバックアップしていただけるのかな
というところの記述も、ぜひ検討していただきたい。

99
自由民主・市民
クラブ
与 座　   武

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策７　災害
への備えの拡充

災害への備えの
拡充

P.29の災害への備えの拡充については、五長には直接的な書き込みはな
いが、五長の下位計画である地域防災計画の中には、ここに書き込まれた
ことと同じことが書いてあり、あえて調整計画にも書いたのはこれに優先度
があるという判断なのか、どういう議論があって、わざわざ調整計画の中に
も書き込んだのかその理由をお知らせ願いたい。

【堀井委員】　所管課へのヒアリングを通じてこのような記述を、という話があり、中身として
不適切なものはないと思っているが、他の施策との記述のバランスはあるので、この量が適
切かどうかはもう一度議論をしていきたいと思う。

重要性を再度市民へ周知し、実行に移す意味で
調整計画に記載する。

100
市議会公明党
落 合 勝 利

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策７　災害
への備えの拡充

避難所運営組織
の設立について

P.29に「市立小中学校に避難所運営組織を設立できるように地域への支援
を行う」という記述があるが、これについては現状として、ほぼでき上がって
きている理解である。むしろ今後はその先の支援も含めた形が必要なので
はないのかと思うがいかがか。

【堀井委員】　避難所運営組織は御指摘のようにほぼ立ち上がり、残りも一定のめどはつい
ているが都立高校の避難所組織については、区分け等の点でもなかなか難しいところもあ
り、なかなか高校と直接関連があるというケースが地域の住民の方にはないのでそこの仕
組みは考えていくことになっている。組織が立ち上がっても、あとは実際に機能するかが大
切で、そこの支援をしっかりと重点にやっていかないとということで計画に記載をしている。

101
民主生活者ネッ
ト
蔵野 恵美子

第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策７　災害
への備えの拡充

ペット同行避難所
ペット同行避難体制の整備という項目を、入れていただきたい。
ペットの共生という項目が１項目ぐらいあってもいいのではないか。避難訓
練だけでもそういった部分が入ると、大変効果的だと思っている。

【夏目委員長】ペット同行避難所に関しては持ち帰りたい。
個別計画である地域防災計画において、「災害
時におけるペット対策」に記載している。

102
民主生活者ネッ
ト
西園寺みきこ

第３章　施策
の体系

Ⅳ　緑・環境
基本施策２　環境
負荷低減施策の
推進

ＥＭＳ
P.33の公共施設におけるエネルギー施策の展開の一番最後に「事業者と
の連携も視野に入れたＥＭＳ」という記述があるが、これは具体的にはどう
いうことを想定して書き込まれているのか。

【井出委員】　このＥＭＳというのは、国際標準基準であるISO14001に基づくシステムであり、
市では既に10年近くやっているが、この国際標準規格がとにかく省エネ、ということからもう
少し環境活動や環境全体に対するの意識を高めようという方向に変わるので、この辺で見
直しが必要であるということと、規格が変わることに合わせて考え方を変えて、民間とも協力
して、より効率よく民間でできるところは協働してコストを抑えつつ、より市民の皆さんにたく
さん知っていただくような活動にしたいということで書いている。

103
民主生活者ネッ
ト
西園寺みきこ

第３章　施策
の体系

Ⅳ　緑・環境
基本施策２　環境
負荷低減施策の
推進

エネルギーのス
マート化

スマート化という言葉は、今の一種のはやり言葉で、省エネプラスそれの見
える化ということで私は理解しているが、言葉の意味がそれでいいかどうか
教えていただきたい。また、まちの中で、もっと省エネにまちを挙げて取り組
むためには何ができるのかについて御意見をいただきたい。

【井出委員】　スマート化に関してはそのとおりで、スマートメーターというものが導入される
ので、それを各自が見ていただいて、省エネに取り組んでいただきたいということである。
【麓委員】何かいいことをやったときに、何かその補助が来るということは、今の民間企業、
特に中小の企業においては非常な注目点であり、民間企業の事業者として、例えば省エネ
の取り組みに関して補助金を、ということになればインセンティブは働いていると思う。

104
民主生活者ネッ
ト
西園寺みきこ

第３章　施策
の体系

Ⅳ　緑・環境
基本施策２　環境
負荷低減施策の
推進

水素エネルギー
利用の拡大

P.33のエネルギー消費のスマート化のところに、水素エネルギー利用の拡
大というのが入っているが、唐突な感じを受けた。確かに国ではロードマッ
プをつくって、水素エネルギーの活用が始まってはいるが、今、具体的に市
で取り組むことは思い当たらないがその辺の議論はどうなっているのか。こ
れをやはり今入れなければいけない理由は何か教えていただきたい。

【井出委員】　委員会の中でも、何故突然水素エネルギーなのか、技術的にも社会全体とし
ても利用の拡大までは行っていないのではないかという意見も出たが、これは非常に可能
性がある技術であり、日本の経済や産業においても色々な方が参画できるということで、早
い基礎研究の段階から長期的にしっかり進んでいく必要があるという認識を踏まえ、具体的
な個別の施策を立てたいという思いでここに入れた経緯がある。

105
会派に属さない
議員
内 山 さとこ

第３章　施策
の体系

Ⅳ　緑・環境
基本施策２　環境
負荷低減施策の
推進

地球温暖化、低
炭素社会

エネルギーのところに、地球温暖化とか低炭素社会といったことについての
記述もいただければありがたい。

【井出委員】　緑・環境の冒頭部分に、激しい気候変動といった地球規模の環境変化というこ
とで、地球温暖化も含めた地球温暖化がもたらすそういった環境の変化に対してどう取り組
んでいくかということを書いた。ここにもっとダイレクトに低炭素社会と地球温暖化と書くべき
であるといえば書くこともできるが、地球温暖化の程度に関しては研究者の間でも意見が分
かれているので、慎重にやるべきと思っている。

意見の趣旨は、市の産業振興全体にかかる方
針として、基本施策５のリード文に記載している。
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計画案の分野

テーマ 回答の要約会派及び議員名 対応案通し番号 意見の要約

106
民主生活者ネッ
ト
川名 ゆうじ

第３章　施策
の体系

Ⅳ　緑・環境
基本施策３　「緑」
を基軸としたまち
づくりの推進

二俣尾等に関す
る「資産」という記
述

P.34の緑と水のネットワークのところで二俣尾について「これらの資産を活
用しながら…」とあるが、二俣尾等々は資産ではなく、借りている場所なの
で、資産という言葉を書く必要がなく、削除した方が間違いがないと思うが、
いかがか。

【堀井委員】　この資産というのは現在市が借りている二俣尾、それから時坂の森のことを
言っていて、しかしここでの意味は単に所有物ということではなく、山という資産という大きな
もの、全体の資産という意味で使っているのでそこは誤解はないと思っているが、ただ、その
表現だと市有財産という取られる可能性があるということであれば、もう少し表現を検討させ
ていただきたい。

意見を踏まえ、「資産」の記載を「共有の資源」と
修正した。

107
日本共産党武
蔵野市議団
橋 本 しげき

第３章　施策
の体系

Ⅳ　緑・環境

基本施策５　生活
を取り巻く様々な
環境の変化に伴
う新たな問題への
対応

住民相互で問題
解決できるサポー
トの仕組み

様々な環境問題への対応のところで「生活関係公害への相談の増加に対
して、住民相互の問題として解決できるようなサポートの仕組み等について
検討する」とあるが、これはどういうものなのかというのがあまりイメージが
つかない。近所同士でやるとかえってトラブルになってしまうこともあると思
うが、これはどういうサポートの仕組みなのか、イメージがあったら御説明を
いただきたい。

【堀井委員】　市民間のトラブルが、ご指摘のように最近特に多くなっており、しかしそこに行
政が入るとなると、あくまで行政は法令の立場に立って、法令違反かどうかでしか判断がで
きないので、仲裁がうまくいかないことも多い。もっと市民が、一つのコミュニティとしてその
中で自分たちで問題を解決していくことができないかということで、第三者の市民が市民の
感覚で解決を導けるようシステムを作れればやっていきたいということで記述している。

意見を踏まえ、「本市では、近年、個人間の近隣
騒音等、生活関係公害への相談が増加してきて
おり、住民相互の問題として解決できるよう住
民・地域と連携した対応を進める。」と修正した。

108
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第３章　施策
の体系

Ⅳ　緑・環境

基本施策５　生活
を取り巻く様々な
環境の変化に伴
う新たな問題への
対応

たばこの吸い殻
マナーポイントが廃止されて、３駅全体的にたばこの吸殻という問題が出て
きていると感じている。このあたり、もう１回しっかり記述して、見直せるよう
な環境をつくっていただきたい。

マナーポイントの再設置は予定していないが、環
境美化と安全で清潔なまちの維持は引き続き取
り組む必要のある課題であり、計画案の「良好な
生活環境の確保」の記述に含まれると捉えてい
る。

109
空
山本 ひとみ

第３章　施策
の体系

Ⅳ　緑・環境

基本施策５　生活
を取り巻く様々な
環境の変化に伴
う新たな問題への
対応

放射性物質の調
査

武蔵野市内では放射線量は低減している。しかし、東日本全体では汚染水
も出ているし、土壌汚染も深刻な場所もある。そういうことを考えたら、方向
性が曖昧なので、線量の低下は市内では見られるものの、広域的な海洋
汚染や土壌汚染は国内に広く残っており、市民の健康を守るために長期に
わたる放射性物質の調査が必要であるというような表記に変えていただき
たいと思うがいかがか。

【井出委員】　35ページのあたりに策定委員会でどのように表現するかということを検討した
いと思う。

意見のとおり、原発問題自体は収束しておらず、
放射線対策を安易に止めることは難しいが、計
画案の「状況等を勘案しながら必要な対応をとっ
ていく」との記載は適切と考える。

110
民主生活者ネッ
ト
川名 ゆうじ

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策１　地域
の特性に合った
まちづくりの推進

都市マスタープラ
ンの記述

P.37の調和のとれた都市景観の形成で「都市マスタープランで示されてい
る…」という記述があるが、これもないほうがいいのではないか。都市マス
タープランは第四期基本計画をもとにしている、とプランの前文に書いてあ
り、調整計画に都市マスタープランの話があるとどちらが上位か下位かよく
わからなくなってしまうという技術的な問題が出てくるのではないかと思う
が、この点について意見をお願いしたい。

【堀井委員】　都市計画マスタープランの重要性というのを示すためにここに記入をしたわけ
だが、全体の整合性と上位計画等の考え方から、もう一度ここは精査をしていきたいと思う。

委員回答のとおり、都市マスタープランの重要性
から記載しており、長期計画に基づくものであ
る。分かりやすくするため、一部記載を変更し
た。

111
空
笹岡 ゆうこ

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策３　利用
者の視点を重視
した安全で円滑な
交通環境の整備

子育てバリアフ
リー

子育てバリアフリー、乳幼児連れも移動がしやすいようなという、平成22年
の国土交通省の報告書などでも、今までのバリアフリーという概念では
ちょっと足りない部分が出てきているというような指摘もあるので、ここにぜ
ひ子育てバリアフリーという言葉の概念を入れていただきたい。

【井出委員】　検討させていただきたい。

ご意見を受け、基本施策３（１）を以下のとおり修
正した。
「高齢者や障害者、子ども連れの人などすべて
の人に配慮した建築物や公園などのバリアフ
リー化を引き続き推進していく。」

112
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策３　利用
者の視点を重視
した安全で円滑な
交通環境の整備

民間駐輪場との
連携

自転車駐輪場のことが書かれているが、これは、多分市営のことばかりか
と思う。今、いろいろなところで民間の駐輪場も増えているので、何か民間と
協力・連動できないのか。市だけでなく、民間も参入してきているので、その
あたりも連携をとっていくという記述もあったほうがいいのでは。

意見として承ることとする。
民間駐輪場の参入については、放置自転車対策
への影響や市の駐輪場とのすみわけを慎重に
議論する必要があり、現段階で調整計画案に方
向性を示すことは難しい。ただし、サービス向上
のため連携は図っていく。

113
民主生活者ネッ
ト
藪原 太郎

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

外環の２

外郭環状線の２については、見た感じだと、どちらかというと進めていきま
しょうとも読み取れるが、過去の議会の決議なども考えると、例えば白紙撤
回も含め検討などという表現をしてもいいと思うが、これについて御意見を
伺いたい。

【堀井委員】　話し合いの会が継続中であり、この調整計画案では課題もきちんと明記し、今
後も市は地域住民の意見を十分尊重するとともにという表現をしている、今までの流れを変
えて白紙撤回という言葉を表記することについては。もう少し話し合いの状況を待つべきだ。

114
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

外環への対応

外環への対応というところの上の部分は、大震度区間のところを書かれて
いると思う。前回の長計のところで書かれていた、生活道路への交通の影
響、大気質や地下水の環境への影響というところで、もう一つ、交通がどう
なるかわからないところで、通学路等々が抜け道というか、そういう可能性
もありますので、安全性という言葉をぜひもう一度、ここにも追加していただ
きたい。

ご意見を受け、基本施策４（３）を以下の通り修正
した。
「…、大気質や地下水などの環境への影響、工
事期間中や開通後の安全性などに対する市民
の不安や懸念を払拭するため、…」

115
むさしの志民会
議
下田 ひろき

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

都市計画道路の
見直し

本市の都市計画道路の整備率は約61％にとどまっており、必要のない道
路も整備して100％を目指しているような印象を受けてしまう。例えば３・４・
24号線、天文台通りの北の終点から五日市街道の境橋を結ぶ、幅16メート
ル、距離600メートルの都市計画がある。私はその計画は不必要だと思って
いる。不必要な都市計画は見直し、今後の社会情勢や交通需要などを考
慮するとともに、道路ネットワークとして必要性や優先度を踏まえてと入れ
ていただきたい。

【井出委員】　不必要かそうでないかという議論はたくさんの人の意見を集約すべきであると
いうことも事実なので、それは市民の考えのまちづくりの中で検討することであって、個別の
何号線が不必要だから要らないとかとここに書くことはできない。それは個別の施策の問題
として扱わせていただければと思う。
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116
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策６　住宅
施策の総合的な
取組み

空き家
空き地・空き家は環境のところで書いているだけでよいのか。法改正もあっ
たことから、都市基盤もしくは住宅政策と連携して書かれていかなければな
らないように感じている。

【堀井委員】　空き家を幅広く捉えると、現在住んでいないものということでいけば、当然住宅
対策としてもこれに取り組まなければいけない課題になるが、ここの35ページで挙げている
空き家というのはあくまで景観上阻害要因となっている空き地・空き家、いわゆる廃屋に近
いようなものだ。これについてここで記述をし、そしてストックとしての住宅については、40
ページの都市整備の基本施策６、住宅施策の総合的な取り組みの中で、既存の住宅ストッ
クなどの利活用を進めるとともにというような、こういう記述と分けて書いている。

117
市議会公明党
落 合 勝 利

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策６　住宅
施策の総合的な
取組み

住まいと住環境
の表現

P.41の表題のところで（２）が多様な世代・世帯に適応する住環境づくり、
（３）は良好な住環境づくりということで、これは五長の中では「住環境」では
なく「住まい」という言葉を使っていたが、「住環境」という表現はいわゆる家
そのものではなくて、その周りを含めたという理解なのか、この書き方の変
更に関して何か議論とかがあったのであれば、その辺りについてお聞きし
たいがいかがか。

【井出委員】　単体で建物で物理的に住めればいいという時代ではないのは皆さんご承知の
とおりで、その中でいかに人間らしい暮らしが普通に安心して継続できるかということに政策
の観点が変わってきていることを反映したものである。公共サービスとかコミュニティとの関
わりも考えながら、多様な世代や世帯のニーズを考えようということで、住環境づくりと書い
ている。特に委員会の中で話したわけではないので、もっと委員会の中で議論を、ということ
であれば持ち帰りたいと思う。

118
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策７　三駅
周辺まちづくりの
推進

イーストエリア

イーストエリアについて記入していただいたことはありがたいと思っている
が、新たな利活用という新たなというところは、どのようなことをイメージして
いるのか。周辺にもいろいろな公共施設があるので、その辺もという具体的
な文言があってもいいのか、この想定を地域住民、かなり期待していたの
に、この新たなが地域の方と全然かけ離れた新たなだと、また困るなという
ところがある。

【堀井委員】　現在は自転車駐車場単独で利用している市有地の新たな利活用の検討を進
めるということで、単純に自転車駐輪場を再築するのではなく、ほかの利活用を含めて検討
を進めていくということ。具体的な記述については、地域の皆さんと相談しながら進めなけれ
ばいけないことですので、ここで具体的なものを記述することは適切ではない。ただ、この地
域のイーストエリアについて整備を行うということについては、これは調整計画の策定委員
会としても、計画案としてきちんと出してきたということだ。

119
自由民主・市民
クラブ
きくち 太郎

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策７　三駅
周辺まちづくりの
推進

イーストエリア

市有地の新たな利活用の検討を進め、整備を行うということで、吉祥寺イー
ストエリアの暫定自転車駐輪場等に関してはやはり一歩踏み込んで、ぜひ
本町コミセンを中心とした複合施設の設置について書き込んでいただきた
いと思っているが、いかがか。

【堀井委員】　提案なのでまた委員会で議論はするが、本町コミセンのことも市有地の利活
用の候補には当然入っているとは思うが、まだ地元の希望や地元との協議が具体的に進ん
でいるわけではないため、今の段階で策定委員会が具体的に場所名まで挙げるのは時期
尚早と考えている。

120
自由民主・市民
クラブ
小美濃安弘

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策７　三駅
周辺まちづくりの
推進

イーストエリア
吉祥寺イーストエリアの暫定駐輪場の件で、これはかつても、本町コミセン
についての議論もいただいているところなのでもう一度よく策定委員会の中
でも議論をいただきたい。

【堀井委員】本町コミセンについては、確かに地域の方とはいろいろな話題の中で、建替えと
かというような話も出ていることは承知しているが、まだ全体的にその件で合意ができている
わけではないので、この調整計画の中で具体的なものを明示してやるまでの段階ではない
のではということで、この表示にとどめている。

121
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策７　三駅
周辺まちづくりの
推進

吉祥寺グランドデ
ザイン

吉祥寺のまちづくりを考えるに当たって、長期計画があったり、「ＮＥＸＴ－吉
祥寺」があって、グランドデザインがあると思うが、このグランドデザインに
関しては、かなり前にできたということで、吉祥寺グランドデザインの改定に
ついても検討するではなくて、改定するという、もうちょっと強い文言にしても
いいのではないか。

【堀井委員】　策定委員会の立場で改定すると言い切っていいのかどうか、そこは策定委員
会の中で、もう一度表現については議論したい。

改定の必要性も含めた検討を実施する必要があ
るため、計画案記載のとおりとする。

122
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策７　三駅
周辺まちづくりの
推進

吉祥寺の再開発

吉祥寺については、随分といろいろ記述をいただいたが、検討する、研究
するという言及で終わっている。ここまで書いたのであれば、体制づくり、組
織編成、ここも御展望いただいていなければならないのではないか、そうい
うタイミングではないかと思っている。どこが主体として取り組むのか、そし
て特別会計などの設置についてはどれぐらいのスケジュール感を持って検
討されているのかということが議論されたのかどうかについても教えてほし
い。

【堀井委員】　策定委員会とては体制までは言及しない。まず吉祥寺の開発が必要であると
いう議論をして、その次の体制についてまでの議論、あるいは特別会計を設けるとか設けな
いとか、その辺の議論まではしていない。

123
民主生活者ネッ
ト
川名 ゆうじ

第３章　施策
の体系

Ⅵ　行・財政

基本施策１　市政
運営への市民参
加と多様な主体
間の柔軟な連携
と協働の推進

策定全体を通じて
の課題

今回の策定全体を通じて課題がどこにあったのかという、率直なところを伺
いたい。それぞれ計画の策定の仕方というのは常日ごろ課題はあるかと思
うので、例えば次の六長をつくるにあたって、こういうふうに改善したほうが
いいのではないのかということがあればお聞きしたい。策定委員会の傍聴
も何回かさせていただいたが、委員さんの議論が、言葉の端々について取
り上げていることが多く、本来、中期的に武蔵野市がどっちに行かなくては
いけないのかという本質的な議論をしている時間が非常に少ないという印
象を受けた。言葉のことは別で、後でまとめてほしい、もっときちんと本質部
分について議論してほしいという感想を持っている。

【松本副委員長】　課題を語り出したら切りがなく、この全協のあり方自体も六長では少し考
えてもらいたいと思っている。これを一例にして、ほかにもっとこうしたら、ということはたくさ
んあるのでまた別途取りまとめていただきたい。文字、言葉にこだわり過ぎたということに関
しては思い当たることがあり、作業工程の中で私が反省した部分でもある。何を今議論する
のかという会議の内容と目的が曖昧なまま議論が進んでしまったことがあったという認識は
ある。言葉は使い方により人の尊厳を傷つけることがあるため、私は言葉にこだわりを持っ
ている。ただ方向性の議論を飛ばして言葉のことばかりを議論していたわけではない。

【小林委員】　先ほどの施策の大綱の問題にも関わってくるが、私たちはこの施策の大綱に
すごく縛られていた。私は今回調整計画で初めてここに参加したので、新しくつくるわけでは
なくて、この中でつくらなければいけないのだということにすごく縛られていて、むしろ新しい
ことはできなかったなというのが個人的な率直な感想である。言葉尻の問題については、や
はり今何に対して困っていて、どうしなければいけないかということに議論がすごく集中す
る。困っている方はたくさんいて、それに応えようということがすごく私たち策定委員の中にも
あり、したがって10年20年先のことを見据えてというふうな議論にはなりにくい状況があった
というのは実感として持っている。

124
日本共産党武
蔵野市議団
橋 本 しげき

第３章　施策
の体系

Ⅵ　行・財政

基本施策１　市政
運営への市民参
加と多様な主体
間の柔軟な連携
と協働の推進

選挙

P.44の投票環境の向上というのは、投票所を増やすというようなことも含め
て色々な想定されているのか。もう一点、未来の有権者である子どもたち
に、その発達段階に応じた主権者教育を、具体的にこれからどうやって進
めていく必要があると思われているかをお聞きしたい。

【麓委員】　投票率は今非常に下がっている段階で、いかに向上させるかが本当に民主主義
の根幹に関わることである。議員ご指摘のとおりバリアフリーの環境を整えて投票向上に努
めるということと、児童に対しては、選挙管理委員会と教育委員会とで連携し、模擬投票な
どを実施して主権者意識を育成することを念頭に置いて計画案を作成している。

計画案の一部を以下のとおり修正する。
基本施策７（１）②
「…、暫定自転車駐車場として使用している市有
地の新たな土地利用の検討、整備を進め、エリ
ア全体の活性化を図っていく。」
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125
むさしの志民会
議
竹内 まさおり

第３章　施策
の体系

Ⅵ　行・財政

基本施策３　市民
に届く情報提供と
市民要望に的確
に応える仕組み
づくり

ネット掲示板

市役所のホームページ等に掲示板のようなものを設置して、いつでも市民
から行政とのコミュニケーションが図れるように、そして市民同士が意見交
換できるように、そして各市民がどのような意見を持っているのか、ほかの
市民も把握しやすいような仕組みづくり、策定計画でも時代に即した市民参
加の手法を取り入れてと書いてありますので、そういった時代に即したもの
をお願いしたい。

【五十嵐委員】　ホームページ全体の中でどういう位置づけになるかとか、市のホームページ
で公に誰もが見られる状態にするのにあまりにふさわしくないような御意見が出た場合、どう
管理していくのかとか、さまざまな問題がある。策定委員会として余り議論したことがないの
で、一つの提案として受けとめたい。

126
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第３章　施策
の体系

Ⅵ　行・財政

基本施策４　公共
施設の再配置・市
有財産の有効活
用

PRE
五長の中ではＰＲＥという言葉が明記されたが、今回の調整計画の中には
それが見当らない。しかしながら、日本語できちんと有効活用という言葉で
は示している。その辺の御議論についてどのように展開されたのか。

127
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第３章　施策
の体系

Ⅵ　行・財政

基本施策４　公共
施設の再配置・市
有財産の有効活
用

PRE
ファシリティーマネジメントに基づいて市はＰＲＥを推進してきた。ぜひともこ
の一言は入れておいたほうがわかりやすいのではないか。

128
市議会公明党
落 合 勝 利

第３章　施策
の体系

Ⅵ　行・財政

基本施策４　公共
施設の再配置・市
有財産の有効活
用

公共施設の建替
えと大規模改修

P.46の公共施設の再配置について、いわゆる公共施設の建てかえというこ
とであれば、60年というような長期的なスパンの中で考えていかなければい
けない側面がある中で、施設単体として見てみたら機能を充足させるため
に建てかえまではいかなくとも大規模改修が必要になり、財政的なインパク
トも大きいという認識がある、その部分も含めて、これからの計画に反映し
ていかなければいけないと思うがいかがか。機能もしっかりと拡充をしてい
きながら、上手に更新をしていくことをやっていかなければいけない中で、そ
の道筋が不明瞭と感じている。そういった部分をうまく出せないか。

【五十嵐委員】　公共施設等総合管理計画のような形で、その公共施設の再配置、再整備
のあり方の全体像を今まではっきり示したものはなかったわけで、今後はその大方針に基づ
いてまた個別の計画ができていくと思うので、ある程度やりやすくなっていくのではないかと
思う。

129
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第３章　施策
の体系

Ⅵ　行・財政
基本施策５　社会
の変化に対応し
ていく行財政運営

公会計制度改革

公会計制度改革がこの後行われるが、その中で前提となるのはやはりコス
ト感覚だ。このコスト感覚をきちんと育成していかなければならない中で、選
択と集中の行財政改革は必須のものと理解している。公会計制度改革に
ついて触れられていないのではないかという気がしているが、もし見落とし
があったら教えてほしい。

【夏目委員長】　財政のほうだが、まず１つは公会計制度を導入される。今の段階ではいわ
ゆる財務三表等も既に導入されて、一定の公会計制度の導入を制度的に少しずつつくりつ
つあるという現状認識だ。それを具体的にアクションプランとして実行していくのは、25年、28
年となっているけれども、これは現実、特にこの五長の調整計画の中でこれを特に新しく何
かをということは、先ほど申し上げたように、五長の範囲の中での形で議論してきているの
で、抜本的な改革とか見直しとかいう制度の大きな変革については特に議論はしていない。

130
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第３章　施策
の体系

Ⅵ　行・財政
基本施策５　社会
の変化に対応し
ていく行財政運営

財政援助出資団
体の整理・統合

今々どの辺が課題となっており、今後どういったところが議論の争点になる
かを教えてほしい。

【五十嵐委員】　個別の団体についての詳細な議論まではできなかったと思っているが、団
体にとってメリットがあるかどうかが大事であるといったことや、団体間での具体的な課題の
洗い出しに取り組んでもらって、準備を進めるというような書き方がふさわしいのではないか
というような議論があった。

131
自由民主・市民
クラブ
木﨑　剛

第３章　施策
の体系

Ⅵ　行・財政
基本施策５　社会
の変化に対応し
ていく行財政運営

福祉公社と社会
福祉協議会、文
化事業団と生涯
学習振興事業団
の統合

２月の討議要綱の中には、「統合」というような文言で書かれていた。この書
き方は実際には以前のものよりも前進をしている表現なのか、それとも後
退をしている表現なのか、ここについてお聞きしておきたい。

【五十嵐委員】　具体的に進めなければならない段階になって、それぞれの団体間で具体的
な議論をしていただかなければいけないという意味では前進だと思うし、基本的には策定委
員会としては、具体的に進めていかなければいけない一方で慎重にやっていかなければい
けないと、そういう議論の結果の表現だとご理解いただきたいと思う。

132
むさしの志民会
議
下田 ひろき

第３章　施策
の体系

Ⅵ　行・財政

基本施策６　チャ
レンジする組織風
土の醸成と柔軟
な組織運営

メンタルヘルス
コーチングなど非常に最先端の事業をやっていてチャレンジもいいが、26市
においてメンタルの部分で休職している職員数はトップクラスである。そう
いった人たちがいるという事実はお伝えしておく、検討をよろしく。

【松本副委員長】　今、日本人は４人に１人が一生のうち何らかのメンタルヘルスの不調の病
気を抱えて病院に通っているという時代なので、ものすごく武蔵野市の市役所だけが有病率
が高いわけではなく、何かほかの休職ができるような雇用の背景があるのかもしれず、そこ
はよくわからない。

133
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第４章　財政
計画

２．武蔵野市
の財政の状
況と課題

税収の状況

武蔵野市の税収はほとんどが市民の皆様の個人市民税に担われている現
状がある。たった１割の納税義務者の方が個人市民税のこれまで５割から
６割を支えていただいていたのですが、それが４割ぐらいになってきている。
この状況について策定委員会の中でどのように議論があったか。

【堀井委員】　大きなトレンドの変更はないとは思っているが、ただ長期的には、やはり生産
人口の減少、それから高齢者の増加という面で市民税の今までのような現状が維持できな
いだろうという前提で長期的な財政を見ている。

134
空
山本 ひとみ

第４章　財政
計画

４．財政計画
五長記載の大型
投資等の1,600億
円

第五期長期計画で記載されている20年の期間で1,600億円必要となる大型
投資については、どこまで進んだのか、その1,600億円はどれぐらい消化し
たのかということを聞いたら、調整計画を検討しているからそこで答えると
名古屋財政部長や市長もお答えになった。策定委員会でそういうことを踏
まえた議論があったのかどうか。

【名古屋総合政策部長】　24年度から26年度末までには大体213億円ぐらい既に執行済みで
ある。そのように毎年1,600億円、もう既に更新を迎えているものは投資をしている。インフラ
や施設の更新は続いていくもので、あくまでもそのときの時点のシミュレーションなので、さら
に第六期長期計画のときにはまた改定するということで、その時々で予想して財政計画をつ
くる。

135
空
山本 ひとみ

第４章　財政
計画

４．財政計画 基金

今回も厳しい財政予測があって、ずっと先に基金がなくなるということを書
く。わざわざそういうことを書いて人をおどかすような必要がどこにあるの
か。
　それと基金なのですけれども、前回の1,600億円の必要性の中で、財源の
予測で400億を基金で使うというふうに言っていた。ところが、この計画期間
内、平成でいうと33年度までの基金の予測は440億よりもっとある。いつの
間にか何十億円かふえている。これはどういうことか。

【堀井委員】　将来見込みについて、正しい情報を流して、それに基づいて正しい対応策を
決めて、それが持続可能な武蔵野市をつくっていくのではないか。これは決して驚かすため
に出したのではなく、新しい策をみんなで考えていくための資料だ。

【名古屋総合政策部長】　その400億円については、その1,600億円に対する400億円であ
る。それで、今回財政計画でその基金の積み立ての額も一定示しているが、将来にわたって
基金が平成39年から減少になるということで、それまでは積み立てていくという方針でこのシ
ミュレーションはなっている。

【五十嵐委員】　公共施設の床面積の縮減やリノベーションなどは、計画案の中にも基本的
に盛り込まれていると考えているので、ＰＲＥという言葉が必要かどうかはまた策定委員会で
議論したい。

計画案の中でPREの考え方は盛り込まれいるた
め、計画案記載のとおりとする。
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136
日本共産党武
蔵野市議団
橋 本 しげき

第４章　財政
計画

４．財政計画 財政計画の特徴

第五期の長期計画のときとは違う今回の財政計画の立て方で、基金の額
も含め変わったことによって、財政の今後の見通しというのはどういうふうに
変化し、あるいは変化していないという見方もあるかもしれないが、今回の
財政計画にはこういう特徴がある、というのがあればお聞かせいただきた
い。

【名古屋総合政策部長】　今回は長期の財政予測ということで30年のものをお示ししている。
今後10年間ぐらいは、財政状況は現状の財政状況をほぼ維持できるような形で推移すると
予想しており、五長やその前と比べて長期の計画を立てさせていただきたので、少し先まで
の見通しが立てられた点は大きく変わっている。もう一つは、今と同じ床面積、同じ仕様で公
共施設を建て直していくと、基金が平成52年度に厳しい結果になるという点で、これは将来
的な一つのシミュレーションだが、これについて財政的な議論を市民と議会の皆様と一緒に
できる材料ができたと考えている。

137
自由民主・市民
クラブ
小美濃安弘

第４章　財政
計画

４．財政計画
扶助費の伸び率
の予測

扶助費が５年で11％の増加が見込まれているが、26年度決算では扶助費
は前年比で５％伸びている。かねてから議会での質問に対する答弁でも、
年に３％の伸びとの発言があり、５年で11％というのは見込みとして甘いの
ではないかと思っているが、その辺についてどういう議論があったか。

【名古屋総合政策部長】　扶助費についてはご指摘のように、委員会の中でも事務局のほう
でデータとしてお示しをしたものでは低いのではという意見もいただいた。ただ、今後政策再
編等の手法で扶助費の抑制に努め、伸びを抑えない限りは非常に財政の硬直化を招くこと
になるので、将来的に扶助費を抑える方向で、という考えのもとにこのような形としている。

【堀井委員】　扶助費のことで補足をすると、この間の急激な伸びは、１つは障害者支援法
の関係と、もう１つは、待機児対策を短期間で相当集中してやってきたことによるものと見て
いる。それらは今後一定落ち着く見込みがあるだろういうことで、ある程度控え目な見方をし
ている。

138
会派に属さない
議員
深田 貴美子

第４章　財政
計画

５．長期の財
政予測につ
いて

今後の都市整備
コスト

第五期長期計画の中では今後の都市整備について1,600億円の財源が必
要になるということが明らかにされたが、その後、さまざまな社会情勢の変
化や詳細な見積もりの中で、今後この30年間の中でどの程度見込まれるこ
とになったのか。

【名古屋総合政策部長】　グラフ上の計算で投資的経費は2,700億円である。委員会で御議
論いただく基礎的な数字はこちらで提示した。

139
空
山本  あつし

第４章　財政
計画

５．長期の財
政予測につ
いて

財政シミュレー
ション

財政シミュレーションのグラフは非常に夢がない。今の置かれているいろい
ろな条件をそのまま前提にして、将来予測をつくってしまっている。ただ人を
脅かすやり方ではなくて、頑張れば変えられるということを、幅を持たせて
示しながら、みんなでまちをつくっていくということがすごく大事だと思う。こ
このグラフだとそういう気持ちが感じられない。確定的なものではないから、
グラフに幅を持たせるぐらいのことはできるはずだ。

【堀井委員】　これはあくまで現状の制度の中で行くとこうなるという表示だ。皆さんで努力
し、市民といろいろ議論していかないと、こういう状況になるということを表示しているので、
議員のおっしゃっていることをやってもらうための、考えていくための前提の資料として提示
したというのがこのグラフの意味だ。
表現で、このままであればこうなる、これは避けなければいけない。そのためには、皆さんで
市民と一緒に考えていかなければいけないというメッセージを出せるかどうか、文章の中で
そういう表現ができるかどうかは、検討させていただきたい。

140
空
山本  あつし

第４章　財政
計画

５．長期の財
政予測につ
いて

財政シミュレー
ション

みんなでこういうまちをつくっていくという中に財政の見通しは非常に大事
だ。近いところは割と精度が高くなり、変えていただいたが、将来は現状を
固定化したベクトルでやっている。非常にナンセンスだ。大変いいかげんで
厳しい見方をしている。工夫が要るのではないかと思うし、それはそういう
まちを本当にみんなで一緒につくっていきましょうという呼びかけでもあると
思うので、何とかしてほしい。

【堀井委員】発言の趣旨はよく理解した。ただ、余りに簡単に、それでは厳しいから楽観的な
ものも出しましょうというわけにはいかない。出す以上は一定の根拠を示さなければいけな
い。策定委員会で意見の趣旨を踏まえて議論してみたい。

【夏目委員長】この厳しい状況を一つの事実としてお伝えすべきではないかという認識は
持っている。しかし、市民みんなで盛り上げて、これに対応しようという雰囲気づくりという
か、そういう意味としては、可能性をどこかに表現できればいいとは思うが、策定委員会に
持ち帰り再度詰めさせていただきたい。

141
日本共産党武
蔵野市議団
本間  まさよ

第４章　財政
計画

５．長期の財
政予測につ
いて

長期財政予測

私は調整計画の中に、長期財政予測というのを載せる必要はないのでは
ないかなと思っている。調整計画の中では、ある程度ここに５年間の財政計
画が示されているので、長期計画の中での議論というのはわかるが、30年
後に基金が枯渇するとか、そういうことを調整計画の中で書く必要があるの
かと思う。

【麓委員】　この武蔵野が持続的成長をするために、こういう危機が一定のシミュレーション
ではあることを、市民の方にお示しして、一緒に考えていただくというのが武蔵野らしさ。非
常に意識水準、地域水準の高い方々がいらっしゃるわけですから、いろいろな知恵を出し
合って考えていく基盤となる上でも、この予測についてはお出しするのが適切だと思う。

142
むさしの志民会
議
竹内 まさおり

その他 結婚・出産支援
武蔵野市の出生率は多摩地区で最低レベルだ。子どもが生まれやすい環
境をつくるという、結婚・出産支援に関して記述が見当たらなかったが、そう
いったことを問題意識として持たれているのかどうか。

【渡邉委員】　明確で非常にいい具体策というのがなかなか見当たらないというのが現状だ。
２児目、３児目を産みやすくできるような具体的な政策を総合計画に入れるべきかどうかは
ともかくとして、ぜひこれは皆様からも御意見をいただきながら、我々としても総合計画で、あ
るいはもうちょっと具体的な個別計画等で考えていくべきことと思っている。問題意識を持っ
ていないわけではないが、武蔵野という都市的環境の基礎自治体でできることの問題という
のは、我々としてはなかなか悩んでいるというのが正直なところだというのが策定委員会の
議論だと思っている。

143
むさしの志民会
議
竹内 まさおり

その他 結婚・出産支援

平成27年度版の厚生労働白書によると、64.3％の人から地方自治体など
の公的な婚活支援に取り組むべきという回答があった。地方自治体などが
結婚支援を取り組むべきだ、このことを重く受けとめてほしい。何度も見な
れたキャッチフレーズだが、住みなれた地域で安心して暮らせるように、介
護環境づくりと何度も目にするのですけれども、それよりも自分たちの子孫
を残せる仕組みづくり、生物として根本的なことを打ち出すべきだと考えて
いる。そういった直接的な表現を武蔵野市においても入れてほしい。

【渡邉委員】　キャッチフレーズをどうするかは、また策定委員会に持ち返らせていただきた
い。
ただ、１点だけあえて指摘させていただきますと、どのような状況の方々でも武蔵野の地域
の中で暮らしやすいということを想定している。さまざまな方がいるということの前提条件の
中で、あるいはさまざまな家族形態があるという前提条件の中で、この策定を進めてきたと
いう経緯がある。

144
むさしの志民会
議
竹内 まさおり

その他 結婚・出産支援
結婚を望む人が結婚できる社会、出産を望む人が出産できるような社会、
武蔵野をつるために研究を促進するみたいな記述を入れてもよいのではな
いか。

【渡邉委員】　御意見として承って、策定委員会で再度検討したい。
民間ベースの取組みも進んでいるため、計画案
には記載しないこととする。

財政計画「５．長期の財政予測について」の冒頭
に記載したとおり財政予測は、調整計画を策定
するにあたり、現在の社会経済状況、社会保障
制度や税財政制度を前提とし、市の将来の人口
推計を鑑みた上で、一つの可能性として示したも
のであるが、意見を踏まえ、一部修正した。
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145
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

その他
公共施設に関す
る表現

公共施設のあり方について、最適化や縮減といった言葉があるが、どういう
方向性を見据えて、このような記述になったのか。

【堀井委員】　基本的には、９ページの文章でほぼ表現されていると思っている。市が現在所
有している32万平米の公共施設を単純に更新するとなると莫大な費用がかかるということ
は、前から御報告しているとおり。そのために、その財政負担をできるだけ減らして、希望の
ある武蔵野市を見せるためには、公共施設についても一定の縮減あるいは合理化をしなけ
ればいけないだろう。また社会環境も変わっているので、どういう施設をどういうふうにつくっ
ていくか、再築していくかということについて、最適化、そして縮減を図っていくという方向性
をここでは記述している。

146
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

その他
公共施設に関す
る表現

公共施設に関しては、今あったような縮減というのは、もう皆様頭に入って
いるとは思いますので、先ほど言った最適化だとか合理化という言葉のほ
うが、皆様に伝わりやすく、縮減と言っているのに建てているのではないか
というのは、これは合理化です、最適化ですという説明もつくのかなと思い
ますので、そのあたり、記述の再考をしていただきたい。

意見として承ることとする。

147
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

その他 財政政策の印象
会計学の専門家として、武蔵野市の現在の財政政策でどのような印象を
持ったか、率直な御感想を伺いたい。

【夏目委員長】　まず財政の問題としては、豊かな武蔵野市という印象があったが、今後の
成り行きとしては必ずしも楽観は許されない。当然、財政というものの規律が大変重要な政
策課題に今後ともなり得るだろうなということが予想できる。中期から長期にかけて、この問
題を市民全体で考えていかないと難しいのではないか。次世代にツケを回すということが一
番避けなければならないことだと思っているので、そこを武蔵野市方式の中でいかに実現し
ていくのかということが課題かと思っている。
専門的なことで、会計的なことでさまざまな方策のようなもの、あるいは民間から行政に当て
た方策のようなものが、米国や日本における事例はあるが、必ずしも日本の制度に十分適
合するというわけでもないので、武蔵野は武蔵野のやり方で、みんなで議論しながら、いい
方向に向かっていければいいかと思っている。民間の力も必要なときは入れながら、市民
サービスをどういうふうに向上させていくかということを志向すべきかと思っている。
そうは言うものの、当然、行政としてやらなければいけないこともたくさんあるので、そういっ
たことも公平な視野で見ながら、多くの意見を集約しながら、その実現ができたらいいと願っ
ている。

148
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

その他
策定委員会の議
事録

ネットに公開されている議事録を読むと、副市長もＡ委員、Ｂ委員と伏せら
れているのです。発言を見ると、わかる人が読めばわかるが、市民が見た
場合にちょっと紛らわしいのではないか。行政側の立場として発言するので
あれば、会議録に明示してほしい。

【名古屋総合政策部長】　策定委員会の議事録については、最初の策定委員会の中で協議
して、どのように公開するかということを決定した。あくまでも副市長は策定委員の１人として
参加している。第六期長期計画の策定委員会の中で、そのようなことはまた協議して決めて
いくものと考えている。

149
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

その他
策定委員としての
感想

第五期長期計画策定委員から、唯一、この調整計画へも参画されていると
いうことで、この間の議論や調整計画に対して、どのような御感想をお持ち
か、率直なところをお伺いしたい。また、今の五長ができたときに、これは市
民参加ではなく学者参加だというバッシングを受けたということをおっしゃっ
ていたが、その辺のことも絡めて御感想をいただきたい。

【松本副委員長】　学者市民参加という批判があったのは、この五長と調整計画の話ではな
くて、第一期、一長のとき、他の市民の方々から、市民参加ではなく、学者市民参加ではな
いかという批判が一期、二期、三期ぐらいまであったと本に書かれてあったのを発言したの
で、五長と調整計画の話ではないということをまず押さえておきたい。
それを踏まえた上で、五長をやって、調整計画をやっての感想、所感について、専門性を持
つ市民の参加は肯定的である。専門性を持たない市民の参加を否定しているのではなくて、
両方必要だなというのは、この２回で感じたところだ。総合計画は市の現状分析、今後の予
測、国の動向の３つの視点がないとできないなという印象を持った。専門性を持つ市民の参
加というのはとてもいいと思っている。
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150
自由民主・市民
クラブ
小美濃安弘

その他
施策の大綱の扱
い

討議要綱と今回の調整計画で明らかに変わっているところが１点ある。
我々が五長の策定の時に議決をした施策の大綱の部分が入ってきてい
る。施策の大綱部分というのは例えば文化・市民生活でいうと基本施策１、
地域社会と市民活動の活性化の下の部分である。私たちどの部分を議決
するのかを随分五長の中で議論して、そのときの答えが市政運営の基本
理念及び施策の大綱についてと五長の104ページにしっかりと書いてある。
調整計画では市政運営の基本理念と施策の大綱の改定は行わず、と計画
案のP.1にも書いてあるにも関わらず、この部分が新たに入り、場所によっ
ては随分ニュアンスが違う部分が出てきてしまって、これを私たちはどう理
解したらいいのか。これはつまり施策の大綱の改定ではないのか。

【堀井委員】　長期計画の中で大綱の部分は議決されているので、その部分について調整
計画で変更はできないところからスタートをしている。長期計画策定後の環境や社会情勢の
変化、法令の改正等、何があったかを検討し、あるいは前期の長期計画での実施状況等を
検討して、後期の調整計画の中に取り組むべきものは何かを抽出して討議要綱としてお出
しした。そして討議要綱で御議論をいただいて、議論していただいた内容を踏まえて、もとの
長期計画の構成である大綱ごとの個別の事項のところに戻しているので、あくまで大綱自体
は動かさない、変更しないという大前提で議論をしている。

151
自由民主・市民
クラブ
小美濃安弘

その他
施策の大綱の扱
い

今回の計画案では、我々が施策の大綱と思っていた部分、要するに大事な
ところ、大事な文言が基本施策の直下の文から落ちてその下の各施策に
入ってしまっていて、軽くなってしまった印象があり、まるで施策の大綱自体
が改定をされたという意味合いに取れてしまう。我々は施策の大綱部分を
議決したのだから、もともと大綱に入っていて、現在計画案で各施策の方に
行ってしまった部分について、ぜひ元の場所に戻していただきたいと要望す
るがいかがか。

【堀井委員】　今回の計画案で各基本施策のすぐ後ろの文でお示しをしているのは、調整計
画を策定するにあたっての考え方等であり、これは大綱の変更ではないと考えている。五長
の施策の大綱に当たる部分は今回の調整計画案の本文中には記載していないが、今回の
調整計画の見出しの下の文章が大綱に替わるものではないという理解でいる。

152
自由民主・市民
クラブ
小美濃安弘

その他
施策の大綱の扱
い

長期計画とこの調整計画のつくり方がまさに同じなので、こういう書き方を
したら、読んだ人は施策の大綱の改定だと誤解をすると思う。市民の人に
誤解を招かないように、きちんとわかるように表現を含めて書き直すか、も
しくは注意書きをしていただきたい。もし書き直しをするということならば、極
力、各施策の下に行ってしまった文章やキーワードは元に戻していただけ
るとありがたい。

【五十嵐委員】　確かに項目名自体は施策の大綱のつくりと同じものを使っていて、その下に
リード文がついているので、市民の方から長期計画との関係で誤解を生じてはいけないとい
うことを今改めて感じている。その辺りは策定委員会で議論をして、少なくとも調整計画は長
期計画について議決された内容とどういう関係にあるのかを具体的に、誤解のないように表
記するよう検討したいと思う。

153
民主生活者ネッ
ト
川名 ゆうじ

その他
施策の大綱の扱
い

この計画案がまとまって、冊子にした場合、五長で議決したところはどう記
載されるのかというのがよくわからない。長期計画と調整計画、１冊にまと
めてくれないと見づらくて甚だ大変だなと思っているが、これはどうされてい
くお考えか。
施策の体系の例えば基本施策１の「支え合いの気持ちをつむぐ」の下に長
期計画でいうP.105の施策の大綱の４行が入って、その次につながっていか
なくてはいけないとすると、全体的に文脈がおかしくなってしまうのではない
かという気がしているが、そこは大丈夫か。その辺りをもう少し具体的にわ
かるようにしないと、調整計画を見た市民の方々も混乱してしまうと思うが、
ここについては早急に検討されるという理解でよろしいか。
先ほど井原委員の話にあった膨大な一覧表がわかりやすい。これを全部
出すというのも難しいが、この表も含めて表で見せるか、１冊にまとめるか
しないと、この本体の長期計画と調整計画の位置づけがわからず、調整計
画だけを読んでいろいろ考えてしまう可能性があると思うが、この点も早急
に検討していただけるか。
調整計画の策定の方法として、この一覧表を読み込んだ上でつなげていく
という検討であったのかということについて確認したい。

【名古屋総合政策部長】　議決をいただいた長期計画のうちの市政運営の基本理念及び施
策の大綱については新たにつくる調整計画の中に当然ページとして入れていくことを考えて
いる。施策の大綱の文章を直接この調整計画の基本施策の中に入れるというよりも、これは
また長期計画のように一覧であって、その趣旨のもとに調整計画が書かれているということ
なので、色々ご指摘いただいた点を踏まえて内容についてはまた今後調整をさせていただ
きたい。全体についても、両方の冊子を持つとなると混乱するという話もあったので、その辺
は１冊でまとめるつもりだが、よく検討をしたいと考えている。

調整計画では、「施策の大綱」の改定は行わな
いことを明記している。
そのことが具体的に分かるよう記載した。

154
会派に属さない
議員
深田 貴美子

その他
市長公約と調整
計画

市長任期はあと２年だが、マニフェスト、公約の中でこれだけは調整計画に
も書き込んで実現していきたいというものがあったと思う。それについてど
のような御議論があったか。

【夏目委員長】　施政方針との関係については、私ども策定委員は、この調整計画は市長に
答申するという形になる。しかしながら、この五長の調整計画、いわゆる10年の見通しの長
期計画ではなく調整計画なので、基本的なところは変えないというのが前提で、ただ、時代
の要請に必要なものあるいは環境の変化、あるいは法令の改正、そこの部分に焦点づけて
議論をしている。したがって、特に矛盾が生じるという認識はしていないので、その辺のとこ
ろは御了解いただきたい。

【堀井委員】個々具体的な問題ではなく、策定委員会と市長との議論等を通じまして市長の
考えは承っている。ただそれを具体的に個々この計画に盛り込んだかどうかについては、そ
れは皆様のほうで御判断をいただきたい。

155
民主生活者ネッ
ト
西園寺みきこ

その他
市民会議委員の
人数

策定委員会10人の中に市民委員２人という枠は前回の五長のときから同じ
人数割だが、どのように感じているか。

【井原委員】　遠慮なく意見は言わせていただいてきたので２人で足りないとは思っていない
が、自分たちも14万市民のうちのたった２人でしかないので、ほかの人たちの意見をどう吸
い上げるかということを考えたほうがいいという意見は市民会議のときからさんざん出てい
た。そういう機会を増やす、もしくはやり方をもっと効果的なものにするという作業は必要かと
思う。
あとは、議会の皆さんの関与を何しろ多くしていただいて、例えば今日のこういった会議も、
分野ごとに開くことができればもっと深い議論ができるのではないか、など、市民の声を聞い
ていくことに関しては、いろいろな考え方があると思う。

【本田委員】　私は選挙で選ばれているわけでもないので、この計画は市民を代表して決め
たというような使われ方をされると、その自信はない。

調整計画では、「施策の大綱」の改定は行わな
いことを明記している。
そのことが具体的に分かるよう記載した。
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156
民主生活者ネッ
ト
西園寺みきこ

その他 市民参加
今回の調整計画の策定委員には、10人の公募市民会議委員の中から２人
選ばれて入っているが、市民参加の一つの象徴とも言える市民委員のお２
人に、策定委員を務めた感想をお聞きしたい。

【本田委員】　小さい子どもがいるが、なかなか他に保育が頼めないこともあるので、策定委
員会出席時に託児を市の方でフォローしていただいた。こういう仕組みがあるとやはりいろ
いろな立場の人が参加できやすいので、もっと別の会議でも広げていってほしいと思う。　あ
とは文言の話で、同じ言葉でも、市側と市民の側とでかなり解釈に開きがあることが議論の
中でも出てきていて、そこが難しいと感じている。

【井原委員】　調整計画や長期計画が、市民のための計画であるという点で、こうすることに
よって、市民の生活がこう変わるという書きぶりがあったほうがよかったのではないかと思っ
ている。策定の方法に関しては、議会の皆さんあるいは市民の皆さんからの意見聴取のタ
イミングは課題と考えている。会議数が密になっていく中で、行政の皆さんが文章案を作成
し、提示することが多く、それはありがたいがそうすると策定委員会ではどうしてもここをこう
修正しようという議論の組み立てになってしまっていたので、そこは反省として、次のために
最後何か提案ができればと思う。
あとは、五長に書いてあった文章を細かく分け、五長の冊子の後半にある施策の体系図を
全部落とし、五長策定後の実施状況と、調整計画でどのような書きぶりとなったのかを一覧
表にしたものを事務局にお願いし、作っていただいた。五長にこう書いてあったものがこうい
うふうに事業展開したのを見える化したつもりである。これをもとに、なぜやったのか、なぜ
やらなかったのかという話ができるし、本当は調整計画みたいなものは、この一覧表のよう
に変遷がわかるようにつくった方が早いのではないかと思う。少しでも市民に伝わりやすくな
るような、そういう計画のつくり方をしていって欲しいと思っている。

157
むさしの志民会
議
竹内 まさおり

その他
市民と市議会の
関係改善のため
の書き込み

先日いただいた無作為抽出市民ワークショップ３の報告書の中で、市議会
の廃止という意見が一番の得票数を得ていたとある。これに関してどのよう
な議論があったのかということと、投票率も40％と低いことを鑑み、市民と
市議会の関係改善のためにも、何かこの調整計画で反映することはないか
について意見をお聞きしたい。

【名古屋総合政策部長】ワークショップでの市民の方の投票ということで、そのような結果に
なっており、その結果については、策定委員の皆様には結果として紹介したが、委員会の中
で突っ込んだ議論はなかったと記憶をしている。このようなワークショップで、私どもはやはり
市民の方が率直にどういうことを市に対して考えているのかということが聞けると考えてい
る。再三、議会の皆様からも御指摘をいただいているが、必要な方に必要な情報を的確に
伝えていかなければいけないというのはワークショップでも聞かれた意見であり、ワーク
ショップの投票結果についても言えるのではないかと考えている。

158
民主生活者ネッ
ト
西園寺みきこ

その他
長期計画の策定
について

今回の調整計画の策定を傍聴という立場で見ていて、次の六長ではやはり
見直し、全体の枠組みを変えなければいけないのではないかという危機感
を持っている。委員の立場として、次の策定に向けての所感をいただけれ
ばと思う。

【夏目委員長】　自分たちの思いについてを議論する時間というのはほとんどなかったのか
なという思いはあるが、守るべきスケジュール、２時間というような限られた時間の中で、さま
ざまな領域についての審議があったと思っている。策定において特に新しく工夫したことと言
えば、まず最初に五長の方向性を明記して、情勢の変化のところを柱にしながら、計画全体
を貫く横串の部分というのを入れた事である。特に横串のところを考えていくと、文章をやは
り多少なりともいじらざるを得ないという部分があるので、残りの策定委員会でできる限りの
議論を尽くして、少しでも議員の皆さん方にも御納得いただける今後の方向性を出せればと
いうふうに思っている。

159
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

その他
調整計画の仕上
がり

この先、見通しは明るくないということが議論の中でも多くされている。現実
を見ればしっかりとやっていかなければいけないが、最終的なこの調整計
画の仕上がりとしては、その先、こうしたらよくなる、みんなで頑張ってよくし
ていきましょうみたいなメッセージが伝わるといい。これは、感想として申し
上げておく。

ご意見として承ることとする。

160
自由民主・市民
クラブ
高野　恒一郎

その他 副市長の立場
策定委員は、専門家の先生方が６名、市民会議の委員さんが２名と副市長
が２名だが、副市長は基本的にどういう立場というか、スタンスで参加され
ているのか。

【五十嵐委員】　武蔵野市方式で、市民・学識経験者を中心に市民の力で長期計画あるいは
調整計画をつくり上げたという歴史がある。副市長は行政側として、具体的な個々の行政分
野での行政の現状や行政側からの考え方を必要に応じて発言させていただくということで、
議論の中心は副市長以外の策定委員の皆様方であるべきだと考えている。基本的には、そ
のようなスタンスで臨んだ。

161
会派に属さない
議員
深田 貴美子

その他
未策定の個別計
画

調整計画の中に、議会にまだ報告をしていない計画がたくさん出ている。こ
のタイミングで議会にこの調整計画について意見を求められても、なかなか
厳しい状況だ。今後この点についてはいつごろの報告となり、私どもがこの
ことについて、責任を持って調整計画を了解していくに当たっていつごろの
報告になるのかを教えてほしい。

【堀井委員】　策定委員会からその話はなかなか難しいと思っている。これから策定しなけれ
ばいけないということを議論し、それに基づいて行政側は策定をしていく。その内容につい
て、必要があるものは改めて議会のほうにも報告するという運びになるだろう。

162
民主生活者ネッ
ト
西園寺みきこ

その他

無作為抽出市民
ワークショップで
出た意見と策定
委員会の議論と
の連関

間口を広げるこの取り組みである無作為抽出ワークショップと、計画策定の
議論の中身というのは、具体的にどういうふうに連関できたのか、あるいは
できなかったのかを委員長にお聞きしたい。

【夏目委員長】　策定委員会の議論を進めるときに、無作為抽出ワークショップでの議論の
内容は私ども委員にきちんと回ってきており、参考にさせていただいていることは間違いない
が、直接的な個々の突き合わせまではなかなかできていない。全体として見て、こういったと
ころに市民の大事な要求があるのだなということは見せていただいており、その辺は認識し
ているつもりである。

163
空
山本  あつし

その他

全分野にわたって、そういう考え（厳しい財政予測であっても、市民みんな
で対応していこうという考え）が必要だと思う。変わってくるということをみん
なで頭の中に入れながら、思い浮かべながら、それが持続可能な財政と社
会をつくっていくということに結びついていくような、頭でこういうことを見ると
いうのはすごい大事だと思っている。そういうところからすれば、ちょっと古
典的かなと思い、それが残念だ。

ご意見として承ることとする。
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大項目
中項目/分

野
項目

計画案の分野

テーマ 回答の要約会派及び議員名 対応案通し番号 意見の要約

164
自由民主・市民
クラブ
堀内　まさし

その他

建物の更新のときに民間が入ってくるときには、住と商の連動の複合施設
というのは絶対的な検討課題になり、また人口がふえる要素もあるかと思う
ので、人口が減るから公共施設も減ってという負のスパイラルではなく、活
力を生み出して、暮らして、働き、楽しめるようなまち。産業振興計画にもあ
りますように、そういった視点でもぜひ前向きに、これからも人口が減る、減
るではなく、ふえている都市もありますので、武蔵野市はそういうポテンシャ
ルもまだあると思いますので、そういうところも考慮していただきたい。

ご指摘のとおりと考える。
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大項目 中項目/分野 項目

1
１　これまで
の実績と状
況の変化

Ⅱ．市民と市
政を取り巻く
情勢の変化

３　桜堤地区を中
心とした人口増

桜堤地区の施策
の見直し

桜堤の人口が増えて、子どもが増えて、困っている。ぜひ具体案を入れて、ここに書いてくだ
さったとおりにしてほしい。また、どこの部分を見直すのかもわかりやすくしてほしい。

施策の体系の各分野の中で示している。

2
１　これまで
の実績と状
況の変化

Ⅲ．武蔵野
市の現況と
将来

１　人口推計 人口推計
人口推計のピークの見込みが25年もずれているが、「変化はなかった」と文章を締めくくってい
る。これでは大きなずれが伝わらない。

あくまで人口ピークの話で、桜堤は一時的に増えたが、人口構成比そのものは変わらない。

3
２　調整計画
の基本的な
考え方

Ⅲ．調整計
画の重点取
り組み

１　高齢者福祉計
画、障害者計画
の着実な推進

地域支援事業

医療介護総合確保推進法によって、10月１日から介護支援が大幅に市に移管された。1,184名
いた要支援１・２の方は、10月１日からどう支援を受けておられるのか。要支援１・２の方は従
来、専門家の方が対応していた。サービスの質の低下が心配。要支援１・２といっても単純では
ない。抜かりなく、しっかりやっていただきたい。

市民に参加していただくいきいきヘルパーは家事援助などをやっていただき、身体介護のような専門
性を要するものは従来どおりの区分を考えている。
高齢化は進んでいくが、その対策として幾らお金をつぎ込んでも、医療や介護を充実させられない。武
蔵野市の要介護支援１・２の方は、現段階では地域支援事業という形で、これまで受けていたサービス
を生活支援という形で受けている。今後は、地域の人々も一緒に参加していただきながら支える形でな
ければ、財政的にはもう負担できない。高齢者あるいは高齢者を支え介護をされる方の生活の質を維
持していくには、地域の皆様と専門家と行政側とがタイアップしながら、地域ぐるみで支え合う仕組みが
必要になる。

4
２　調整計画
の基本的な
考え方

Ⅲ．調整計
画の重点取
り組み

２　多様な主体に
よる子育て支援
施策の実現

切れ目のない支
援

「妊娠・出産期から切れ目のない子ども・子育てを支援する」とある。子どもというのは０～18歳
だが、ここに書かれているのは０～３歳または小学生と限定的になっている。ここで漏れている
３～５歳、中高生に関しての記述もあるべきだと思う。

施策の体系「Ⅱ子ども・教育」の中で記載している。

5

第１章　これ
までの実績
と情勢の変
化

Ⅱ．市民と市
政を取り巻く
情勢の変化

３．桜堤地区を中
心とした人口増

児童館の拡充
児童館のように全児童を対象とし、子どもに寄り添える施設は必要だ。また、武蔵野市の子ども
の施策に欠けているものを補えるものである。桜堤児童館だけでなく、子どもの施策として児童
館について策定委員会で話し合って欲しい。

児童館の議論は、策定委員会でも回数を重ねて行ってきた。現在の児童館の位置づけは、過去、コミ
セン構想やあそべえなどさまざまなアイデアがある中、子ども政策全体の中で検討してきた結果、とい
う認識を策定委員会も持っている。今後は、市民も巻き込んだ話し合いの中で方向性が出てくると思
う。武蔵野市の子どもをみんなで守って、どこで、どういうふうに育てていくかということが一番大事なこ
とであって、それも全地域で一定の施策が行き渡ることが必要だ。

6
第２章　調整
計画の基本
的な考え方

Ⅰ．第五期
長期計画の
基本的な考
え方

２．地域コミュニ
ティ、地域活動の
支援と協働

多様な公共サー
ビスの担い手との
協働

「必要な公共サービスの量的拡大と質的向上を、企業、ＮＰＯや市民活動団体等との協働型の
取組みを構築する」とは、どういうことか。言葉が不足しているのではないか。

意見を踏まえ、分かりやすい表現に修正した。
「これらの活動を支援するとともに、企業、NPOや市民活動団体等との
協働型の取り組みを構築し、必要な公共サービスの量的拡大と質的
向上を図る。」

7
第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策１　支え
合いの気持ちを
つむぐ

障害者
調整計画案では、病院から引き継いで社会復帰をしてもらうことについての記述があるが、病
院にかかる前の段階についての記述がない。

こころの健康については、広く予防を含めた議論として書かせていただいた。予防というのは、症状が
一番シビアなところの前の段階で、健康・福祉の医療の部分、既存のものをいかに運用していくか、と
いう問題だと思っている。

8
第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策４　誰も
が地域でいきいき
と輝けるステージ
づくり

障害児への支援
「高齢者・障害者の活動支援の促進」は、大人の障害者向けの内容と思う。特別支援教育も特
別支援学級に通える程度の軽い子に対する内容となっている。

障害児あるいは障害児を育てている家庭の支援は、調整計画では力を入れて書き込みし、策定委員
会でも議論を重ねてきた。具体的には17ページの（１）で「心身に何らかの障害のある子どもやその親
が」「節目で途切れることのないように」など、ワンストップも検討していただくことを議論の俎上にのせ
ながら書いた。

9
第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策５　住み
慣れた地域での
生活を継続するた
めの基盤整理

くぬぎ園の跡地利
用

桜堤の団地は、とりわけ高齢者がお住まいで、ひとり住まいの方も多く、診療所の要望が非常
に強い。医療系サービスは、充実したものを取り入れていただくよう、都と十分協議をしてほし
い。

市は、高齢者・障害者への一体的な医療サービス提供ができるものをという基本姿勢で都に提案して
いるが、まだ事業提案がなく詳細が分からない状況である。市の提案ができるだけ反映してもらえるよ
う、引き続き協議していきたい。

10
第３章　施策
の体系

Ⅰ　健康・福
祉

基本施策５　住み
慣れた地域での
生活を継続するた
めの基盤整理

くぬぎ園の跡地利
用

団地自治会と市と元住都公団の三者で、新しくマンションができた地域に診療所を誘致しようと
したが、応募者がなく実現しなかった。身近なところに医療施設が欲しいという思いを住民は
持っている。

ご意見は、今後の協議に生かしていきたいと思うが、地域のすべての方がいつでも使える医療系機能
を持つかどうかは、はっきりしないていない。市から提案している障害者のグループホーム、都の施設
がお住まいの方も利用できるよう、今後協議を進めていく。

11
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

少子化対策
少子化対策について一切触れていない。安倍内閣は、三本の柱の１つとして希望出生率1.8を
目指すとしていますし、武蔵野市は一歩先んじて少子化対策に取り組むべきではないか。

具体的な政策の１つに未婚化対策があるが、これは非常に難しい。現実的には、既に子どもがいる方
に２人目、３人目も産みやすい環境を整えていく対策になるかと思う。また、働きやすい両立支援が重
要となるが、これは国・企業が対応しなければいけないことになっており、実効性を踏まえたうえで、基
礎自治体である武蔵野市ができる少子化対策は何なのか考えていく。

12
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

障害を持つ子ども
への支援

放課後デイは全然ないし、軽度の子は行けない。軽度でなくても、週に１日あいていればいいほ
う。施設が全然足らない。障害児に関する項目をもっと入れてもらいたい。

障害のある子どもや家庭の支援については、第五期長期計画と比べ
てもかなり重点的に記載をしている。放課後等デイサービス事業につ
いても、整備・充実を図るとしている。

13
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

ニーズの把握
待機児童対策のニーズ把握をどのようにするかは非常に重要な問題。本来は、潜在的なところ
も全て含めたもののことだと思う。

14
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

ニーズの把握
これから働き始める人は、保育所をほとんど利用できていない状況にあると思う。なかなか上
がってこない声を的確に吸い上げることを検討し、具体的な施策として盛り込んでほしい。

15
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

ニーズの把握 働く保護者だけでなく、家庭で育てている人たちのニーズを酌み上げることも必要。
ニーズ調査だけでなく、内容を市の実態に合わせて精査して書くべき。また、28年度に実施される調査
は、例えば０～５歳のいる全世帯を対象にするぐらいでもいいのではないか。市の方向性を確認しなが
ら議論していければと思う。

16
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

ニーズの把握
三鷹のツインタワーと桜堤を比較するのはおかしい。桜堤は億を超える価格帯が想定されてい
たのか。

17
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

ニーズの把握
仮に、桜堤のマンションがもう少し低い価格設定でファミリー層が入ると想定できていたら、対策
を練ることはできたのか。

通番 意見の要約
計画案の分野

テーマ 回答の要約 対応案

ニーズ把握については、28年度にアンケート等の調査をし、29年度から子どもプランの量の見込みを
改定していく。現に保育園を使っている方だけではなく、家庭保育の方のニーズも把握できるような調
査が必要だと考えている。

三鷹と同等の価格帯を想定したわけではないが、もう少し年齢層の高い人たちが入ってくるという読み
方をしていた。
課題認識はしており、今も大規模開発に関する情報は事前に関係各課に伝え、必要な対策をとるよう
にしている。

「保育ニーズを的確に把握し」と修正する。

委員会の中でも、必要保育ニーズを把握すべきとの意見を受け、その
文言を追加した。なお、具体的なニーズ把握については、個別計画で
ある第四次子どもプラン武蔵野において、その中間年度にあたる平成
28年度に点検・評価を実施し見直しを行うこととなっている。

1
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大項目 中項目/分野 項目
通番 意見の要約

計画案の分野
テーマ 回答の要約 対応案

18
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総

待機児童対策
「０・１歳児及び３歳児への対策」の記載は、グループ保育が２歳までで、３歳からどうするかとい
うことであって、「３歳児以降への対策」ではないか。

３歳児以降の対応をしていないのではという意見があったが、０・１・２歳は頑張るし、連続して３歳児以
降も待機児童対策も考えていくということである。

19
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

待機児童対策
「待機児童解消を目指す」では説得力に欠ける。国と企業を挙げて推進しようとしている女性活
躍を、武蔵野市が潰しているという汚名を着せられることのないよう「働きたい女性、働きたいお
母さんが安心して働ける預け先の確保を行う」というような文言を追加して欲しい。

調整計画では、男女共同参画の推進、お互いを尊重し合い男女が自分らしく生き方のできる環境を整
えるということをうたっている。待機児童対策については、今あるリソースを最大限に生かす形で、現在
と将来の課題をどちらもうまく解決できるように考えていきたい。

20
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

待機児童対策
昨年度、税収が当初見込みより７億3,000万多かったと聞いた。この７億3,000万で保育園２つを
つくれる。

税収の上がった下がったは、そのときの情勢もあるし、今後も続くとは限りらない。歳入が増えた分を
使うという選択肢もあるが、基本的に歳入は手がたく見積もり、将来の財政負担に耐えるものにして、
次の世代に渡していくという考え方で進めている。
なお、実際には認可保育園２園を整備し140名の定員枠を確保したところである。

21
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総

待機児童対策
保育園が必要なくなったら、老人ホームへ転用するという考えもある。今、児童館なり保育園な
りをふやして、住みやすいまちにしていかないと、若い世代は入ってこない。

22
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総

待機児童対策
今は保育園をふやして、将来子どもが減ってしまったら、老人ホームやデイサービスなり、若い
人に手伝ってもらえる施設にしていけばいいのではないかと思う。

23
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

待機児童対策

「早期の待機児童解消を目指す」という言葉では弱いので、「早期に待機児童を解消する」とい
う強い言い方でもいいのではないか。潜在的待機児童の声を聞かなければ、本当の保育所問
題の解決にはならない。「保育ニーズを確実に把握するために検討し、それを実施する」という
ような記載にして欲しい。

待機児童の問題は策定委員会で議論をしてきた。この記載ではまだ弱いというご指摘は拝聴し、策定
委員会でもう一度、議論したい。

24
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

待機児童対策

先ほどから床面積がふえるのを気にされているが、一時的には子どものためにふやさないとい
けない。一時的に桜堤小跡地につくって、桜堤保育園や西部コミセンなど、老朽化したものを閉
じていけばいいと思う。
　また、子どもは１歳でも歩き始めるので、広い部屋が必要になる。小規模保育室をマンション
の一室とかでやってくださるのはありがたいが、小さい子の発達のためにも、今ある床面積はぜ
ひ有効活用していただきたい。

どういう子育て支援機能が必要なのか正確に把握した上で、市民全体を巻き込みながら、どういう機能
を、誰が、どこで展開していけば、桜堤地区の子どもや子育て世代が豊かに幸せに暮らしていけるの
かを考えていこうと、21ページに書いた。総合計画の性格上、個別計画のように細かくは書けないの
で、読み取りにくかったり、誤解を生んでしまったかもしれないが、子育て家庭あるいは子どもの支援に
ついては、私ども策定委員会は一生懸命取り組んでいるんだというところも、ぜひご理解いただきたい
と思う。

25
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策１　子ど
も自身の育ちと子
育て家庭への総
合的支援

幼稚園の預かり
保育

他自治体の事例のように、幼稚園を活用した預かり保育を充実させることができれば、３・４・５
歳は幼稚園、０・１・２歳は認可保育園の枠を広げることで、少しでも待機児童解消につながる
のではないか。

ここ何年間かでは、０から２歳の小規模保育を導入したが、今後、３歳児の預け先について課題があ
る。幼稚園には、それぞれの教育方針や経営の問題もあるが、預かり保育について検討をお願いして
いる。

26
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策２　地域
社会全体の連携
による子ども・子
育て支援の充実

子育て支援への
専門家の関わり

「子育てネットワークの多層化」とか「多様な主体による」と書かれているが、誰がその後をどう
検証するのか、どのように声を吸い上げていくのか。ボランティアの力が求められているが、専
門家の関わり方について余り書かれていない。

地域で起きている問題は、多様化、複雑化、解決困難化している。これからは、行政だけでなく、専門
職と市民とで協働体制をとりながら進めていくことが求められる。

27
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策
障害のある子や高学年児童はあそべえを利用すると読み取れる。障害のある子はあそべえで
はケアできないのではないか。

学童クラブもスタッフや施設の限界があるため、学童クラブと地域子ども館あそべえの運営主体の一
体化、子ども協会への委託化によって、あそべえとも連携して、障害のある子どもをさらに受け入れる
整備を図っていくということである。

28
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策

障害のある子どもの受け入れには、やはり人員が必要である。専門的な知識のある学童クラブ
では、４年生も受け入れているのであれば、障害のある子は優先して、５～６年生も見てあげた
ほうが良い。また、障害のある子どもも「高学年児童」に含まれているので、（障害のある５～６
年生を含む）という記述は必要ない。

継続して同じ指導員が見たほうが良いというのはその通りと思うので、だからこそあそべえとの連携の
強化をする必要がある。例えば、運営主体の一体化で、学童クラブの指導員があそべえと両方に動い
ていくことなどができればカバーできると思う。

29
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策

学童クラブは、継続して３年間行っていないと、４年生で障害のある子どもは受け入れてもらえ
ないという話だったが、母親が、子どもが４年生になってから働き出して、預けようと思ったら預
けられないということと、今まではほかの都市で学童クラブに預けていたが、４年生を機に転入
した場合、学童クラブに入れないか。

施設あるいは人員の状況で何とかできるのであれば、４年生まで引き続き受け入れようという趣旨であ
る。母親が働き出して預けられないというのも制度を狭くしてしまうので、趣旨から言えば受け入れたい
ところだが、施設の状況もあるので、個別にどうかということは今は申し上げられない。

30
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策３　青少
年の成長・自立へ
の支援

放課後施策
武蔵野市は放課後支援施設が圧倒的に少ないので増やしてほしい。同時に、西部のほうをもう
少し手厚くしてほしい。

放課後等デイサービスで、近隣市のように頻繁には使えないという声が強かったので、この３年間で建
物の改装の補助制度をつくるなどして、週２回ぐらいは使えるよう拡大してきた。さらなる拡大について
は今後の課題である。

31
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

旧桜堤小学校跡
地

今現在でも、桜野小学校は定員120名のところに133名ぐらいいる。あそべえもいっぱい。そこに
高学年までをどうやって入れていくのか。桜堤小跡地に何かを建てていただくなどして、子ども
たちを安全に保育できる床面積をふやしていただきたい。

当面は、都の個別支援教室の制度改正によって小学校の一部不要になった部屋を学童などで使って
いけるよう内部調整している。

32
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

旧桜堤小学校跡
地

スポーツ広場を整備するとされている旧桜堤小学校の校庭に、保育園など地域の課題を解決
する施設を建てることはできないのか。

スペースだけの問題ではなく、新しく施設を作れば、建設費、ランニングコスト、人材確保も必要とな
る。子どもの施設以外にも様々な要望があるが、それを全て将来の世代に負担させるわけにはいかな
いと考えている。

33
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

４ページの「桜堤地区を中心とした人口増」では、人口増に伴い「事業の見直しが必要である」と
記載されているが、これはどこを見直しているのか。また、21ページの「市民の意見を聞きなが
ら」とあるが、具体的にどのような形を想定しているのか。
また、桜堤児童館の機能復帰を願う署名を委員長に提出させていただいた。

長期計画では、旧桜堤小学校の跡地はスポーツ広場に整備すると記載したが、今回の調整計画で
は、直ちにスポーツ広場ではなく、まず桜野小学校の児童のための場所の確保、という政策の転換を
行っている。また、長期計画では、「児童館はその機能・役割を全市的に発展させ、将来的に0123施設
化を図る」となっているが、今回の計画案のとおり見直した。

34
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

「小学生の放課後の居場所」となっているが、私の子どもは中学生になってもよく利用している
ので、中学生以上も含む記載にして欲しい。また、現在、児童館の２階で保育事業をしているた
めに、利用が制限されている。「子育て支援団体をはじめとする民間の活力」と記載があるが、
子育て支援機能の拡充により児童館としての機能を縮小していくことになると考えられる。児童
館としての機能をこのまま維持し、子どもたちが自由に利用できる機能を充実させて欲しい。

「小学生の放課後の居場所」を「小中学生の」という記載にすることについては、桜野小学校のお子さ
んたちの放課後に遊ぶ場所が非常に狭くなっていることから、調整計画では小学生の居場所の問題と
して記載している。

35
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
あそべえに児童館機能が付与されることは魅力的なことで、12個の児童館ができることはすば
らしい。しかし、去年、児童館が年齢別になって、乳幼児と小学生と時間が別になってしまい、
児童館に入れない子どもがでてきたため、児童館から離れていった子どももたくさんいる。

他の地区で児童館がほしいという声を聞いたことがないので、児童館をふやすことが果たして解決策
になるのか疑問だ。重要なことは、子どもに寄り添う施設であるということだ。また、児童館機能をあそ
べえに付与し全市的に展開すると、12個の児童館のような施設ができるかもしれない。児童館をつくる
云々の議論より、まず、市内にある公共施設が子どもの心に寄り添えるような施設になる施策、もしく
は事業を考えるほうが現実的と思う。

指摘を踏まえて、（障害のある5～6年生を含む）を削除した。また、こ
れまで受け入れてきた障害のある４年生を受け入れなくなると誤って
読まれないよう表現を修正した。

委員会議論に沿って以下のとおり修正した。

「乳幼児数の増加と多様な就労機会の拡大などにより、保育所待機児
童対策は喫緊の課題となっている。市では、平成24年度からの３年間
で624名の定員枠を増加し、2,370名分の枠を確保したところである
が、待機児童の解消には至っていない。引き続き保育ニーズを的確に
把握し、認可保育所をはじめとする保育施設の整備をさらに進め、早
期の待機児童解消を目指す。」

旧桜堤小学校跡地は子どもたちも遊べるスポーツ広場の「整備を進め
る」としていたが、「整備について検討する」と修正し、引き続き検討課
題とする。当面は児童数の推移などを勘案し、桜野小学校や第二中
学校の校庭利用を前提に暫定広場としての活用を検討することとして
いる。

保育園を後に高齢者の施設に転用して、市民みんなで支えていけるような活動にしたらいいというの
は、とてもすてきなご意見で、その一言を聞いただけでも今日来てよかったなと思う。今回の調整計画
は、全ての分野にそこがしみ込んでいる。地域で起きている問題は、多様化、複雑化、解決困難化して
いる。これからは、行政だけでなく、専門職と市民とで協働体制をとりながら進めていくことが求められ
るので、いただいたご意見に拍手したくなった。

委員会議論に沿って以下のとおり修正した。

「 (3)  桜堤児童館における子育て支援機能の充実
桜堤地区では、乳幼児・児童の増加に伴う子育て家庭への支援事業
の必要性、保育所待機児童の増加、小学生の放課後の居場所などの
課題が生じており、多様なニーズに的確に対応していくことが求められ
る。桜堤児童館は、地域が求める課題解決に向け、市民の意見を聞
きながら子育て支援機能の充実を図り、子育て支援団体など市民の
力を活かした運営を行っていく。」

2
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36
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

桜堤児童館
児童館でゼロ歳児とか１歳児のイベントは月に１回です。機能だけではなくて、もっと中身を変
えていくことも必要だと思う。

スタッフの問題も含め、市民にも協力していただくことで充実していきたい。

37
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
一時預かりは家庭保育の母親のリフレッシュとしてではなく、保育園に入れなかったお子さんの
預かりとして使われていることが多いと聞いている。桜堤児童館に一時預かりの機能を拡充す
る前に、このシステム自体を見直す必要があるのではないか。

一時預かりに関しては、全市的にリフレッシュやレスパイトとしての利用ニーズがあるため、必要がある
のではないかと思っている。一方、現在は必要なときに使おうとしても使いにくいという声も聞いている
ので、どういう一時預かりの形がいいのか考えたい。
調整計画では、桜堤児童館についてあまり具体的な記載をしていない。それは、桜堤児童館の機能拡
充については、今後市民のご意見を聞きながら様々な方法を検討していこうという趣旨である。

38
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
当初、おおよそ2年間の予定と聞いていたが、桜堤児童館でのグループ保育室業務はいつまで
続くのか。本来の児童館ユーザーの居場所が少なくなり、廊下や玄関ホールにも人が居て、動
線としても危険な状態である。

待機児童が発生している現状では、平成28年3月末でグループ保育事業を閉めるのは難しいと考えて
いる。

39
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
大きなマンションの建設は分かっていたはず。児童館ではなく別の場所に保育園をつくってほし
い。子どもたちの場所をきちんと確保していくということを、大人の責任として今後の10年間の計
画に盛り込んでほしい。

ＵＲ跡地にマンションがふえるのは予想していたが、当初より価格帯が下がったため、見込みと違う状
況になった。保育園を建てようにも用地問題などがあり、すぐに建てるわけにはいかなかったのが実情
である。

40
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
団地自治会とＵＲと市との話し合いの中で、児童館と保育園の役割を明確にしてきた経緯から
いって、今の状況は全くふさわしくない。緊急措置として児童館の２階を保育室にという考えだっ
たのだろうが、これからは安心して子どもを育てられるようにしてほしい。

私たちが一番大事にしたいのは、桜堤地区の子ども、子育て家庭の支援をしていきたいということ。新
しい集合住宅ができ、たくさんのファミリー世帯が入ってきている中、地縁、血縁のサポートもなく、子育
てに孤軍奮闘している方もいるはず。その方々をどうしていくかということを、策定委員会の中で大事に
議論してきた。

41
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

桜堤児童館
桜堤児童館の2階でのグループ保育室業務について、特定の事業者が公共の建物を使い続け
ていることは不公平ではないか。

桜堤児童館での小規模保育は、市の事業としてＮＰＯ法人に委託して実施しており、不公平にはあたら
ない。

42
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
「支援機能の拡充を図り」とあるが、今の児童館はスペースが狭く、小学生があふれた状態に
なっている。「市民の意見を聞きながら」と書いてあるので保育室や調理室のある以前のような
児童館に戻してほしい。

「拡充」という言葉は、方向性が示されているかのようだから、今あるものを後退させるのではないなら
「充実」と書くべき。「市民の意見を聞きながら」ということで、もしかしたら皆さんと違う意見が出るかもし
れない。そこは承知しておいてほしい。
今の「拡充」には、さまざまな市民の声・声なき声を吸収しなければならない状況がある。市民参加の
現実を支えている方の声は届きやすいが、そうでない部分も実はいろいろな意味で含んでいる。
全ての方にご理解いただけている状態ではないが、この調整計画期間の28年度以降も、引き続きご意
見を聞く場を設けてやっていくということが記載されているとご理解いただきたい。

43
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

桜堤児童館
一時保育は隣の桜堤保育園で十分ではないか。一時保育はそんなに需要があるのか疑問。児
童館の対象とする中学生までが過ごしやすい環境をつくることが優先ではないか。

「民間の活力や市民の力を活かした運営を行っていく」に関連し、一時預かりも、例えば24時間対応で
きるようなものを目指しているが、桜堤保育園ではやり切れない部分もある。

44
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館 「民間の活力や市民の力を活かした運営」とあるが、なぜ市が継続して行えないのか。

・財政面からも長い目で見て民間の活力に任せていこうという大きな方針がある。ただ、本当に全て民
間に任せられるのかということもあるので、そこは議論をし、意見も聞きながらやっていく。市民の多様
なニーズに、いろんな形で対応できるようにと、計画案で「民間の活力や市民の力を活かした」と記載し
ている。
・調整計画期間中に民間に運営を委託する方向がなければ、誤解を招く表現は削るべきではないか。

45
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
乳幼児・児童の増加に伴う児童館の機能拡充に矛盾を感じる。２階建てで乳幼児と児童が共存
するのは難しい。多機能化しても、お互いが邪魔し合うばかりで子どもの増加に対応できない。
増築などの具体的な案はあるのか。

どういう子育て支援機能が必要なのか正確に把握した上で、市民全体を巻き込みながら、どういう機能
を、誰が、どこで展開していけば、桜堤地区の子どもや子育て世代が豊かに幸せに暮らしていけるの
かを考えていこうと、21ページに書いてある。計画に書いたのだから児童館の床面積をどんどんもらう
ということを書いているのではない、機能がふえたらイコール床面積を奪われるということではないこと
は理解いただきたい。

46
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館
前回委員から、児童館が欲しいという話はないのではないかというご発言があったので、調べ
てみた。今回の調整計画でも、転用はやめてほしい等、児童館の要望は結構出ている。

児童館があったらいいという声は聞く。しかし、１校に１館つくる場所が今の武蔵野市にあるのかなと考
える。中学生なり小学生なりを受け入れできるようなものができないかに関しては、この先、地域フォー
ラムの中で検討されていく。コミュニティ構想でも、市民が声を上げることによって地域課題が定義さ
れ、解決されるべきだということになってるからこそ、時間がかかってでも児童館的な機能を必要として
いる市民が意見を言わなければいけないのかなと思う。

47
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

武蔵野には児童館が１つしかなく、圧倒的多数の子どもは児童館を知らない。ぜひ武蔵野の児
童館の児童館たる力を維持して欲しい。あそべえが児童館のかわりになり得るかは疑問なので
慎重に検討して欲しい。児童館という名前や形に関わらず、武蔵野で子どもの文化を育てると
いうことを子どもプランの中で位置づけて欲しいので、そのためにも調整計画できっちり取り組
んでもらいたい。

48
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

現在、２階部分にグループ保育が入っているため、児童館の子どもは「お昼寝中は静かにする
ように」と注意されて、健全に遊べない状態になっている。制限をかけるような育ちを子どもに強
いたり、保護者の意見の対立を招くような子育て施策は是正して欲しい。また、旧桜堤小の校
舎跡地にはスポーツ広場ではなく、校舎が建っていた場所と同じ床面積もしくはそれ以下でも
実現できる保育所、複合型の子育て支援施設を作って欲しい。

49
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

桜堤児童館に待機児童対策が入ったことで、同じ建物をめぐって、同級生の子どもたちの保護
者間で意見が相違してしまっている。五長には、同じ子どもを育てる親たちがいがみ合うような
政策だけは入れて欲しくない。策定に当たっては、みんなが納得できる文言を盛り込むことを意
識して欲しい。

50
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

武蔵境での意見交換会で、桜堤児童館の２階を虐待児などを24時間体制で一時保育できるよ
うにという発言があったが、現在、お風呂やシャワー室がなく、１階の乳幼児の保護者の声も聞
こえるため、子どもを注意する大人の声に脅える虐待児を24時間体制で一時保育するには不
適切な場所だと思う。また、今２階に入っているまぁーるは、ＵＲに戻ることもできるのではない
かと思っている。

51
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施

桜堤児童館
もともと緊急待機児童対策は２年間という説明だったが、対策の継続は緊急の意味をなしてい
ないのでは。

52
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策４　子ど
も・子育て家庭を
支援する体制・施
設の整備

桜堤児童館

・児童館の２階をURにあった保育所が使っている。なぜUＲに戻すことはできないのか。
・３歳児も受け入れるにあたり、園庭が必要なので、まぁーるが児童館で事業を実施するという
説明を受けた。しかし、実際には３歳児の保育で希望する人がいないのであれば、園庭は必要
ないので、URに戻っても差し支えないと思う。

ご意見は非常に重く受けとめている。
ただ、今の待機児の状況では小規模保育は当面継続せざるを得ないので、運用の中で解決していくし
かないと考えている。

委員会議論に沿って以下のとおり修正した。

「 (3)  桜堤児童館における子育て支援機能の充実
桜堤地区では、乳幼児・児童の増加に伴う子育て家庭への支援事業
の必要性、保育所待機児童の増加、小学生の放課後の居場所などの
課題が生じており、多様なニーズに的確に対応していくことが求められ
る。桜堤児童館は、地域が求める課題解決に向け、市民の意見を聞
きながら子育て支援機能の充実を図り、子育て支援団体など市民の
力を活かした運営を行っていく。」

3
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53
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

ICT
佐賀県武雄市をはじめ、ＩＣＴを進めてよかったという結果を余り聞かない。推進ではなく、慎重
に進めていくほうが良いのではないか。

「効果を見極めたうえで」というのが一番重要なポイントで、一気に入れることは全く考えていない。非
常に慎重な書きぶりになっている。時代に取り残されることがあってはいけないが、極端な使い方・マイ
ナスになるような使い方をしてもいけない。いずれにしても、使い方をマスターした先生方からは大変効
果的であると伺っているので、先生が使い方を勉強する機会の必要性を策定委員会でも認識してい
る。

委員会において再度議論した結果、計画案のとおりとする。
今後の整備については、効果を見極めた上で判断することとしてい
る。

54
第３章　施策
の体系

Ⅱ　子ども・
教育

基本施策５　次代
を担う力をはぐく
む学校教育

特別支援教室
特別支援学級が廃止されて、各学校にできるという記事を見た親御さんたちが、教員の数は足
りるのか等を心配している。

教育委員会では、現在の教員の数で当面対応できると考えている。ただし、比較的若手の教員の方に
は、スキルの面で人材育成が必要だと聞いている。

55
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

１．一人ひとりが
尊重される社会
の構築

性的マイノリティ

去年６月、全国の小中校生に対する調査で606名の性的マイノリティの児童・生徒がいることが
わかった。今年の４月には、文部科学省からそのような子どもたちへの対策をとるようにという
通知があり、６月に、管理職、人権担当教職員対象の研修があったそうだが、実際、学校では
何の対策もとられていない。調整計画にも記載がないのは大変不思議である。

【委員】25ページの基本施策２に「性別、年齢、国籍等」として性的な差別も含めており、（１）に「偏見や
差別がなく」という言葉を入れている。どういう表現がいいのか、基礎自治体レベルで具体的に何がで
きるかという問題も含めて、委員会において検討できればと思う。

【委員】性的マイノリティの子どもへの対応については、調整計画に載せるものと、即時対応するものが
あると思う。調整計画への記載方法については、検討させてほしい。

基本施策２の(１)で「偏見や差別がなく」と記述しており、性的マイノリ
ティについても考慮しているため、計画案記載のとおりとする。

56
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

３．文化・市民生
活

地域のつながりの
共有

「地域活動の担い手の多くは固定化・高齢化しつつある」という問題提起があり、「多世代が集う
居場所として、コミュニティセンターにふさわしい機能を充実させる」を解決策のように記載して
いるが、これでは今までと何も変わりがない。若い世代で生まれたコミュニティをいかに地域に
つなげ、継続させるかが大事なのではないか。

これまで多かった専業主婦型の子育てから、共働き型の子育てに変わってきている中で、子育てもし
ている人を巻き込んでいくのが困難になっている。そのかわり、個別的な課題解決を目指したNPO等に
参加することに変わってきている。具体的な問題を抱えている方が地域ともつながれる機会として、地
域フォーラムを提案させていただいた。

57
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策１　地域
社会と市民活動
の活性化

地域のつながりの
共有

コミュニティは、子育てのコミュニティをどうしていくか、が大事だと思っている。 小さいコミュニティも、すくいあげて地域につなげていって欲しい。

58
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策３　市民
文化の醸成

公会堂の建て替
え

公会堂が築後50年で大変なのはわかっているのに、議論の問題提起が何もない。今後、建て
直しは市民文化会館に限らない。不具合があるから大改修と言っていては、武蔵野市の財政
が立ち行かなくなる。計画策定は、理想を並べるだけでなくビジョンが必要だと思うが、提起す
べき問題は何だと考えているか。

公会堂の建物自体は非常に強固で、地震等ですぐに壊れる可能性は低いと判断しているが、バリアフ
リーという観点の対応ができていない。建て替えは、文化施設全体のあり方を決めて進めるのが本来
であるため、文化振興に関する方針の策定を28年度から早急に取り組んでいく。吉祥寺駅南口の開
発、交通問題その他公会堂の土地をいかに有効に使っていけるかについては、まだ結論が出ていな
いため、課題として検討している。

59
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策３　市民
文化の醸成

財政援助出資団
体の見直し

財政援助出資団体の見直しについて、26年度末時点の武蔵野市行財政改革アクションプラン
には、27年に見直し案の調整計画での決定、28年に見直しの実施とあるが、調整計画で全く触
れられていない。「準備を進める」というのは、これから検討するということだと思うが、一体いつ
実施するのか。また、（２）「文化施設の再整備」には「築後50年を超える武蔵野公会堂」とある。
築後50年の公会堂に武蔵野市民は関心を持っているが、一方で、市民文化会館を46億かけて
大改修する。このことについて、策定委員会で議論されたのか。

文化事業団と生涯学習振興事業団との統合は、結論を出す段階ではないことから、「準備を進める」と
いう表現になっている。調整計画期間中の実現は難しい中長期的な課題と判断をしており、慎重に進
めていかなければならないと考えている。市民文化会館は、約30年を経過して、交換部品もなくなって
いることから、舞台装置を早急に新しくする必要があり、大改修を行うもの。

60
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策３　市民
文化の醸成

持続可能な財政
運営

今、財政が黒字でも、将来も黒字とは限らない。なぜ46億という、予算の１割近くを使って市民
文化会館の大改修だけをやるのか。財政危機感を持った問題提起が策定委員会でなされてい
るのか。文化振興の方針について検討されたからという理由では、市民は理解できない。

財政は、当面は問題ないが、老朽化した建物、学校等の建て替えの時期がめじろ押しで、長期的には
大変な状態が来る。調整計画は、五長以降の法令の改正や経済状況、環境の変化に焦点を絞ってい
る。六長も含めて今後、議会でもさらなる議論をし、市民に言いにくいことも言っていけるようなスタンス
で開示していかないと、武蔵野の将来はないのではと考えている。

61
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策３　市民
文化の醸成

市民会館の機能

文化施設の再整備の中に「集会機能を有する市民会館」という言葉があるが、市民会館の本質
は集会機能ではなく、生涯学習の拠点である。調整計画の市民会館に関する記述箇所は、文
化施設の再整備ではなく、生涯学習機会の充実が適切ではないか。市民会館の位置付けを明
確にし、生涯学習のプログラムを充実して欲しい。

市民会館は条例でも、社会教育の振興を図るとともに市民及び地域社会の文化の向上と福祉の増進
に寄与するものということが書かれている。意見は策定委員会で議論する。

62
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策４　市民
の多様な学びや
スポーツ活動へ
の支援

市民会館
市民会館は社会教育の施設であり、施設や設備はプレイスよりも多様な学習ができる条件が
整っている。市民会館も（１）「生涯学習機会の拡充」に入れてほしい。

市民会館は、生涯学習の重要な施設とも考えられる。今後の策定委員会の中で議論して決めていく。

63
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策４　市民
の多様な学びや
スポーツ活動へ
の支援

生涯学習機会の
充実

市民同士で学びの場を作ってきたが、困難を伴う。武蔵野市の文化と市民の学びのつながりの
ために、コミュニティセンターを学びの場として位置づけ、また、専門家が必要な場面もあること
を書き込めないか。

「これからの地域コミュニティ検討委員会」の提言では、学びの場の確
保についても提言されており、その場の一つとしてコミュニティセンター
を想定している。また、武蔵野プレイスにて中間支援を行う人材の育
成に取り組んでいるところである。

64
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策４　誰も
が地域でいきいき
と輝けるステージ
づくり

旧桜堤小跡地
旧桜堤小の校舎跡地にはスポーツ広場ではなく、校舎が建っていた場所と同じ床面積もしくは
それ以下でも実現できる保育所、複合型の子育て支援施設を作って欲しい。

旧桜堤小学校の校舎を壊した部分に子どものための施設をというご提案について、新しく大きな施設を
作るには、建設費、将来的なランニングコスト、人材の問題等があり、簡単ではない。30年後を見据え
た財政を考えると、公共施設の床面積をふやしていくことは慎重に考えたい。

65
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策７　災害
への備えの拡充

自主防災組織
大規模マンションなどの住民による自主防災の組織が進んでいないように思われる。発災時の
自助の仕組みづくりを市民が自発的にやらなければ、と思うような文言を書き添えて欲しい。

市も施策的には、補助を出したり、アドバイザーを派遣するなどに力を入れている。しかし、市民自らが
やる気にならないと、うまく機能しない。住民同士が、災害に備え、お互いのことはある程度情報交換し
よう、となると非常にありがたい。計画にどう書き込むかは委員会で諮りたい。

基本施策７（１）で日頃からの市民主体の防災訓練の重要性について
記載しているので、計画案記載のとおりとする。

66
第３章　施策
の体系

Ⅲ　文化・市
民生活

基本施策４　市民
の多様な学びや
スポーツ活動へ
の支援

生涯学習
「生涯学習機会の拡充」で、コミュニティ関係や地域課題の学習機会を設けることを明記してほ
しい。

コミュニティ関係や地域の課題を入れるべきではないかという点は、指摘のとおり。健康・福祉分野の
基本施策１の（２）でコミュニティと関連の深いものを記載した。ご意見のコミュニティについて、少し検討
できればと思う。

コミュニティセンターは学びの場としての役割も担っていると考える。

67
第３章　施策
の体系

Ⅳ　緑・環境

基本施策１　市民
の自発的・主体的
な行動を促す支
援

市民参加によるク
リーンセンターの
整備・運営

ごみの問題は市民全体の問題であって、周辺住民などとの話し合いによりクリーンセンターが
運営されていること、また新クリーンセンターを建設するにあたっての話し合いは、周辺住民の
エゴではなく、新クリーンセンターをよりよくするために、よりよいまちづくりをしたいと思って参加
している。そういった中で今まで検討してきたことをそれなりに反映して欲しい。ごみの問題は市
民と一緒でなければ絶対にうまく運営していけないと思う。

策定委員会では、周辺住民の皆さんのご苦労、あるいは非常に勇気ある、全国的にも先進的な意思
決定を発信していただいたということで誇りに思っている。町の中でクリーンセンターが運営できるとい
うのは、市民レベルの高さであり、新たに武蔵野市を大変誇りに思ったことの１つだ。

市民会館についても、プレイスやふるさと歴史館とともに生涯学習の
拠点として追記した。

4
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大項目 中項目/分野 項目
通番 意見の要約

計画案の分野
テーマ 回答の要約 対応案

68
第３章　施策
の体系

Ⅳ　緑・環境
基本施策３　「緑」
を基軸としたまち
づくりの推進

里山・雑木林
「里山」「雑木林」について、計画案に一切入っていない。４行目に「里山の自然を含む」という限
定的な文章を入れてはどうか。

具体的な文言まで提案いただいたので、策定委員会で検討する。

「里地里山」「雑木林」というキーワードは意識しつつ、特定の時代を例
示として表現せずに全市的なイメージ・バランスを踏まえた記載として
いる。なお、「雑木林」については「緑」「緑地」「樹林」といった表現に
含めて考えている。

69
第３章　施策
の体系

Ⅳ　緑・環境
基本施策３　「緑」
を基軸としたまち
づくりの推進

生物多様性
「生物多様性」の記載が抜けている。２行目に「生物多様性の観点を踏まえながら、」と入れて
はどうか。

具体的な文言まで提案いただいたので、策定委員会で検討する。

意見を踏まえ、「仙川リメイク（武蔵野市仙川水辺環境整備基本計画）
に基づき整備を進めている仙川の水量確保や下流域の整備手法につ
いて検討するとともに、これら緑と水がもたらす生物多様性について
基本的な考え方を示す計画を策定する。」と記載した。

70
第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策７　三駅
周辺まちづくりの
推進

三駅周辺まちづく
りの推進

イーストエリアの環境浄化に取り組んできたが、まだ整備されたと言えないところが残っている。
吉祥寺地区の暫定駐輪場の使用について、「利活用の検討を進め、整備を行う」とあるが、整
備を行うとは何をさすのか？

吉祥寺イーストエリアに関しては、市民と行政の連携で、すばらしい改善の成果が見られていると認識
している。記載内容の不足については、策定委員会で相談する。

計画案の一部を以下のとおり修正する。
基本施策７（１）②
「…、暫定自転車駐車場として使用している市有地の新たな土地利用
の検討、整備を進め、エリア全体の活性化を図っていく。」

71
第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

外環の２
外環の２について市長、市議会、住民が反対の意見書を出したことは大きな成果であり、今後
も継続することなので記載して欲しい。

議会が意見書を提出したことも踏まえた記載としているが、意見書を出したことを具体的に記載するか
は検討したい。

市は、地域への適切な情報提供や「対応の方針」の着実な履行等を
要望しており、反対の意見書は提出していない。計画案記載のとおり
とする。

72
第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

外環への対応
住民と市議会と行政による外環特別委員会という非常に意義のある事業について記載して欲し
い。

外環特別委員会は、議会の決議を経て設置されるものであり表現が難しい。ただ、外環は、市民・行
政・市議会が一体となって議論を進めてきた経過があるので、委員会で再度議論をしたい。

回答の要約に記載のとおり、調整計画での記載にはなじまないため、
計画案記載のとおりとする。

73
第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

外環への対応

「外環への対応」について、安全性の問題という大事なことが抜けている。「大気質や地下水な
どの環境への影響など」のところに「安全性も問題である」という文言を入れて欲しい。

【委員意見への回答】「大気質や地下水などの環境への影響、大深度トンネルの安全性など」と
いう文言の追加がいいと思う。

【委員長】安全性については、長期計画に記載があり、施工するに当たって、最も大事な問題として認
識している。

【委員】「環境への影響や安全性などについて」と記載はあるが、「安全性を」という言葉を入れなけれ
ばいけないと思うが考えを聞きたい。

意見を踏まえ、安全性という文言を追加した。
基本施策４（３）
「…、大気質や地下水などの環境への影響、工事期間中や開通後の
安全性などに対する市民の不安や懸念を払拭するため、…」

74
第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

狭あい道路
東町には42条２項道路がたくさん残っている。いずれ老朽化とともに危険も増すので、市の方
針として積極的に働きかけてもらいたい。

２項道路は確かに市内に多いが、最近は必ず下がって建てている。買収は、寄附で自主的に道路幅を
出してくれた方々との整合性や、また、莫大な費用がかかるため、建て替えのときに道路として提供し
ていただく形で進めざるを得ない状況である。市内全域に関わる問題なので、慎重に検討したい。

75
第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

建築指導
女子大通りや五日市街道の道路整備を都に働きかけて欲しい。武蔵野市は規制緩和と環境浄
化で建築確認事務を持つことになったが、指導要綱があったころのように、強力に指導を行って
もらいたい。

道路の計画線が引かれると、さまざまな建築制限がかかるが、簡単に除却できるものについては制限
を受けないため、行政としても強制力がない

76
第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

女子大通りの交
通

「五日市街道、井ノ頭通り、女子大通りなどは（中略）都へ要請を行っていく」とあるが、中でも女
子大通りは行き交いが非常に不便である。外環が完成したら青梅街道からさらに車が入ってく
る。何か対策をとってもらえるよう、強いトーンで都にアプローチして欲しい。

【委員への回答】女子大通りは土日、お歳暮及びお中元の時期は、車で一杯である。歩道が細
い上に太い電信柱が立っていて、車椅子の通行も困難である。狭い道は、外環が完成する前
に、対処して欲しい。

【委員】この３路線、とりわけ女子大通りは早急に整備が必要だと行政側も認識しており、現在も東京
都と積極的に交渉をしている。間もなく、ある程度の見解が出されると思っている。

【委員からの質問】女子大通りの具体的な課題について教えていただきたい。

77
第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

抜け道対策 住宅街の道路で一番困っているのは抜け道。「抜け道対策」という言葉を記載して欲しい。 表現は違うが「生活道路に渋滞を回避するための通過交通が流入している」と記載している。

78
第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

抜け道対策
行政用語ではないため「抜け道」を「通過交通の流入」という言葉を使うよりは、かぎ括弧で「抜
け道」という言葉を入れる方法がある、と思う。

かぎ括弧つきで「抜け道」という言葉を入れる方法もある。

79
第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策４　道路
ネットワークの整
備

抜け道対策
　「生活道路における安全性の向上」という一番大切な言葉が抜けている。生活道路が抜け道
になることを問題視しているため、「抜け道対策」という言葉を入れて欲しい。

「安全性」について「生活道路については、歩行者重視の視点により、安全性や快適性を重視した整備
を進めていく」と記載している。抜け道が課題であることは策定委員会でも認識しており、「駅周辺にお
いて交通渋滞が発生し、それに伴い周辺の生活道路に渋滞を回避するための通過交通が流入してい
る」と記載している。

80
第３章　施策
の体系

Ⅴ　都市基
盤

基本施策７　三駅
周辺まちづくりの
推進

表現方法
「駅周辺」としていながら、「吉祥寺地区」「中央地区」「武蔵境地区」と３圏に分けた書き方に
なっていて分かりにくい。駅周辺に限るのであれば、「吉祥寺駅周辺」「三鷹駅周辺」「武蔵境駅
周辺」と書くべき。

三駅圏のことについては、表記を検討する。
意見を踏まえ、基本施策７（１）（２）（３）のタイトルを
「吉祥寺駅周辺」「三鷹駅周辺」「武蔵境駅周辺」に変更した。

81
第３章　施策
の体系

Ⅵ　行・財政

基本施策６　チャ
レンジする組織風
土の醸成と柔軟
な組織運営

市民とのコミュニ
ケーション

行政職員は非常に閉鎖的で、市民を恐れている感じがする。市役所にも、市民と行政職員のコ
ミュニケーションを豊かにするようサポートしてほしいので、「市民とのコミュニケーション」という
言葉もぜひ入れてほしい。

職員の閉鎖的な印象を取り払うための住民と行政のコミュニケーションについては、出向いていく、ある
いは来ていただく、いろいろな方法があると思う。策定委員会の中で、また議論していければと思う。

市職員と市民のコミュニケーションの活性化は、重要なことと考える。
意見を踏まえ、行・財政分野の基本施策３「市民に届く情報提供と市
民要望に的確に応える仕組みづくり」の中で、追記した。

意見を踏まえ、以下の通り修正した。
「特に、五日市街道、井ノ頭通り、女子大通りなどは地域間を結ぶ東
西方向の幹線道路であることから、早急な事業化について引き続き都
へ要請を行っていく。」

意見を踏まえ、以下の通り修正した。
基本施策４　リード文
「…、それに伴い周辺の生活道路を抜け道として利用するなど、渋滞
を回避するための通過交通が流入している。」
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